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【共通】 

はじめに

本書は、株式会社キャッチネットワーク（以下、キャッチ）が提供するサービスをお申込みいただ

くにあたり、サービス概要とご確認いただく重要事項のご説明、お手続きのご案内ならびに、お申込

みに係る初期費用、月額のご利用料金、割引、中途解約等における違約金の発生について、お申込み

前にご説明、ご案内させていただくためにお届けしております。 

お申込みに際しては、当社が定める加入契約約款（抜粋を巻末に表示）に基づき、加入申込書のご

記入が必要となります。 

１．お申込みから工事までのご確認

□お申込みから工事までのご確認

■仮加入受付 

お電話・ホームページ等で受付後、一旦仮申込みさせていただきます。 

■幹線調査 

現地調査（電柱上の幹線敷設状況等の確認）をいたします。幹線敷設状況により、加入申込までお待ち

いただく場合がございますのでご了承ください。 

■加入申込 

仮申込み受付後、キャッチスタッフまたは代理店等にてお客様宅へご契約にお伺いします。料金、

工事内容をご了承いただいた上で加入申込書をご記入いただきます。 

■工事日程のお約束＆工事 

お申込み完了後、お電話等で工事日程の調整をさせていただきます。なお、工事時にはお客様のお

立会いをお願いしておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 
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２．サービス概要のご確認

□サービスをご利用いただけない場合があります

■停電時やメンテナンス時等は、サービスをご利用いただくことができません。 

■サービスエリア内であっても、宅内調査やルート設計の結果、サービスを提供できない場合があります。 

□現在ご利用中のサービスを解約する際、違約金等が発生する場合がございます

３．お申込みについて

□お申込みに関する注意事項をご確認いただけましたか？

■キャッチネクストサービス提供エリアにおいて、キャッチＨＦＣサービスのサービス追加およびキャッチ

ＨＦＣサービスの新規加入を申込みすることはできません。 

■キャッチＨＦＣサービス導入済集合住宅に関しては、キャッチＨＦＣサービスの提供のみとなり、

原則キャッチネクストサービスの提供はできません。 

■加入申込書へは必ずご本人がご署名、ご捺印願います。 

■サービス追加加入の場合は、既契約者名義でのお申込みとなります。 

■サービス内容毎にお支払方法を分けることはできません。 

（ご利用引落口座、クレジットカードにつきましては、すべてのサービスで同一のものとなります） 

■設備未導入の賃貸住宅または借家でのご利用の場合は、予めオーナー様の同意書（当社指定書面）

が必要となります。 

■未成年者のお申込みに際しては、同意者（親権者・後見人等、法定代理人の代表者）の自署ならびに

捺印のある同意書（当社指定書面）が必要となります。 

■当社システムの都合上、一部の旧字体において表記できない場合がございます。 

４．キャンペーンのご確認

□キャンペーンの内容および条件などをご確認いただけましたか？

適用キャンペーン 

５．料金とお支払いのご確認

□料金について

■初期費用【        円】 

内訳：ＴＶ( 円)＋ＮＥＴ( 円)＋電話( 円)＋事務手数料(    円) 

■利用料金【 円／月】 

内訳：ＴＶ( 円)＋ＮＥＴ( 円)＋電話( 円)＋割引額(  円) 

□料金のお支払いについて

■お支払いは、口座振替かクレジットカード支払いのどちらかをご選択ください。 

■口座振替の場合、初期費用は【工事完了月の翌月２６日】、利用料金は【ご利用月の翌月２６日】

のご請求（口座振替）となります。 

■口座振替の金融機関としてネット銀行をご利用いただく場合には、ご利用の金融機関からのご案内

に基づき、お客様ご自身で承認作業をおこなっていただく必要がございます。 

■請求書、領収書の発行はいたしません。 

■サービス開始月の利用料金は、工事完了日翌日から月末までの日割り計算となります。 

■解約、休止時は、停止日の翌日から月末までの未利用日数分について、日割り精算いたします。 

■支払期日を超えてもなお支払われない場合は、ご利用中の全てのサービスを停止することがあります。 

■口座振替の場合は、前月と当月のご請求明細（金額）が異なる場合のみ、ご利用明細通知（はがき）

を発行いたします。 
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【預金口座振替規定】 （ゆうちょ銀行からの自動払込みを除く） 

１．銀行（信用金庫、組合、労働金庫）に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請

求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座

勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出はしません。ま

た、引落後の代金領収書は請求いたしません。 

２．振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用でき

る範囲内の金額を含む。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさし

つかえありません。 

３．この契約を解約するときは、私から銀行（信用金庫、組合、労働金庫）に書面により届出ま

す。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるとき

は、特に申出をしない限り、銀行（信用金庫、組合、労働金庫）はこの契約が終了したものと

して取扱ってさしつかえありません。 

４．この預金口座振替について仮に紛議が生じても、銀行（信用金庫、組合、労働金庫）の責めに

よる場合を除き、銀行（信用金庫、組合、労働金庫）には迷惑をかけません。 

５．登録№につき別番号の追加利用、または変更があっても本書は有効として扱われてもさしつか

えありません。 

※ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。 

【クレジットカード支払い確認事項】 

■取扱クレジットカードは、ＴＳ ＣＵＢＩＣ ＣＡＲＤ、ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ Ｃａｒｄ、

ＪＣＢ、ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＥＸＰＲＥＳＳ、Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ の６種類です。 

■クレジットカードによるお支払いは、「１回払い」のみとします。 

■お客様からの解約、変更等のお申し出がない限り、毎月継続の上、前項と同様のお支払方法とな

ります。 

■お客様から指定されたクレジットカードが何らかの理由により無効、あるいは会員番号などが変

更になった際には、キャッチへご連絡願います。 

■前項のご連絡がなかった場合でも、お客様へのご連絡無しにクレジットカード会社へ確認の上、

新しい会員番号でのお支払いとなる場合があります。 

■お客様が指定されたクレジットカードの会員資格を喪失された場合はもちろん、カード利用代金

の支払い状況によっては、クレジットカード会社の判断により本手続きを解約されることがあり

ます。 

■クレジットカード会社から発行されるご利用代金明細書のご利用店名は「キャッチネットワー

ク」、ご利用日は「ご利用月の月末の日付」となります。 

■クレジットカード会社からのお振替は、ご利用クレジットカード会社の指定日となり、請求書と

領収書は発行いたしません。また、当社からご利用明細の発行はできませんので、クレジットカ

ード会社から届く明細でご確認ください。（利用料総額のみの表示になります） 

■クレジットカードによるお支払いができなくなった時には、現金による清算をおこなった上で、

口座振替によるお支払いに変更となりますので、ご了承ください。（別途、口座登録手続きが必

要です） 

■このシステムは、株式会社キャッチネットワークがクレジットカード会社の加盟店となり、クレ

ジットカード会社がキャッチネットワーク利用料金等決済業務を代行するかたちとなります。 

■クレジットカード会社の締切日とキャッチの検針日との関係等により、クレジットカード会社か

ら２ヶ月分の利用料金がまとめて請求されることがございます。 

□事務手数料について

■新規契約の際に、契約事務手数料として「８００円（税込８８０円）」が必要となります。 

６．利用料割引のご確認

□利用料金割引に関して説明がありましたか？

■セットメニュー（パック）のご案内 

【マンション・アパートパック】 
キャッチＨＦＣサービス導入済の集合住宅にご入居の方で、スタンダードコース＋インターネット
１００Ｍコースを同時にご利用いただき、所定の確認書（マンション・アパートパックご契約内容
確認書）をご提出いただいた場合に適用されます。 
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【光マンション・アパートパック】 
キャッチ光サービス導入済の集合住宅にご入居の方で、スタンダードコース＋インターネット３０
０Ｍコースを同時にご利用いただき、所定の確認書（「キャッチネクストサービス」ご契約内容確
認書）をご提出いただいた場合に適用されます。 

※各セットメニューは、対象のプラン全てを月初１日から同月末日まで継続してご利用いただいた
場合、マンション・アパートパックでは「マンション・アパート割」、光マンション・アパー
トパックでは「光マンション・アパート専用セット割」がそれぞれ適用されます。月途中のご
契約（利用開始）、ご解約の場合、日割り料金となり「マンション・アパート割」・「光マン
ション・アパート専用セット割」は適用されません。 

※「マンション・アパートパック」「光マンション・アパートパック」をご利用の方がサービス
のコースを変更することは可能ですがパック料金は適用されず通常の料金額合計となります。 

■キャッチＨＦＣサービス（同軸）の場合 

割引名称 割引金額 割引内容 

トリプル割 
   １，３００円/月 
(税込１，４３０円/月) 

多チャンネル＋インターネット＋ケーブルプラス電
話の月額料金で割引 
（インターネット５Ｍコースは適用対象外） 

ダブル割 
   １，０００円/月 
(税込１，１００円/月) 

多チャンネル＋インターネットの月額料金で割引 
（インターネット５Ｍコースは適用対象外） 

ＴＥＬ割 
     ３００円/月 
  (税込３３０円/月) 

多チャンネル＋ケーブルプラス電話の月額料金、 
または施設利用サービス＋ケーブルプラス電話の月
額料金、またはインターネット＋ケーブルプラス電
話の月額料金で割引 

マンション・アパート割
   １，４００円/月 
(税込１，５４０円/月) 

ＨＦＣサービス導入済集合住宅でスタンダードコー
ス＋インターネット１００Ｍコースの全ての月額料
金とマンション・アパートパックの申込みがある場
合に、割引が適用されます。 

※日割りの請求に対して割引は適用されません。 
※トリプル割、ダブル割、ＴＥＬ割の併用はされません。 
※マンション・アパート割は、１年間の間に解約した場合は、違約金を請求させていただきます。 
■キャッチネクストサービス（光ファイバー）の場合 

割引名称 割引金額 割引内容 

光トリプル割 

   １，３００円/月 
(税込１，４３０円/月) 

多チャンネルまたは地デジＢＳパススルー＋インタ
ーネット＋ケーブルプラス電話の月額料金で割引 

光ダブル割 
   １，０００円/月 
(税込１，１００円/月) 

多チャンネル＋インターネットの月額料金で割引 

   １，２６０円/月 
(税込１，３８６円/月) 

多チャンネルまたは地デジＢＳパススルー＋インタ
ーネット＋ケーブルラインの月額料金で割引

光ＴＥＬ割 

 ３００円/月 
  (税込３３０円/月) 

多チャンネルまたは光施設利用料＋ケーブルプラス
電話の月額料金で割引、またはインターネット＋ケ
ーブルプラス電話の月額料金で割引 

 ２６０円/月 
  (税込２８６円/月)

インターネット＋ケーブルライン電話の場合に割
引 

長割（ながわり） 
 ８００円/月 

  (税込８８０円/月) 
インターネットを２年間継続利用約束していただき、
長割の申込みがある場合に、割引が適用されます。

光ＴＥＬ複数回線割 

 ３００円/月 
  （税込３３０円/月）

インターネット＋ケーブルプラス電話複数回線利用
時のケーブルプラス電話２回線目以降４回線目まで

 ２６０円/月 
  （税込２８６円/月）

  （税込５５０円/月）

インターネット＋ケーブルライン複数回線利用時の
ケーブルライン２回線目以降４回線目までを割引

を割引 

光集合長割 ２年継続 

光集合長割 １年継続 

 ５００円/月 

  （税込３３０円/月）
 ３００円/月 

キャッチネクスト導入済集合住宅でインターネット
を２年間または１年間の継続利用をお約束いただけ
る場合に適用されます。 

光マンション・アパート
専用セット割 

   １，９００円/月 
(税込２，０９０円/月) 

キャッチネクスト導入済集合住宅でスタンダードコ
ース＋インターネット３００Ｍコースの全ての月額
料金と光マンション・アパート専用パックの申込み
がある場合に、割引が適用されます。 

※日割りの請求に対して割引は適用されません。 
※光トリプル割、光ダブル割、光ＴＥＬ割の併用はされません。 
※長割（ながわり）は、２年間の間に解約した場合は、違約金を請求させていただきます。 
※光集合長割は、２年間または１年間の間に解約した場合、違約金を請求させていただきます。 
※光マンション・アパート専用セット割は２年間の間に解約した場合、違約金を請求させていただきます。
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７．工事内容・工事期間のご確認

□ご利用開始までの期間について

■電柱所有者の敷設許可などにより、工事までにお時間をいただくことがございます。 

□基本工事

■キャッチＨＦＣサービス 

同軸ケーブルの引込工事／保安器の設置 

※必要に応じて、金具の取り付け、外壁の穴あけ等をおこないます。 

■キャッチネクストサービス 
光ファイバーのドロップケーブルの引込工事／成端箱の設置 
・通信用（電話、テレビ）の穴やエアコンの穴等を利用して、光ファイバーを宅内へ引込ます。 

※必要に応じて、金具の取り付け、外壁の穴あけ、機器の設置等をおこないます。 
※既設配管の不具合やエアコンの取り替え等で光ファイバーの改修等が発生した場合は、別途工事

が必要となります。 
□標準料金内宅内工事

本サービスのご利用には、追加工事が必要となる場合があります。契約、宅内工事時にご確認ください。 

■キャッチＨＦＣテレビサービス（集合住宅） 
使用中のＴＶ・ＶＴＲ各８台までのチャンネル調整（ＴＶ端子と同数）／映像音声出力ケーブル接
続（デジタルホームターミナル設置個所のみ）／宅内ケーブル１５ｍまでの配線工事（テレビ裏配
線含む）／分岐・分配器の取替え２個まで／デジタルホームターミナルの設置／ＴＶの映像確認／
デジタルホームターミナルの操作説明 
※電源コンセントの用意をお願いします。 
※上記に含まれない工事は追加料金が必要となります。 

■キャッチネクストテレビサービス 
既設アンテナ線接続（光ファイバーと既設のアンテナ線を接続するまでの施工）／使用中のＴＶ・
ＶＴＲ各８台までのチャンネル調整（ＴＶ端子と同数）／映像音声出力ケーブル接続（デジタルホ
ームターミナル設置個所のみ）／直列ユニット取替え（分波器・デジタルホームターミナル設置個
所のみ）／アンテナ撤去一式まで（ＴＶアンテナ、パラボラアンテナ）／宅内ケーブル１５ｍまで
の配線工事（テレビ裏配線含む）／分岐・分配器の取替え２個まで／デジタルホームターミナルの
設置／Ｖ－ＯＮＵの設置／分波器の設置（ＢＳパススルー対応の受信機へ８個まで）／ＴＶの映像
確認／デジタルホームターミナルの操作説明 
※電源コンセントの用意をお願いします。 
※上記に含まれない工事は追加料金が必要となります。 

■キャッチＨＦＣインターネットサービス（集合住宅） 
新設ケーブル４０ｍ（集合住宅の場合は１５ｍ）以内の配線工事／ケーブルモデムの設置工事 
※パソコンとの接続及び設定工事は含まれておりませんので、加入時は無料設定サポートをご利用
いただきますようお願いします。 
※電源コンセントの用意をお願いします。 
※上記に含まれない工事は追加料金が必要となります。 

■キャッチネクストインターネットサービス 
新設ケーブル４０ｍ以内の配線工事／Ｄ－ＯＮＵの設置工事 
※パソコンとの接続及び設定工事は含まれておりませんので、加入時は無料設定サポートをご利用
いただきますようお願いします。 
※電源コンセントの用意をお願いします。 
※上記に含まれない工事は追加料金が必要となります。 

■ケーブルプラス電話・ケーブルライン 
集合住宅で同軸ケーブル１５ｍ以内の配線工事／電話用終端装置の設置工事／Ｄ－ＯＮＵの設置工
事／Ｄ－ＯＮＵと電話用終端装置間のＬＡＮ配線・モジュラーケーブルの配線工事（合計２０ｍ
まで）／電話の疎通確認 
※電源コンセントの用意をお願いします。 
※上記に含まれない工事は追加料金が必要となります。 
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８．初期費用のご確認

□新規契約、追加契約、サービス移行に係る初期費用（標準工事を含む）の説明がありましたか？   

※加入促進のため初期費用割引を適用する場合があります。 

 割引内容に関してはお申込時、ご契約時にご確認ください。 

※初期費用割引を適用する場合には、詳しい適用条件（約束利用期間、違約金等）をご確認のうえで、

別途お申込みが必要となります。 

※解約してから１年間の再契約に関しては、初期費用割引を使用することはできません。 

□新たにお申込みいただく場合の初期費用について

※加入促進のため、初期費用割引を適用する場合があります。（一部適用外の条件がございます） 

■新規ご加入の方 

加入サービス 通常料金 

ＴＶ ２５，８００円（税込２８，３８０円） 

ＴＶ＋ＮＥＴ ３７，８００円（税込４１，５８０円） 

ＴＶ＋ＴＥＬ ３０，８００円（税込３３，８８０円） 

ＴＶ＋ＮＥＴ＋ＴＥＬ ４２，８００円（税込４７，０８０円） 

ＮＥＴ ２２，８００円（税込２５，０８０円） 

ＮＥＴ＋ＴＥＬ ２７，８００円（税込３０，５８０円） 

ＴＥＬ １５，８００円（税込１７，３８０円） 

■すでにご加入の方がサービス追加する場合 

現在利用サービス 追加サービス 通常料金 

ＴＶ加入者 

ＮＥＴ ２２，０００円（税込２４，２００円）

ＮＥＴ＋ＴＥＬ ２７，０００円（税込２９，７００円）

ＴＥＬ １５，０００円（税込１６，５００円）

ＮＥＴ加入者 

ＴＶ ２５，０００円（税込２７，５００円）

ＴＶ＋ＴＥＬ ３０，０００円（税込３３，０００円）

ＴＥＬ １５，０００円（税込１６，５００円）

ＴＥＬ加入者 

ＴＶ ２５，０００円（税込２７，５００円）

ＴＶ＋ＮＥＴ ３７，０００円（税込４０，７００円）

ＮＥＴ ２２，０００円（税込２４，２００円）

ＴＶ＋ＮＥＴ加入者 ＴＥＬ １５，０００円（税込１６，５００円）

ＴＶ＋ＴＥＬ加入者 ＮＥＴ ２２，０００円（税込２４，２００円）

ＮＥＴ＋ＴＥＬ加入者 ＴＶ ２５，０００円（税込２７，５００円）

□キャッチＨＦＣサービスからキャッチネクストサービスへの移行について

■すでにご加入の方で移行する場合 

現在利用サービス 移行サービス 通常料金 

ＴＶ＋ＮＥＴ＋ＴＥＬ ＴＶ＋ＮＥＴ＋ＴＥＬ ４２，０００円（税込４６，２００円）

ＴＶ＋ＮＥＴ ＴＶ＋ＮＥＴ ３７，０００円（税込４０，７００円）

ＴＶ＋ＴＥＬ ＴＶ＋ＴＥＬ ３０，０００円（税込３３，０００円）

ＮＥＴ＋ＴＥＬ ＮＥＴ＋ＴＥＬ ２７，０００円（税込２９，７００円）

ＴＶ ＴＶ ２５，０００円（税込２７，５００円）

ＮＥＴ ＮＥＴ ２２，０００円（税込２４，２００円）

ＴＥＬ ＴＥＬ １５，０００円（税込１６，５００円）
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９．最低利用期間・約束割引と違約金のご確認

□最低利用期間と違約金について

■最低利用期間と違約金一覧 

サービス名 最低利用期間 違約金 

・キャッチＨＦＣインターネットサービス 
・キャッチネクストインターネットサービス 

３ヶ月 未利用月数×月額利用料金 

・楽録／楽録１Ｔ 
・ケーブルプラスＳＴＢ／ケーブルプラスＳＴＢ２

・楽録ブルーレイ／楽録ブルーレイ１Ｔ 
６ヶ月 未利用月数×各オプション料金 

□各種約束割引と違約金について  

■違約金対象項目 

金約違スビーサ象対称名引割束約・引割

長割（ながわり） キャッチネクストインターネットサービス
   ２０，０００円 
（税込２２，０００円） 

マンション・アパート割 マンション・アパートパック 
   ２０，０００円 
（税込２２，０００円） 

光マンション・アパート
専用セット割 

光マンション・アパートパック 

キャッチネクストテレビサービス 

キャッチネクストテレビサービス 

キャッチネクストネットサービス 

ケーブルプラス電話／ケーブルライン

※テレビのみ解約の場合は５，０００円(税込５，５００円)となります

   ２０，０００円 
（税込２２，０００円） 

光集合長割 ２年継続 

光集合長割 １年継続 
光集合インターネット１Ｇコース 
光集合インターネット100Ｍコース 

   １５，０００円 
（税込１６，５００円） 
   １０，０００円 
（税込１１，０００円） 

ＴＶ２年継続約束
   １０，０００円 
（税込１１，０００円） 

ＴＶ１年継続約束
   １３，５００円 
（税込１４，８５０円） 

ＮＥＴ１年継続約束
   １０，８００円 
（税込１１，８８０円） 

電話１年継続約束
   　４，５００円 
（税込　４，９５０円） 

１０．解約についてのご確認

□解約について

■約束割引
「長割」、「ＴＶ２年継続約束」を申し込まれた方が、割引開始月から 2年以内またはサービス開始月から
割引開始月までに対象サービスを解約した場合、「マンション・アパート割」、「光マンション・アパート
専用セット割」、「光集合長割 ２年継続・1年継続」、「ＮＥＴ１年継続約束」、「ＴＥＬ１年継続」を申し込
まれた方が、割引開始月から１年以内またはサービス開始月から割引開始月までに対象サービスを解約
した場合は以下の違約金が発生します。なお違約金は、お申込みの約束割引ごとに合算して発生します。
※マンション・アパートパックまたはＴＶ２年継続約束【ＨＦＣ】をご利用の方が、キャッチネク

スト約束割引を使用して継続する場合は、違約金は発生しません。
※マンション・アパートパックまたはＴＶ２年継続約束【ＨＦＣ】をご利用の方が、キャッチネク

スト約束割引を使用しないで継続する場合は、違約金が発生します。

■約束割引の適用開始から所定期間内に解約をする場合、違約金が発生します。（前項参照） 
■キャッチネクストテレビサービスの「地デジ＋ＢＳパススルーコース」をご利用の方が、キャッチネク

ストインターネットサービスまたはケーブルプラス電話・ケーブルラインを解約する場合、「地デジ
＋ＢＳパススルーコース」も解約となります。テレビサービスを継続いただく場合、セレクトコース
以上へのコース変更が必要です。（「地デジ＋ＢＳパススルーコース」はテレビ＋インターネット＋
ケーブルプラス電話・ケーブルラインのトリプル契約が利用条件のため） 

■解約時の撤去内容により、費用が発生する場合があります。 
■解約時の撤去工事は、引込線（ＨＦＣ）、光ファイバードロップケーブル（キャッチネクスト）、引込金具

の撤去及びコーキングボンド等シーリング材を用いた穴埋め作業を実施しますが、室内、室外壁の現
状復旧は行いません。
※解約してから１年以内の再契約の場合、初期費用割引を使用することはできません。このため、

キャッチエリア内での転居（引越し）の場合で、転居先（引越し先）でもキャッチサービスのご利用
をご希望の方は、解約ではなく、お引越しの手続きをお取りください。 

※その他加入促進のため、初期費用割引キャンペーンを実施する場合があります。 その場合、上記違約金
とは別に違約金を設定する場合がございます。 詳しくはお申込時、ご契約時にご確認ください。
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□加入者相互紹介制度について

■転居先（引越し先）において、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟加盟のケーブルテレビ局に

継続してご加入いただける場合にご利用いただける制度です。 

※詳細はキャッチまたは転居先（引越し先）のケーブルテレビ局までお問い合わせください。 

※ご契約状況によっては、ご利用いただけない場合がございます。 

□サービス解約時の利用料割引適用除外について

■月途中の解約に関しては、「超割」、「マンション・アパート割」、「光マンション・アパート

専用セット割」、「長割」、「光集合長割２年継続/１年継続」、「トリプル割/光トリプル割」、

□キャッチネクストテレビサービス、キャッチＨＦＣテレビサービスの解約について

■ご注意事項 

・サービスをご解約後、ＴＶをご視聴希望の場合は、お客様ご自身のご負担で他事業者への切替え

やアンテナ設置、宅内配線をアンテナへ接続していただく必要があります。 

 （キャッチサービス導入済集合住宅にお住まいの方は除く） 

■料金について 

・解約停止日の翌日から月末までの未利用日分については、日割り精算いたします。最終請求は

解約停止月の翌月となります。 

※口座振替の場合は、翌月２６日（金融機関休日の場合は翌営業日）となります。 

※クレジットカード支払いの場合は、カード会社の定める日となります。 

・オプションサービスについては、日割り精算はございません。 

 （月途中の解約でも１ヶ月分の利用料が発生します） 

・光ハイブリッドライトプランをお申込みされている方、各約束割引をお申込みされている方で、

契約期間内（２年）にご解約された場合、マンション・アパートパックをお申込みされている方

で、契約期間内（１年）にご解約された場合は、違約金をお支払いいただきます。 

■その他 
・お客様宅に設置した機器は貸与品のため、当社代理店にて撤去致します。ご解約日から勘案し、

代理店より撤去日の連絡を差し上げます。お客様自身での取り外しはなさらない様お願いします。 
・オプションチャンネルの「ＷＯＷＯＷ」をご視聴されている方は、お客様ご自身で「ＷＯＷＯＷ
カスタマーセンター」へ連絡していただき、「ＷＯＷＯＷ」解約の申し出及び手続きお願いします。 
（ＷＯＷＯＷカスタマーセンター：電話０１２０－５８０－８０７ ９時～２０時 年中無休） 

・ＮＨＫ衛星契約受信料「団体一括支払」をご利用のお客様は、当社にて「団体一括支払」の解消
手続きをとらせていただきます。ご解約以降のＮＨＫ受信料金・受信契約の変更等につきまして
は、ＮＨＫ豊橋支局：電話０５３２－５５－１１２３または０１２０－１５１５１５までお問い
合わせください。 

・テレビサービスオプションの「緊急地震速報サービス※」をご解約される場合は、当社代理店に
よる地震端末の回収が必要となります。（回収は無料で行います） 
※緊急地震速報サービスとは、キャッチＨＦＣテレビサービス、キャッチネクストテレビサービス

ご契約のオプション契約として提供しています。【５００円/月（税込５５０円/月）】 

□キャッチネクストインターネットサービス、キャッチＨＦＣインターネットサービス解約について  

■料金について 

・解約停止日の翌日から月末までの未利用日分については、日割り精算いたします。最終請求は

解約停止月の翌月となります。 

※口座振替の場合は、翌月２６日（金融機関休日の場合は翌営業日）となります。 

※クレジットカード支払いの場合は、カード会社の定める日となります。 

・オプションサービスについては、日割り精算はございません。 

 （月途中の解約でも１ヶ月分の利用料が発生します） 

・最低利用期間（３ヶ月）に達していない場合は、違約金をお支払いいただきます。 

・光ハイブリッドライトプランをお申込みされている方、各約束割引をお申込みされている方で、

契約期間内（２年）にご解約された場合、マンション・アパートパックをお申込みされている方

で、契約期間内（１年）にご解約された場合は、違約金をお支払いいただきます。 

「ダブル割/光ダブル割」、「ＴＥＬ割/光ＴＥＬ割」、「光ＴＥＬ複数回線割」は割引適用外となりま

すのでご注意ください。 
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■その他 
・お客様宅に設置した機器は貸与品のため、当社代理店にて撤去いたします。ご解約日から勘案

し、代理店より撤去日の連絡を差し上げます。お客様自身での取り外しはなさらない様お願いします。 
（宅内通信ケーブル撤去を希望される場合、この撤去作業費は別途有料となります） 

・基本ＩＤ付随サービス（メールアカウント、ホームページ容量、ＰＣプロテクションプラス等）
については、解約日以降に削除・廃止させていただきます。 

□ケーブルプラス電話・ケーブルラインの解約について

■ご注意事項 
≪ケーブルプラス電話・ケーブルラインで利用中の電話番号を他社で引続き利用する場合≫ 
・現在ご利用いただいている電話番号を他社で引続きご利用いただく旨（以下、「番号ポータビリティ」

といいます）を、お客様ご自身で事前に変更予定先電話事業者（ＮＴＴ等）まで申請してください。 
※ＫＤＤＩより電話番号を新規に取得（発番）してケーブルプラス電話をご利用中の場合、

他社へ番号ポータビリティすることはできません。 
※他社への番号ポータビリティ完了後、ケーブルプラス電話は「解約」となります。 

［注意］ 
事前申請をされずにケーブルプラス電話を解約した場合、利用中の電話番号が使用できなく
なります。（番号消失） 

［参考情報］ 

・他社へ番号ポータビリティする場合、変更予定電話事業者側の番号引継ぎ設定完了後からは、
ケーブルプラス電話・ケーブルラインはご利用いただけなくなります。変更をご申告いただい
てから手続きが完了するまではケーブルプラス電話・ケーブルラインでのご利用となります。 

・他社への番号ポータビリティにあたり、変更先電話事業者での電話番号引継ぎに関する期間
及び料金等については、変更先電話事業者へご確認ください。 

・他社への変更手続きの結果、利用中の電話番号とは異なる電話番号を利用されることになった場合、
または利用中の電話番号を今後使用されなくなった場合には、速やかにキャッチまでご連絡ください。
ご連絡をいただき次第、キャッチからＫＤＤＩ・ソフトバンクへ解約手続きを行います。キャ
ッチまでご連絡いただけないと、ケーブルプラス電話・ケーブルラインの利用が継続されるため、利
用料金が継続発生してしまいます。（他社への番号ポータビリティ完了をもってケーブルプラス電
話・ケーブルラインの利用が停止します（ご解約）が、この場合番号ポータビリティが中止され
るため、解約となりません） 

・ＮＴＴの一般加入回線（メタル回線）を利用する電話サービス（ＮＴＴ一般加入電話等）に番号ポー
タビリティされる場合、当社が設置した電話用終端装置の撤去工事が完了するまでは、ＮＴＴの一般回
線を電話端末のＬＩＮＥ端子へ接続してください。接続されていない場合、他社への番号ポータビリ
ティ後に電話がご利用いただけなくなります。 
※番号ポータビリティ当日に、変更先電話事業者がお客様宅の電話工事を実施する場合には、

この限りではありません。 

  ≪ケーブルプラス電話・ケーブルラインで利用中の電話番号を、今後使用されない場合≫ 
・ケーブルプラス電話・ケーブルラインで利用中の電話番号はご利用いただけなくなります。

（番号消失） 
・解約日の変更は、出来かねる場合がございます。予めご了承ください。 
・ガス検針やホームセキュリティをお使いの場合、切替工事費用等がかかる場合がございますので、

事前にサービス提供会社まで、お客様ご自身でご確認ください。 

■料金について 
・番号ポータビリティ無：お客様からの解約申し出日が最終利用日となります。 

月途中での解約時は日割り料金となります。 
・番号ポータビリティ有：番号ポータビリティ工事が完了した日が最終利用日となります。 

月途中での解約時は日割り料金となります。 
・解約月は、ユニバーサルサービス料は発生しません。 
・光ハイブリッドライトプランをお申込みされている方で、契約期間内（２年）にご解約された場合
（他社への番号ポータビリティを含む）は、違約金をお支払いいただきます。 
※ケーブルラインを解約する場合、弊社で新規に発行された番号の場合は１，０００円（税込１，１００円）、
　番号ポータビリティされた番号の場合は２，５００円（税込２，７５０円）の一時金が必要になります。

■その他 
・お客様宅に設置した機器は貸与品のため、当社代理店にて撤去致します。ご解約日から勘案し、代理店

より撤去日の連絡を差し上げます。お客様自身での取り外しはなさらない様お願いします。 
（宅内通信ケーブル撤去を希望される場合、この撤去作業費は別途有料となります） 

ＮＴＴ連絡先：局番無しの１１６ 、携帯電話・ＰＨＳからは０８００－２０００－１１６ 
受付時間：（受付時間：午前９時～午後５時（２０１９年８月現在） 
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１１．休止についてのご確認
□休止受付条件について
■家屋の建替・長期出張等により、やむを得ずサービスを継続することができなくなった場合、原則
最長１年を期限としてサービスの休止を承ります。 

□サービス休止時の利用料割引適用除外について
■月途中の休止に関しては、「超割」、「マンション・アパート割」、「長割」、「トリプル割/光トリ
プル割」、「ダブル割/光ダブル割」、「ＴＥＬ割/光ＴＥＬ割」、「光ＴＥＬ複数回線割」、「モバイ
ル割」は割引適用外となりますので、ご注意ください。 

□キャッチネクストテレビサービス、キャッチＨＦＣテレビサービスの休止について

■料金について 
・休止時手数料【２，０００円（税込２，２００円）】が必要となります。 
・休止停止日の翌日から月末までの未利用日分については、日割り精算いたします。最終請求は

休止停止月の翌月となります。 
※口座振替の場合は、翌月２６日（金融機関休日の場合は翌営業日）となります。 
※クレジットカード支払いの場合は、カード会社の定める日となります。 

・オプションサービスについては、日割り精算はございません。 
 （月途中の休止でも１ヶ月分の利用料が発生します） 

■その他 
・お客様宅に設置した機器は貸与品のため、当社代理店にて撤去致します。後日、代理店より撤去日

の連絡を差し上げます。お客様自身での取り外しはなさらない様お願いします。 
・休止期間は最長１年とさせていただきます。 
 （長期転勤等当社が認めた場合については、この限りではありません。） 
・オプションチャンネルを利用中の場合、休止時点でオプションチャンネルは一旦解約となります。

サービス再開時に引続きご視聴を希望される場合は、改めてお申込みが必要です。 
・オプションチャンネルの「ＷＯＷＯＷ」をご視聴されている方は、お客様ご自身で「ＷＯＷＯＷ

カスタマーセンター」へ連絡していただき、「ＷＯＷＯＷ」解約の申し出及び手続きお願いします。 
（ＷＯＷＯＷカスタマーセンター：電話０１２０－５８０－８０７ ９時～２０時 年中無休） 

・ＮＨＫ衛星契約受信料「団体一括支払」をご利用のお客様は、当社にて「団体一括支払」の解消手続き
をとらせていただきます。今後のＮＨＫ受信料金・受信契約の変更等につきましては、ＮＨＫ豊橋支局：
電話０５３２－５５－１１２３または０１２０－１５１５１５までお問い合わせください。 

□キャッチネクストインターネットサービス、キャッチＨＦＣインターネットサービス休止について  

■料金について 
・休止時手数料【２，０００円（税込２，２００円）】が必要となります。 
・休止停止日の翌日から月末までの未利用日分については、日割り精算いたします。最終請求は

休止停止月の翌月となります。 
※口座振替の場合は、翌月２６日（金融機関休日の場合は翌営業日）となります。 
※クレジットカード支払いの場合は、カード会社の定める日となります。 

・オプションサービスについては、日割り精算はございません。 
 （月途中の休止でも１ヶ月分の利用料が発生します） 

■その他 
・お客様宅に設置した機器は貸与品のため、当社代理店にて撤去致します。後日、代理店より撤去日

の連絡を差し上げます。お客様自身での取り外しはなさらない様お願いします。 
（宅内通信ケーブル撤去を希望される場合、この撤去作業費は別途有料となります） 

・休止期間は最長１年とさせていただきます。 
（長期転勤等当社が認めた場合については、この限りではありません。） 

・休止期間中は、基本ＩＤ付随サービス（メールアカウント、ホームページ容量、マカフィー® セキュ
リティサービス等）の提供も休止となります。 

□ケーブルプラス電話・ケーブルラインの休止について

■ご注意事項 
・休止時手数料【２，０００円（税込２，２００円）】が必要となります。 
・休止期間は最長１年とさせていただきます。 

（長期転勤等当社が認めた場合については、この限りではありません。） 
・ケーブルプラス電話及びケーブルラインに関しては、課金の中断はできませんのでご了承ください。

休止期間中も電話番号を保持される場合、ケーブルプラス電話端末撤去後においても基本利用
料・ユニバーサルサービス料が毎月かかります。また、オプションサービスを利用中の場合、必
要に応じてお客様ご自身でＫＤＤＩ専用ページからオプションサービス解約の手続きをお願いい
たします。ケーブルラインに関しては、お電話による停止ができます。

・お客様宅に設置した機器は貸与品のため、当社代理店にて撤去いたします。後日、代理店より撤去日
の連絡を差し上げます。お客様自身での取り外しはなさらない様お願いします。 
（宅内通信ケーブル撤去を希望される場合、この撤去作業費は別途有料となります） 
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１２．再開についてのご確認

□サービス再開時の利用料割引適用除外について
■月途中の再開に関しては、「超割」、「マンション・アパート割」、「長割」、「トリプル割/光
トリプル割」、「ダブル割/光ダブル割」、「ＴＥＬ割/光ＴＥＬ割」、「光ＴＥＬ複数回線割」、
「モバイル割」は割引適用外となりますので、ご注意ください。 

□キャッチネクストテレビサービス、キャッチＨＦＣテレビサービス再開について
■再開予定日が決定したらご連絡願います。ご連絡をいただき次第、再開手続きを進めさせていただき
ます。ただし、家屋の建替え等により休止前とは別ルートで引込工事を行う場合、または別住所で再開
工事を行う場合は、引込工事にあたり各種申請が必要となり（１．お申込みから工事までのご確認参照）、
お時間がかかる場合がございますので、早めにご連絡いただくようお願いいたします。 

■休止時、キャッチＨＦＣサービスをご利用の方でも、再開時キャッチネクストサービス提供エリア
で再開される場合、キャッチネクストサービスでの再開となります。 

□キャッチネクストインターネットサービス、キャッチＨＦＣインターネットサービス再開について  
■再開予定日が決定したらご連絡願います。ご連絡をいただき次第、再開手続きを進めさせていただきます。

ただし、家屋の建替え等により休止前とは別ルートで引込工事を行う場合、または別住所で再開工事
を行う場合は、引込工事にあたり各種申請が必要となり（１．お申込みから工事までのご確認参照）、
お時間がかかる場合がございますので、早めにご連絡いただくようお願いいたします。 

■休止時、キャッチＨＦＣサービスをご利用の方でも、再開時キャッチネクストサービス提供エリア
で再開される場合、キャッチネクストサービスでの再開となります。 

□ケーブルプラス電話・ケーブルライン再開について
■再開予定日が決定したらご連絡願います。ご連絡をいただき次第、再開手続きを進めさせていただき

ます。ただし、家屋の建替え等により休止前とは別ルートで引込工事を行う場合、または別住所で
再開工事を行う場合は、引込工事にあたり各種申請が必要となり（１．お申込みから工事までの
ご確認参照）、お時間がかかる場合がございますので、早めにご連絡いただくようお願いいたします。 

■ケーブルプラス電話の休止時、キャッチＨＦＣサービスをご利用の方でも、再開時キャッチネクス
トサービス提供エリアで再開される場合、キャッチネクストサービスでの再開となります。 

１３．移設・転出入（引越し）についてのご確認

□キャッチネクストテレビサービス、キャッチＨＦＣテレビサービス移設・転出入について
■別ルート引込工事を行う場合、または転居先で引込工事を行う場合は、引込工事にあたり各種申請

が必要となり（１．お申込みから工事までのご確認参照）、お時間がかかる場合がございますので、
早めにご連絡いただくようお願いいたします。 

■キャッチネクストサービス提供エリアから、キャッチネクスト非対応集合住宅等へ転居される場合、
キャッチＨＦＣサービスでの提供となります。 

■キャッチＨＦＣサービス利用中の方やキャッチネクスト非対応集合住宅でサービスをご利用中の方が
キャッチネクストサービス提供エリアへ転居される場合、キャッチネクストサービスでの提供となります。 

□キャッチネクストインターネットサービス、キャッチＨＦＣインターネットサービス移設・転出入について  
■別ルート引込工事を行う場合、または転居先で引込工事を行う場合は、引込工事にあたり各種申請

が必要となり（１．お申込みから工事までのご確認参照）、お時間がかかる場合がございますので、
早めにご連絡いただくようお願いいたします。 

■キャッチネクストサービス提供エリアから、キャッチネクスト非対応集合住宅等へ転居される場合、
キャッチＨＦＣサービスでの提供となります。 

■キャッチＨＦＣサービス利用中の方やキャッチネクスト非対応集合住宅でサービスをご利用中の方が
キャッチネクストサービス提供エリアへ転居される場合、キャッチネクストサービスでの提供となります。 

□ケーブルプラス電話・ケーブルライン移設・転出入について
■別ルート引込工事を行う場合、または転居先で引込工事を行う場合は、引込工事にあたり各種申請
が必要となり（１．お申込みから工事までのご確認参照）、お時間がかかる場合がございますので、
早めにご連絡いただくようお願いいたします。 

■住所が変わる移設および転出入については、お客様のご契約状態および変更内容により、対応方 
法が異なります。詳細につきましては、キャッチカスタマーセンターまでお問い合わせくださ 

い。
◇ケーブルプラス電話の場合の注意点 
■キャッチネクストサービス提供エリアから、キャッチネクスト非対応集合住宅等へ転居される場合、
キャッチＨＦＣサービスでの提供となります。 

■キャッチＨＦＣサービス利用中の方やキャッチネクスト非対応集合住宅でサービスをご利用中の方が
キャッチネクストサービス提供エリアへ転居される場合、キャッチネクストサービスでの提供となります。 
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■住所が変わらない同一敷地内での移設は電話用端末機（ＥＭＴＡ・ＨＧＷ）の移設工事のみで対応
が可能です。 

◇ケーブルラインの場合の注意点 
 ■ケーブルラインのサービスは、転居先がキャッチネクストの提供をできない環境（ＨＦＣ導入済 

み集合等）の場合は提供できない事があります。 

１４．解約・休止・再開・移設・転出入（引越し）における金額のご確認

□解約・休止・再開・移設・転出入（引越し）における金額一覧

事工内宅話電事工内宅ＴＥＮ事工内宅ＶＴ事工込引

転居 ５，０００円（税込５，５００円） 

移設（同住所内） ５，０００円（税込５，５００円） 

休止 ２，０００円（税込２，２００円） 

再開（工事あり） ５，０００円（税込５，５００円） 

再開（工事なし） - ０円 ０円 ０円 

解約 ０円 

解約（ケーブルライン）
番号ポータビリティ無の場合、１，１００円 

番号ポータビリティ有の場合、２，７５０円 

※サービス追加を伴う場合は、サービス追加時初期費用を適用し、上記工事費用は発生しません。 
例：ＴＶのみご加入者様が転居時ＮＥＴ追加契約される場合、 

→移設工事費５,０００円（税込５，５００円）不要、ＮＥＴ追加初期費用必要 となります。 
※ＨＦＣサービスからキャッチネクストサービスへの移行を伴う場合は、移行時初期費用を適用し、

上記工事費用は発生しません。 
例：ＴＶ＋ＮＥＴご加入者様がキャッチネクストサービスへ移行して転居される場合、 

→移設工事費５,０００円（税込５，５００円）不要、ＮＥＴ追加初期費用必要 となります。 

１５．貸出機器の未返却、紛失、破損について

□貸出機器の未返却、紛失、破損時の負担費用説明

キャッチからの貸出機器は解約後にご返却いただく必要があります。未返却の場合や紛失、破損等が

ある場合、貸出機器の代金をご負担いただきます。ご負担（ご請求）額は、以下のとおりとなります。 

対象機器 請求金額 対象機器 請求金額 

デジタルホームターミナル 
   15,000円/台 

(税込16,500円/台) 
ケーブルモデム 

     5,000円/台 

  (税込5,500円/台) 

ケーブルプラスＳＴＢ

ケーブルプラスＳＴＢ２

   30,000円/台 

(税込33,000円/台) 

楽録１Ｔ 
   30,000円/台 

(税込33,000円/台) 

Ｖ－ＯＮＵ 
     5,000円/台 

  (税込5,500円/台) 
楽録 

   30,000円/台 

(税込33,000円/台) 

ケーブルモデムＡＣアダプター 
     3,000円/個 

  (税込3,300円/個) 

楽録ブルーレイ 
   45,000円/台 

(税込49,500円/台) 

Ｄ－ＯＮＵ 
     5,000円/台 

  (税込5,500円/台) 

楽録ブルーレイ１Ｔ 
   45,000円/台 

(税込49,500円/台) 

ＨＧＷ・ＷＭＴＡ 
     6,000円/台 

  (税込6,600円/台) 

スマートステーション 
   30,000円/台 

(税込33,000円/台)

無線ＬＡＮ端末 
     8,000円/台 

  (税込8,800円/台) 

４Ｋ対応 

デジタルホームターミナル 

   45,000円/台 

(税込49,500円/台) 

Ｂ－ＣＡＳカード   税込2,160円/枚 

ＥＭＴＡ 
    5,000円/台 

 (税込5,500円/台) 

Ｃ－ＣＡＳカード   税込2,160円/枚 

※次頁に続きます。 
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対象機器 請求金額 対象機器 請求金額 

ｉＰａｄ Ａｉｒ２ 

ｉＰａｄ ｍｉｎｉ２ 

(利用年数別の弁償金) 

1年未満  

30,000円/台 

(税込33,000円/台) ｉＰａｄ Ａｉｒ２ 

ｉＰａｄ ｍｉｎｉ２ 

(利用年数別の弁償金) 

2年以上 

10,000円/台 

(税込11,000円/台) 

1年以上2年未満  

20,000円/台 

(税込22,000円/台)

地震端末 
     7,500円/台 

  (税込8,250円/台) 

※破損品の回収・交換を当社及び代理店等で実施する場合には上記金額に加え、出張費・交換費用
（実費）が別途かかります。 

※Ｂ-ＣＡＳ、Ｃ-ＣＡＳカードについて、税別価格設定はございません。 

１６．各種変更について

□各種お客様情報の変更手続きのご案内

■契約名義、引落口座／クレジットカードの変更について 

変更には、「変更申込書」のご提出が必要です。お電話またはキャッチホームページ（お問い合わせ

フォーム）よりお申し出ください。お申し出を確認後、「変更申込書」を送付させていただきます。

お手元に届きましたら、ご記入ご捺印の上、キャッチまでご返送ください。 

※口座変更の場合、金融機関との手続き完了までに１～２ヶ月程度お時間がかかります。 

※口座振替からクレジットカードへ支払い方法を変更される場合、毎月末日までの「変更申込書」

到着分は、翌月から変更となります。（手続きの都合により、変更が遅れる場合がございます）

詳細は【クレジットカード支払い確認事項】をご確認ください。 

■契約電話番号（連絡先電話番号）の変更について 

お電話またはキャッチホームページ（お問い合わせフォーム）からお申込みが可能です。お申込み

受付後、確認の電話をさせていただき、変更となります。（ご提出いただく書類はございません） 

■契約住所変更（区画整理等による住所表示変更で居住地の変更がない場合）について 

お電話またはキャッチホームページ（お問い合わせフォーム）からお申込みが可能です。お申込み

受付後、順次変更となります。（ご提出いただく書類はございません） 

※居住地が変更となる住所変更は、移設・転出入（引越し）手続きが必要です。【１３．移設・転出入

（引越し）についてのご確認】をご確認ください。 

１７．個人情報の取り扱いについて

□個人情報取り扱いに関するご説明

キャッチの加入申込書ならびにご契約内容確認書等で、お客様にご記入いただき収集する個人情報及

び当社が加入者に付与する個人情報、並びに、放送サービス及び附帯サービスを利用することによっ

て得られる個人情報について、その利用目的、取扱等については以下の通りです。申込書のご記入、
ご契約にあたり本内容を必ずお読みいただき、ご了承の上お申込みください。 

１．加入申込書でお客様にご記入いただく個人情報及び当社が付与する個人情報、並びに、放送サー
ビス及び附帯サービスを利用することによって得られる個人情報

（１）お客様にご記入いただく情報 

〈お申込み情報〉 
申込者氏名、申込者住所（設置先）、電話番号、連絡先電話番号、生年月日、勤務先名、
勤務先電話番号、職業、住居形態、申込内容、ＮＴＴ等の電話回線名義人氏名 

〈口座情報〉 
銀行口座をご利用の方 
銀行名（コード）、支店名（コード）、預金種別、口座番号、預金者名 

ゆうちょ銀行口座をご利用の方 
通帳記号、通帳番号、預金者名 

〈クレジットカード情報〉 
クレジットカードをご利用の方 
カード種類、カード有効期限、カード番号、カード名義人名 
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（２）当社が付与する情報 
加入者番号、建物番号、サービス利用状況、他サービ

（３）放送サービス及び附帯サービスを利用することによって得られる情報
視聴状況、視聴履歴(視聴日時、チャンネル、番組内容)、貸出機器の使用状況並びに操作に
関する記録、貸出機器を通してダウンロードしたコンテンツおよびアプリケーション情報

スに係る工事開始・完了日・課金開始日・
休止日・解約日 

２．当社が保有する個人情報の利用目的 

（１）サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守・サポート対応等を含みます） 

（１）情報セキュリティ責任者を設置し、個人情報の取り扱いを管理します。

（２）サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。 

（３）個々の契約者（加入者）に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、

サービス等の情報を、郵便・電子メール等により送付し、または電話すること。なお、契約者

情報セキュリティ責任者は、個人情報保護管理責任者を兼務します。 

（加入者）は当社が定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたり

することができます。 

（４）契約者（加入者）からの個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、郵便・電子メール等

を送付し、または電話すること。 

（２）運営組織

情報セキュリティ責任者のもとに、各部門の運用責任者から構成する情報セキュリティ委 

員会を設置し、個人情報を取り扱う業務を行っています。

（５）サービス開発のため、開発試験募集の案内を、郵便・電子メール等により送付し、または電話

すること。 

（６）契約者（加入者）の解約日より１年間を限度として、前５号に定める利用目的の範囲内において

個人情報を取り扱うこと。 

（７）当社は、契約者（加入者）の個人情報の属性の集計・分析を行い、個人が識別・特定できない

ように加工したもの（統計資料）を作成し、新規サービスの開発等、業務の遂行のために利用・

処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。 

（８）その他、契約者（加入者）から得た同意の範囲内で利用すること。 

３．個人情報の預託について 

契約・工事業務、ヘルプデスク業務、請求書発行業務、料金収納、督促業務等の目的のために、

当社が保有する個人情報の一部を外部業者へ、個人情報に関する守秘義務契約を締結の上、預託

することがあります。 

５．個人情報保護方針 

当社の個人情報保護方針（プライバシーポリシー）については、下記をご覧ください。 

http://www.katch.co.jp/privacy/index.html 

６．個人情報の開示・訂正等の窓口、ご申請方法について 

窓口：株式会社キャッチネットワーク カスタマーセンター 

愛知県刈谷市野田町大ヒゴ１番地 

電話番号：０１２０－２－３９３９１（９：００～１９：００） 

電子メール：privacy@katch.co.jp 

方法：当社の定める書式をご本人確認のための書類とともにご提出いただきます。 

尚、申請ごとに所定の手数料をいただきます。 

４．個人情報の管理体制について 
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【キャッチネクストインターネットサービス、キャッチＨＦＣインターネットサービス】 

１．サービス概要のご確認

□概要のご確認について
■ご提供のサービスは、ベストエフォートタイプのサービスとなります。ご契約コースの通信速度を

お約束するものではありません。 
■お申込みに際しては、お持ちのパソコン等のＯＳ、ソフトウェア、機器等がサービスに対応しているか

（【７．推奨動作環境のご確認】参照）、メーカーや販売店などに必ずご確認ください。尚、工事
完了後にパソコン等の端末が未対応と判明した場合でも、初期費用および基本利用料は、お支払い
いただきます。 

■インターネットの工事につきましては、当社指定の工事業者による施工となります。 
■利用料金には、基本ＩＤ（メールアドレス等の利用１個分）を含みます。 
■インターネットサービスでは、最低利用期間３ヶ月の設定がございます。 
 （最低利用期間未満の解約時は、３ヶ月分の利用料金をいただきます） 

２．サービス内容と利用料金のご確認

□サービス内容と利用料金について、説明がありましたか？

■キャッチネクストサービス（光ファイバー）コース一覧 

－キャッチネクスト（光ファイバー）未対応集合住宅ではご利用いただけません 

コース名 利用料金 速度 

３０Ｍコース 4,600円/月（税込5,060円/月） 上下最大３０Ｍｂｐs 

１００Ｍコース 5,400円/月（税込5,940円/月） 上下最大１００Ｍｂｐｓ 

３００Ｍコース 5,600円/月（税込6,160円/月） 上下最大３００Ｍｂｐｓ 

１Ｇコース 5,781円/月（税込6,359円/月） 上下最大１Ｇｂｐｓ 

光集合1Ｇコース 4,700円/月（税込5,170円/月） 上下最大１Ｇｂｐｓ 

１０Ｇコース 7,341円/月（税込8,075円/月） 上下最大１０Ｇｂｐｓ 

光集合１００Ｍコース 4,000円/月（税込4,400円/月） 上下最大１００Ｍｂｐｓ 

光集合３００Ｍコース 4,400円/月（税込4,840円/月） 上下最大３００Ｍｂｐｓ 

光集合1０Ｇコース 6,700円/月（税込7,370円/月） 上下最大１０Ｇｂｐｓ 

【注意事項】 
・光集合３００Ｍコースは光マンション・アパートパックの申込みが必要です。光マンション・アパ

ートパックとは、スタンダードコース＋３００Ｍコースのセットでのご利用が条件となります。 

■キャッチＨＦＣインターネットサービス（同軸）コース一覧 

－キャッチネクスト（光ファイバー）提供エリアでは、ご利用いただけません 

コース名 利用料金 速度 

５Ｍコース 2,800円/月(税込3,080円/月) 下り最大  ５Ｍｂｐｓ/上り最大 ２Ｍｂｐｓ 

３０Ｍコース 4,500円/月(税込4,950円/月) 下り最大 ３０Ｍｂｐｓ/上り最大 ５Ｍｂｐｓ 

１００Ｍコース 4,900円/月(税込5,390円/月) 下り最大１００Ｍｂｐｓ/上り最大１０Ｍｂｐｓ 

１２０Ｍコース 5,000円/月(税込5,500円/月) 下り最大１２０Ｍｂｐｓ/上り最大１０Ｍｂｐｓ 

２７０Ｍコース 5,600円/月(税込6,160円/月) 下り最大２７０Ｍｂｐｓ/上り最大１０Ｍｂｐｓ 

【注意事項】 
・キャッチＨＦＣインターネットサービス１００Ｍコースは、マンション・アパートパックの申込みが

必要となります。マンション・アパートパックとは、スタンダードコース＋１００Ｍコースのセット
でのご利用が条件となります。 

・通信速度は、お客様のご利用環境（パソコン処理速度、ハブ・ルータ等のご利用機器の機能・処理
能力、ＬＡＮケーブルの規格、セキュリティ対策ソフト、電波の影響等）や回線の混雑状況等によって
低下することがあります。 

・キャッチネクストインターネットサービスでは、1つのグローバルＩＰアドレスを複数のお客様で
共有できるように、プライベートＩＰアドレスを標準とさせていただいております。 
一部の利用形態におきましては、プライベートＩＰアドレスがご利用いただけない可能性がござい
ます。その場合は、グローバルＩＰアドレスをオプション(無料)提供させて頂きます。
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３．オプションサービスのご確認

□インターネットサービスオプションメニューについて、説明がありましたか？

■有料オプションメニュー 

・キャッチネクスト／ＨＦＣインターネットサービス共通オプション 

金料用利額月名ンョシプオ

メールアドレス追加 ３００円（税込３３０円）／個 

マカフィー®セキュリティサービス 

３５０円（税込３８５円）／個 

（１ライセンスでデバイス３台まで使用可）
（キャッチネクスト １Ｇコース、光集合１Ｇコース
加入者には、１ライセンスを無料オプションとし
て提供いたします。
※お客様よりお申し込み・設定が必要です）

メールウィルスチェック ３００円（税込３３０円）／個 

プレミアム安心サポート ５００円（税込５５０円）／月 

ｉＰａｄレンタルサービス（Ａｉｒ２） 

ｉＰａｄレンタルサービス（ｍｉｎｉ２） 

１，９００円（税込２，０９０円/月） 

１，３００円（税込１，４３０円/月） 

・ｉＰａｄレンタルサービス」のご利用には３６ヶ月の最低利用期間がございます。期間内にご解約

の場合は[残月数×ｉＰａｄレンタルサービスの月額利用料金]をお支払いいただきます。 

・ｉＰａｄセット割は、楽録ブルーレイ（全機種）かスマートステーションとセットのご利用で３０

０円（税込３３０円/月）、ケーブルプラスＳＴＢまたは楽録１ＴＢとのセットで１００円（税込１１０
円/月）の割引となります。 

【注意事項】 
・有料オプションサービスにつきましては新規加入時を除き、設定・変更１回毎に３００円（税込３３０円）
の手数料が必要となります。但し、お客様ご自身がオンラインで設定・変更する場合は、手数料は
かかりません。 

・パスワード再発行に際しては、３００円（税込３３０円）の手数料が必要となります。 

■無料オプションメニュー 

別種スビーサ能可用利名ンョシプオ

宅内Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）ルータ キャッチネクストのみ 

迷惑メールチェックサービス 共通 

メールフィルタサービス 共通 

キャッチＷｅｂメール 共通 

□オンラインメニューについて、説明がありましたか？
・オプションサービス申込、アカウントＩＤ発行／変更、パスワード変更等をＷＥＢ上で実施することが
可能です。ご利用には、加入工事もしくは無料出張設定サポート実施時にお渡しする「基本ＩＤ通知書」
記載の基本ＩＤとパスワードが必要です。お手元に無い場合（一度も発行を受けていない場合）は、
キャッチカスタマーセンターまでお問い合わせください。 

・基本ＩＤ使用方法詳細については、「基本ＩＤ通知書」をご確認ください。 

４．無料出張設定サポートのご確認

□キャッチネクストインターネットサービスの無料出張設定サポートについて

本サービスは、新規ご加入時もしくはＨＦＣサービスからの移行時にご希望のお客様へ無料で提供する

ものです。 

■設定内容について 
無料設定は、Ａ．パソコン もしくはＢ．ゲーム機・スマートフォンのいずれか２台までとなります。
（追加設定をご希望の場合は、有料となります） 
なお、無線ＬＡＮの設定につきましては、オプションの「宅内Ｗｉ－Ｆｉルータ」レンタルをお申込み
のお客様に限らせていただきます。 
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Ａ．パソコンの接続設定・確認

★対象：有線ＬＡＮまたは無料オプション「宅内Ｗｉ－Ｆｉルータ」利用時の無線接続 
※無線接続の場合は、パソコン本体に無線ＬＡＮ子機内蔵を条件とします 

★パソコンの設定と動作確認 
・ブラウザの設定（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ）とＷｅｂページの閲覧確認 
・（ご希望時のみ）１個のメールアカウント取得とメール設定、送受信確認（Ｏｕｔｌｏｏｋ、

ＷｉｎｄｏｗｓＬｉｖeメール） 
★簡単なＷｅｂブラウジングとメールの操作説明 

★対象のＯＳについて 
Ｗｉｎｄｏｗｓ８、７、ＶＩＳＴＡ、ＭａｃＯＳ Ｘ以上の搭載機種に限ります。 
※上記以外のＯＳ、自作パソコンはサポート対象外です 

Ｂ．ゲーム機・スマートフォンの接続設定・確認

★対象機器 
・ニンテンドー ：Ｗｉｉ、ＤＳｉ、３ＤＳ（初代ＤＳはサポート対象外） 
・ソニー ：ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ３・４、ＰＳＰ、ＰＳＶＩＴＡ 
・Ａｐｐｌｅ  ：ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ 
・Ａｎｄｒｏｉｄ：各社提供の端末 

★機器設定（無線ＬＡＮでの接続となります）と接続検証 
・無線ＬＡＮ設定 
・ニュース等の閲覧確認 

★お客様にご用意いただくもの 
・対象ゲーム機やスマートフォン本体 
※接続設定のために設定用ソフトを組込む場合があります 

■ご注意事項 
・本サービスの利用有無に関わらず、Ｄ－ＯＮＵ設置日翌日からインターネットご利用料金は課金

されますのでご注意ください。 
・設定には最大限努力いたしますが、必ず利用いただけることを保証するものではありません。 
・データ保証は致しかねます。作業前迄に必要なデータはお客様ご自身でバックアップを行って

いただきますようお願いします。 
・サポート時にウィルス感染やシステム不良等パソコンが正常に動作しない場合、お客様ご自身で

ウィルス駆除やリカバリー、再インストールを行っていただきます。（ご依頼の場合は、別途有料
となります） 

・各機器の「ドライバソフト・ＣＤ－ＲＯＭ」、「説明書」、「付属品」が揃っていない場合は、
サポート対象外となります。 

・複数のパソコンとの接続・設定や複数のメールアドレス設定は別途有料となります。 
・作業のキャンセル、日時延期の場合は、作業日前日までに作業担当会社へご連絡ください。 
 （ご連絡いただかずキャンセル・日程延期の場合は、キャンセル料をいただきます） 
・本サービスは訪問１回目のみです。設定完了後に発生したパソコン、ゲーム機・スマートフォン

の不具合については、別途有料対応となります。（作業員側の責による場合を除く） 

■追加設定サポート 

・端末３台目以降、追加１台ごとに １，０００円（税込１，１００円）／台 で承ります。 

□キャッチＨＦＣインターネットサービスの無料出張設定サポートについて

■設定内容について 
無料設定は、Ａ．パソコン もしくはＢ．Ｗｉｉのいずれか１台となります。（追加設定をご希望
の場合は、有料となります） 

Ａ．パソコンの接続設定・確認

★パソコンの設定（有線（ＬＡＮ配線）での接続となります） 
・インターネット接続の設定 
・ＬＡＮボード／カードの組込み（必要な場合のみ） 
・ブラウザの設定（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ）、１アカウント分のメール設定（Ｏｕｔｌｏｏｋ、

ＷｉｎｄｏｗｓＬｉｖｅメール） 
★接続検証 
・ブラウザ動作（ホームページ閲覧）の確認 
・メール送受信確認 
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★簡単なＷｅｂブラウジングとメールの操作説明 

★乗換サポート（他社インターネットサービスご利用の場合） 
・ダイヤルアップ設定の削除、電話線の取り外し、他社解約手続き窓口のご案内 

★対象ＯＳ、機器について 
・Ｗｉｎｄｏｗｓ８、８.１、７、ＶＩＳＴＡ、ＭａｃＯＳ Ｘ以上の日本語版のみ 
・ＬＡＮポートが標準装備あるいは追加装備可能な機種に限ります 
・自作パソコンはサポート対象外となります 

★Ｗｉｉ（以下ＷｉｉＵも同様の扱いとします）の設定と接続検証（無線ＬＡＮ接続のみ） 
・無線ＬＡＮの設定 
・Ｗｉｉ内蔵ソフトの更新（必要な場合） 
・ニュースやお天気チャンネルの閲覧確認 
※Ｗｉｉ標準搭載の無線ＬＡＮ子機機能を使用するため、無線ＬＡＮ親機をご用意いただく必要

があります。有線ＬＡＮ端子は標準装備されておりませんので、有線で接続される場合はサポート
対象外となります。また、接続方法はＷｉｉの取扱説明書等をご確認ください。 

★お客様にご用意いただくもの 
・Ｗｉｉ本体 
・無線ＬＡＮ親機（バッファロー「ＡＯＳＳ」、ＮＥＣ「らくらく無線スタート」装備のもの） 
※お持ちでない場合は、無料出張設定サポート時ご相談ください。 

■ご注意事項 
・本サービスの利用有無に関わらず、モデム設置日翌日からインターネットご利用料金は課金されます

のでご注意ください。 
・設定には最大限努力いたしますが、必ず利用いただけることを保証するものではありません。

また、Ｗｉｉの設定については、無線を使用するため、接続環境によっては接続できない場合
もございます。予めご了承ください。 

・データの保証は致しかねます。作業前迄に必要なデータはお客様ご自身でバックアップを行って
いただきますようお願いします。 

・サポート開始時にウィルス感染やシステム不良等、パソコンが正常に動作しない場合、お客様
ご自身でウィルス駆除やリカバリー、再インストールを行っていただきます。（ご依頼の場合は、
別途有料となります） 

・ＬＡＮポートがない場合は、お客様にてＬＡＮカードあるいはＬＡＮボードをご用意ください。
（ご希望の場合は、別途販売いたします） 

・各機器の「ドライバソフト・ＣＤ－ＲＯＭ」、「説明書」、「付属品」が揃っていない場合は、
サポート対象外となります。 

・複数のパソコンとの接続・設定や複数のメールアドレス設定は別途有料となります。 
・作業のキャンセル、日時延期の場合は、作業日前日までに作業担当会社へご連絡ください。 
 （ご連絡いただかずキャンセル・日程延期の場合は、キャンセル料をいただきます） 
・本サービスは訪問１回目のみです。設定完了後に発生したパソコン、Ｗｉｉの不具合については、

別途有料対応となります。（作業員側の責による場合を除く） 

□キャッチネクストインターネットサービスの宅内Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）ルータレンタルについて
・本サービスは、キャッチのケーブルインターネットサービスおよびケーブルプラスＳＴＢをご利用

の方、もしくはネクストインターネットサービスご利用の方へのオプションサービスとなります。

・新規ご加入時もしくはケーブルプラスSTB設置工事時の場合、初期費用は無料となります。ご加入後
・月額料金は、１台目は無料、２台目は３００円/月(税込３３０円/月)となります。

またはケーブルプラスSTB設置工事時以外のお申込みは、初期費用５，０００円(税込５，５００円)、
端末設定１台ごとに１，０００円(税込１，１００円)が必要です。

・機器はキャッチからレンタルさせていただきます。（ご解約の際は、機器をご返却いただきます） 

■ご注意事項 
・本サービスは、無線ＬＡＮ親機のみの提供になります。子機や無線ＬＡＮ内蔵端末はお客様にて

ご用意いただきます。 

・通信方式の特性上、利用環境により通信に影響が出る場合がございます。 
・無線ＬＡＮ２台目の月額料金は日割りいたしません。
・レンタル可能な無線ＬＡＮ機器は、最大２台となります。

例）本体とパソコン（無線ＬＡＮ子機）との距離が遠い場合、電子レンジやコードレス電話機等
の電波を発生する機器がある場合、コンクリート住宅等にお住まいの場合、近隣で無線ＬＡＮ
が使用されている場合等 

・提供機器は予告なく変更する場合があります。 

Ｂ．Ｗｉｉ、ＷｉｉＵの接続設定・確認
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■故障修理対応について≪重要≫ 
・無線ＬＡＮがつながらない場合は、キャッチカスタマーセンターへご連絡ください。 

電話にて症状をお伺いします。その際、電源やケーブル接続確認、パソコンなどの端末動作等
について、お客様にご協力をお願いする場合がございます。 

・訪問による確認をご提案する場合がございます。 
機器の特性上、電話によるサポートには限界があるため、キャッチのサービスマンがお宅へお伺いし、
症状の確認をいたします。（この時点では費用は発生しません） 

・電話や訪問による確認対応の結果、有償サポートをご案内する場合がございます。 
キャッチサービスマンがお宅へお伺いし、切り分け作業を行い故障原因の調査や対応時の費用発生有無を
判断します。機器の自然故障と判断した場合は、機器を無償で交換いたします。この際、お客様の端末側
再設定を追加でご希望される場合は、１，０００円（税込１，１００円）／台で承ります。キャッチが
人為的な故障と判断した場合は、有償交換（８，０００円（税込８，８００円））となります。 
（【１５．貸出機器の未返却、紛失、破損について】参照）また、お客様側の機器の不具合（パソコン
故障等）が見込まれる場合は、その旨アドバイス（有償サポートのご案内等）させていただきます。

５．コース変更のご確認

□コース変更について

■コースの変更は、月単位で承ります。 

■１回のコース変更につき、手数料１，０００円（税込１，１００円）が必要です。 

■お客様の利用している宅内機器によっては、機器交換が必要となる場合があります。 

■機器交換が必要となるコース変更の場合、機器交換工事翌日から月末までの日割りで新コースの

ご利用料金を算出し、ご請求します。コース変更前のご利用料金については、工事交換翌日から

月末までの日割り金額を精算し、預かり金としてご利用料金から相殺させていただきます。 

６．課金開始のご確認

□課金について

■加入月につきましては、工事完了翌日から月末までの日割りにてご利用料金をいただきます。 

■オプションサービスは、サービス開始日の当月から月額料金満額が発生します。（日割りはありません） 

７．推奨動作環境のご確認

１０／１００Ｂａｓｅ－Ｔ（１２０Ｍコース以上は、１０００Ｂａｓｅ－Ｔを推奨）のＬＡＮ端子を

装備できるパソコンが対象となります。ゲーム機、スマートフォンについては、無料出張設定サポート

対象機器が動作推奨機器となります。詳しくは販売店、メーカー等へご確認ください。 

ＯＳ 
Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１、８、７、ＶＩＳＴＡ、 

ＭａｃＯＳ Ⅹ以上 

ＷＥＢブラウザ 
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ８以上、

Ｓａｆａｒｉ５以上（Ｍａｃ版） 

メモリ １ＧＢ以上 

８．故障かな？と思ったら

□モデム・Ｄ－ＯＮＵ等の機器が不調な場合の確認について

精密機械のため、機器が動作不能になる（フリーズ）場合があります。この場合、以下の手順で各機器

の再起動を行い、通信ができるようになるか確認をお願いいたします。（先に再起動した機器が完全に

起動したことを確認してから、次の機器を再起動するようにしてください） 

【キャッチＨＦＣインターネットサービス】 

①ケーブルモデムの再起動（電源コードを抜き、少し待って再度電源を接続します）を行ってください 

※再起動完了まで数分かかります 

②ハブ、ルータ、無線機器の再起動を行ってください 

※方法は各機器の取扱説明書をご確認ください 

③パソコンの再起動を行ってください 
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【キャッチネクストインターネットサービス】 

①Ｄ－ＯＮＵの再起動（電源コードを抜き、少し待って再度電源を接続します）を行ってください 

※再起動完了まで数分かかります 

②ハブ・ルータ、無線機器の再起動を行ってください 

※方法は各機器の取扱説明書をご確認ください 

③パソコンの再起動を行ってください 

【再起動を行っても症状が改善されない場合】 

各機器の再起動を行っても症状が改善されない場合は、キャッチまでご連絡ください。 
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【キャッチネクストテレビサービス、キャッチＨＦＣテレビサービス】 

１．サービス概要のご確認

□概要のご確認について
■キャッチネクストテレビサービスは、「ＢＳパススルー」に対応しています。これにより、お客様
ご所有のＢＳデジタルチューナーを内蔵した受信機（一部受信機では、地上デジタル放送のみ対応
の場合があります）で、ＢＳデジタル放送を視聴することが可能です。 

■キャッチネクストテレビサービスでは、「地デジ＋ＢＳパススルーコース」をご用意しています。
ただし、キャッチネクストインターネットサービスとケーブルプラス電話をあわせたトリプル契約
でのご利用が条件となります。 

■ＮＨＫ衛星契約受信料がお得になる、「ＮＨＫ団体一括支払い」もお申込みにより、ご利用いただく
ことができます。※お申込みは、キャッチカスタマーセンターまでお問い合わせください。 

■キャッチが制作するコミュニティ番組も、地デジ１１ｃｈ「ＫＡＴＣＨチャンネル１１」、地デジ
１２ｃｈ「ＫＡＴＣＨチャンネル」で放送し、これまで以上に地域情報をお楽しみいただけます。 

■キャッチネクストテレビサービスは、光ファイバーでのサービス提供であり、ＨＦＣサービスでの
サービス（デジアナ変換サービス、標準画質コース等）は提供できません。 

■使用開始から１年以上経過したリモコンの交換は有償となります。 
■デジタルホームターミナルのソフトウェアバージョンアップを目的として、当社からダウンロード
信号が流れる場合があります。 

※「パススルーⓇ」はマスプロ電工株式会社の登録商標です 

２．サービス内容と利用料金のご確認

□サービス内容と利用料金について、説明がありましたか？

■キャッチネクストテレビサービス・キャッチＨＦＣテレビサービス 

コース名（略称） 利用料金 備考 

ハッピーコース（ＨＨコース） 
   4,500円/月 

(税込4,950円/月) 

２台目以降：2,400円/台/月 

    (税込2,640円/台/月) 

フルデジタルコース（ＤＨコース） 
   3,700円/月 

(税込4,070円/月) 

２台目以降：1,600円/台/月 

    (税込1,760円/台/月) 

劇スポコース（ＧＨコース） 
   3,700円/月 

(税込4,070円/月) 

２台目以降：1,600円/台/月 

    (税込1,760円/台/月) 

スタンダードコース（ＳＨコース） 
   3,400円/月 

(税込3,740円/月) 

２台目以降：1,400円/台/月 

    (税込1,540円/台/月) 

エントリーコース（ＥＨコース） 

（キャッチＨＦＣテレビサービス（戸建）のみ）

   2,500円/月 

(税込2,750円/月) 

２台目以降： 900円/台/月 

 (税込990円/台/月) 

セレクトコース（キャッチネクスト及びキャッチ
ＨＦＣテレビサービス（導入済み集合住宅））
 ・音楽/アニメ  （ＥＡコース） 
 ・ドラマ （ＥＢコース） 
 ・映画/ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ（ＥＣコース） 

   2,500円/月 

(税込2,750円/月) 

２台目以降：  900円/台/月 

      (税込990円/台/月) 

地デジ＋ＢＳパススルー（ＸＸコース）

（キャッチネクストのみ） 

    429円/月 

 (税込471円/月) 

トリプル契約限定プランです 

単体契約はできません。

施設利用サービス（ＺＸコース） 
    800円/月 

 (税込880円/月) 
電波障害エリアの方のみのご提供 

※地デジ＋ＢＳパススルーコースは導入済み集合住宅では提供できません。 
※地デジ＋ＢＳパススルー及び施設利用サービスには、番組ガイド誌の配布はございません。 
※施設利用サービスから他のサービスに移行後、施設利用サービスへ戻ることはできません。 
※キャッチネクスト提供エリアで、キャッチＨＦＣテレビサービスの施設利用サービスご利用中の

お客様が、他のサービス（キャッチネクストインターネットサービス・ケーブルプラス電話）を
申込みする場合、キャッチネクストサービスへ移行していただくこととなりますが、キャッチネクスト
テレビサービスの施設利用サービスではＢＳパススルーは視聴いただけません。 

※キャッチネクスト提供の場合は、デジアナ変換サービスはご利用いただけませんのでご注意ください。 
※キャッチネクスト提供の場合は、標準画質コース（ＤＳコース・ＢＳコース）はご利用いただけません。

（ともに新規ご提供終了コースとなるため） 
※複数台デジタルホームターミナルをご利用の場合は、利用料金の価格が最も高いコースを１台目の

利用コースとし、利用料金を設定します。 
※利用料金には、ＮＨＫ料金（カラー契約受信料、衛星契約受信料）は含まれておりません。 
※上記コースは個人向けサービスとなります。法人、又はそれに準ずる契約をご希望される方については

キャッチまでお問い合わせください。 
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３．オプションサービスのご確認

□オプションチャンネルについて、説明がありましたか？

■オプションチャンネルについて 

 オプションチャンネル詳細は、当社総合パンフレット、ホームページをご確認ください。 

キャッチホームページ：http://www.katch.co.jp 

■オプションチャンネル注意事項 

・キャッチネクストテレビサービスの地デジ＋ＢＳパススルーコースでは、ＢＳオプションのみ
お申込みいただけます。 

・ＢＳオプションは、デジタルホームターミナルもしくはＢＳパススルー方式でご視聴・お申込み
いただけます。 

・ＣＳオプションは、デジタルホームターミナル経由でご視聴いただけます。 
・デジタルホームターミナル及びＢＳパススルー受信機１台ごとの料金となります。 
・オプションチャンネルは、月単位でのお申込みとなります。なお、月末までに視聴停止のお申し出が

無い場合は、翌月に自動継続となります。 
・オプションチャンネルは、別申込書が必要なチャンネルを除き、お電話によるお申込みや停止が

できます。（電話による受付時間は、午前９：００～午後６：００までとなります） 
・成人向け番組のお申込みは、青少年保護の観点から２０歳以上であることを条件とし、当社指定

の書面「はがき」による申込方法とさせていただきます。また、ご視聴に際しては、「視聴年齢
制限（ペアレンタルロック）の設定」をお願いします。（設定方法はお使いのデジタルホーム
ターミナルによって異なりますので、お手元の取扱説明書をご参照ください） 

・ＷＯＷＯＷは、お客様と株式会社ＷＯＷＯＷとの直接契約が必要です。ＷＯＷＯＷへ直接お申込み
ください。ＷＯＷＯＷカスタマーセンター：０１２０－８００－９１２（９時～２１時 年中無休）
ＷＯＷＯＷホームページ：http://www.wowow.co.jp/ 

□デジタルホームターミナル以外でのオプションチャンネル視聴について、説明がありましたか？   

■ＢＳスターチャンネルは、お客様所有のＴＶや録画機器付属のＢ-ＣＡＳカードでも視聴すること

が可能です。（月額：２，３００円（税込２，５３０円）） 

※お申込みはキャッチまで、お客様ご所有のＢ-ＣＡＳカード番号（２０ケタ）をお知らせください。 

■ＷＯＷＯＷは、お客様所有のＴＶや録画機器付属のＢ-ＣＡＳカードでも視聴することが可能です。

（月額：２，３００円（税込２，５３０円）） 

※別途ＷＯＷＯＷの申込書が必要となります。お客様ご自身で直接ＷＯＷＯＷへお申込みください。 

□機器オプションについて、説明がありましたか？

■機器オプション一覧 

機器オプション名 利用料金（１台あたり） 

楽録   ５００円/月（税込  ５５０円/月） 

楽録１Ｔ   ６００円/月（税込  ６６０円/月） 

ケーブルプラスＳＴＢ   ６００円/月（税込  ６６０円/月） 

ケーブルプラスＳＴＢ２   ８００円/月（税込  ８８０円/月） 

楽録ブルーレイ（新規受付終了） １，９００円/月（税込２，０９０円/月） 

楽録ブルーレイ１Ｔ ２，０００円/月（税込２，２００円/月） 

■注意事項 

・機器オプションのお申込みは、録画機能付デジタルホームターミナルでのご提供となるため、
ハッピーコース（ＨＨコース）、フルデジタルコース（ＤＨコース）、劇スポコース（ＧＨ）、
スタンダードコース（ＳＨコース）、エントリーコース（ＥＨコース）、セレクトコース
（ＥＡ・ＥＢ・ＥＣコース）のみで可能となります。 

・録画機能付デジタルホームターミナルを使用する機器オプションには、６ヶ月間の最低利用期間
を設定しています。最低利用期間満了前に機器オプションの解除、もしくはテレビサービスを
ご解約された場合は、最低利用期間残月数×機器オプション利用料金を違約金としてお支払い
いただきます。なお、機器オプションのみを変更（ケーブルプラスＳＴＢから楽録シリーズへの
変更、楽録シリーズからケーブルプラスＳＴＢへの変更、楽録シリーズ間の変更等）する場合は、
最低利用期間満了前でも違約金は発生しませんが、変更後改めて６ヶ月間の最低利用期間が設定
されます。（例　楽録を３ヶ月利用後、楽録ブルーレイ１Ｔに変更した場合、楽録ブルーレイ１Ｔ
で６ヶ月の最低利用期間が設定されます） 
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・録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、お客様による毀損、設定間違い等の原因による
録画の失敗や内容の消失等の損害については、その原因の如何を問わず、当社は一切の責任は負
わないものとします。 

・録画機能付デジタルホームターミナルを修理・交換（機器オプション変更を含む）する場合は、
記録・設定している内容が消去されることについて、お客様はご同意いただいているものとし、
当社は一切その責任は負わないものとします。録画した内容の保存を希望される場合は、お客様
ご自身でご用意の機器・媒体へ移動や複製をお願いします。なお、外部機器との接続や設定、
ご利用方法については、当社ではサポートいたしかねますので、予めご了承ください。 

・お客様の過失により録画機能付デジタルホームターミナルを破損された場合は、修理費用をご請求
いたします。（【１５．貸出機器の未返却、紛失、破損について】参照） 

□キャッチ緊急地震速報サービスについて、説明がありましたか？

■キャッチ緊急地震速報サービスは、テレビサービスのオプションサービスとなります。 

■お申込み時初期費用として、５，０００円/台（税込５，５００円/台）。月額利用料金として、 

 ５００円/台（税込５５０円/台）が必要です。 

４．地上デジタル・ＢＳデジタル視聴チャンネルのご確認

□地上デジタルで視聴いただけるチャンネルについて

■地上デジタルチャンネル一覧 

地上デジタル 

【１ＣＨ】東海テレビ 【２ＣＨ】ＮＨＫ Ｅテレ 【３ＣＨ】ＮＨＫ総合（名古屋）

【４ＣＨ】中京テレビ 【５ＣＨ】ＣＢＣテレビ 【６ＣＨ】メ～テレ 

【７ＣＨ】三重テレビ 【１１ＣＨ】 

 ＫＡＴＣＨチャンネル１１ 

【１２ＣＨ】 

 ＫＡＴＣＨチャンネル 【１０ＣＨ】テレビ愛知 

□ＢＳデジタルで視聴いただけるチャンネルについて

■ＢＳデジタルチャンネル一覧 

ＢＳデジタル 

【１０１ＣＨ】ＮＨＫ ＢＳ１ 
【１０３ＣＨ】 ＮＨＫ 

ＢＳプレミアム
【１４１ＣＨ】ＢＳ 日テレ 

【１５１ＣＨ】ＢＳ 朝日 【１６１ＣＨ】ＢＳ－ＴＢＳ 【１７１ＣＨ】ＢＳジャパン 

【１８１ＣＨ】ＢＳ フジ 【２１１ＣＨ】ＢＳ１１ 【２２２ｃｈ】トゥエルビ 

【２３１･２３２･２３３ｃｈ】 
放送大学 

【２５８ＣＨ】Ｄ－Ｌｉｆｅ※
【５３１ＣＨ】放送大学 

（独立音声） 

※Ｄ－ＬｉｆｅはＢＳパススルーで視聴及び録画が可能です。 

（デジタルホームターミナル経由での視聴及び録画はできませんので、ご注意ください） 

５．コース変更・機器追加のご確認

□コース変更・機器追加について

【コース変更時に機器交換が必要な場合】 

・標準画質タイプからハイビジョン対応タイプへの変更や、ケーブルプラスＳＴＢ・ケーブルプラスＳ
ＴＢ２・楽録・楽録１Ｔ・楽録ブルーレイ・楽録ブルーレイ１Ｔ等を開始または停止される場合、
機器交換が必要となります。当社工事代理店がお客様宅を訪問し、機器交換及び視聴確認等を実施
いたします。機器交換に際し、機器交換費用（６，０００円（税込６，６００円））が必要となります。
また、ご自宅のテレビ設備改修等が必要な場合は、別途費用がかかる場合がございます。 

・機器交換が必要となるコース変更の場合、機器交換工事翌日から月末までの日割りで新コースのご
利用料金を算出し、ご請求します。コース変更前のご利用料金については、機器交換工事翌日から
月末までの日割り金額を精算し、預かり金としてご利用料金から相殺させていただきます。 

・キャッチネクストテレビサービスで、ハッピーコース（ＨＨコース）、フルデジタルコース（ＤＨ
コース）、劇スポコース（ＧＨコース）、スタンダードコース（ＳＨコース）、セレクトコース
（ＥＡ・ＥＢ・ＥＣコース）から地デジ＋ＢＳパススルーコース（ＸＸコース）へ変更する場合、
変更時の工事費（６，０００円（税込６，６００円））が別途必要です。 
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【コース変更時に機器交換が不要な場合】 

７．課金開始のご確認
□課金について
■加入月につきましては、工事完了翌日から月末までの日割りにてご利用料金をいただきます。 

■オプションサービスは、サービス開始日の当月から月額料金満額が発生します。（日割りはありません） 

６．機器交換のご確認
□機器交換について
■機器オプション（ケーブルプラスＳＴＢ、楽録シリーズ）の変更をする場合、機器交換が必要とな
　ります。当社工事代理店がお客様宅を訪問し、機器交換及び視聴確認等を実施いたします。機器交
　換に際し、機器交換費用（６，０００円（税込６，６００円））が必要となります。また、ご自宅
　のテレビ設備改修等が必要な場合は、別途費用がかかる場合がございます。

８．リモコン交換のご確認
□リモコン交換について
■リモコン交換につきましてはキャッチまでご連絡下さい。

■リモコン価格一覧 

）込料送（格価の時送郵格価の時社来類種のンコモリ

・デジタルホームターミナル 
   ２，３１５円/個 

(税込２，５４６円/個) 

   ２，７９１円/個 

(税込３，０７０円/個) 

・楽録/楽録１Ｔ 

・楽録ブルーレイ/楽録ブルーレイ１Ｔ 

・ケーブルプラスＳＴＢ/ケーブルプラスＳＴＢ２

   ３，２４１円/個 

(税込３，５６５円/個) 

   ３，７１８円/個 

(税込４，０８９円/個) 

９．故障かな？と思ったら

□テレビが映らない場合は下記をご確認ください
■電源が切れていないか、配線が抜けていないかをご確認ください 
・ブースター（増幅器）、Ｖ－ＯＮＵの電源部（ＰＳ）のスイッチ（電源）は入っていますか？

または、コンセントが抜けていませんか？ 
・壁のテレビ端子、テレビ裏、デジタルホームターミナル等の配線が抜けていませんか？ 

■デジタルホームターミナルのリセットをお試しください 
・デジタルホームターミナルのリセットボタンを押して機器をリセットしてください。 
 （各デジタルホームターミナルの取扱説明書をご確認ください） 

※楽録ブルーレイ用機器は、本体の電源ボタン３秒以上長押しするとリセットされます 
・リセット後数秒間お待ちいただいた後、改めて電源を入れ直してください。 

■症状が改善されないときは、キャッチまでご連絡ください 

・機器交換不要のコース変更に関しては、コース変更手数料は無料です。この場合のコース変更は、月単
位での変更となります。毎月月末１８時までの受付で翌月１日午前０時以降にキャッチからの視聴制御
信号を受信することによりコースが切替ります。コース変更に伴い新たにご視聴可能となるＣＳチャン
ネルをご覧いただくためには、大変お手数ですが下記手順を行っていただくようお願いいたします。 

【機器追加の場合】 
・当社工事代理店がお客様宅を訪問し、機器設置及び視聴確認等を実施いたします。機器設置に際し、
機器設置費用（６,０００円（税込６,６００円））が必要となります。また、ご自宅のテレビ設備改
修等が必要な場合は、別途費用がかかる場合がございます。

・追加月につきましては、工事完了翌日から月末までの日割りにてご利用料金をいただきます。

＜ＣＳチャンネルの視聴操作＞ 
①デジタルホームターミナルリモコンの【放送切替】ボタンを押し、ＣＳデジタル放送（本体表示：
ＣＡまたはＣＡ２）を選択します。もしくは、デジタルホームターミナルリモコンの【ＣＡＴＶ】
ボタンを押してください。 

②新たにご視聴可能となるＣＳチャンネルに番号をあわせて、１５分～３０分程度お待ちください。
※ＴＶ画面表示「視聴条件により、このチャンネルはご覧いただけません・・・」等のメッセージ
が表示されますが、そのまましばらくお待ちください。 

③キャッチからの制御信号を受信すると番組が表示されます。映像・音声が正常に出ていることをご
確認ください。 
※３０分以上お待ちいただいても映らない、または映像・音声の状態に問題がある場合は、お手数
をおかけいたしますが、キャッチカスタマーセンターまでご連絡願います。 
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【ケーブルプラス電話】 

１．サービス概要のご確認

□概要のご確認について

ケーブルプラス電話は、株式会社キャッチネットワークとＫＤＤＩ株式会社が提携し、提供している

サービスです。本サービスは、当社が定める地域に限り提供します。なお、提供地域内でも設備の都合上

ご加入いただけないことがございます。ケーブルプラス電話定額あんしんパックは、ケーブルプラス電

話に電話オプション５点(発信者番号表示, 割込通話, 割込番号表示, 番号通知リクエスト, 着信転

送)、かけ放題(※1)、あんしん系附帯サービス(※2)をセットにして提供いたします。

■ご注意事項 

・一部の通話サービスがご利用いただけません。詳細は別紙、『「ケーブルプラス電話」に関する
説明事項（重要）』をご確認ください。 

・停電時はご利用になれません。停電時は、携帯電話、ＰＨＳまたは、お近くの公衆電話をご利用
ください。 

・ＮＴＴ加入電話と同様に、ＦＡＸ通信、モデム通信は、お客様の宅内環境、通信機器の設定レベル、
通信機器同士の相性、回線状況の影響を受けることがあり、その正常通信は保証しておりません。 

・オフトーク通信、ノーリンギング通信サービス（電気／ガス／水道等遠隔検針制御）、信号監視
通信サービス（ホームセキュリティ等）は、ご利用いただけなくなります。これらのサービスを
ご利用中、もしくは利用しているかご不明な場合は、お客様ご自身で提供元（ガス会社、警備会社等）
へご連絡ください。ご利用の如何に関わらず、料金が発生する場合があります。 

・通話明細の発行は有料となります 
・電話帳の配布は有料となります。ご購入はタウンページセンターへご連絡ください。 
・電話帳への掲載は、ＮＴＴ－ＢＪが発行するハローページおよびタウンページへの掲載となり、

掲載者名は、ケーブルプラス電話ご契約者名となります。（掲載希望の場合のみ） 

２．工事について

□電話用端末機（ＥＭＴＡ／ＨＧＷ）の設置について

ケーブルプラス電話お申込みに伴い、電話用端末機を設置いたします。複数の電話回線をご利用の

お客様で、複数回線のケーブルプラス電話をご利用いただく場合は、電話回線数に応じ電話用端末機を

複数設置する必要がございます。 

３．ご利用料金のご確認

□利用料金について

■月額基本料金 

ケーブルプラス電話１回線の月額基本料金は「１,３３０円/月（税込１,４６３円/月）」となります。 

ケーブルプラス電話定額あんしんパックの月額基本料金は「２,３００円/月(税込２,５３０円/月)」となります。 

※月額基本料金のほかに、通話料金、ユニバーサルサービス料が必要です 

※ケーブルプラス電話開通月については、日割りにて月額基本料金をいただきます 

■複数回線割引「光ＴＥＬ複数回線割」について 

同一家屋、同一契約かつ１引込でキャッチネクストインターネットサービスに加え、ケーブルプラス電話

を２回線以上ご契約いただいた場合、ケーブルプラス電話２回線目以降１回線毎に３００円/月

【税込３３０円/月】を割引します。 

（最大４回線のご契約で３回線分の割引） 

全てのサービスを月初１日から同月末日まで継続してご利用いただくことが適用条件となります。月途中

のご契約（利用開始・ポータビリティ完了）やご解約・他社への逆ポータビリティの場合、日割り料金

となり当割引は適用除外となります。 

（利用開始・終了日は当社の機器設置・撤去工事日とは同一とならない場合があります） 

※キャッチＨＦＣサービスではご利用いただけません 

■ＮＴＴ休止工事費について 

ＮＴＴ加入電話、ＩＮＳネット６４（ライトプランを除く）から、番号ポータビリティしてケーブル

プラス電話にご加入いただく場合、ＮＴＴ休止工事費がＮＴＴよりお客様へ請求されます。 

４．手数料について

□登録手数料の発生について

■ケーブルプラス電話加入者がケーブルプラス電話定額あんしんパックに加入する場合、

１回線あたり登録手数料３,０００円（税込３,３００円）が必要となります。
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■ＮＴＴ加入電話の番号を継続されない（できない）場合は、お客様ご自身でＮＴＴ西日本に解約、または

休止の手続きを行っていただく必要がございます。（当社およびＫＤＤＩでは代行いたしません） 

■電話番号ポータビリティ時、現在ご契約いただいている電話会社より、解約、休止に関する費用

（工事費など）が発生する場合があります。詳しくは現在ご契約いただいている電話会社までお問い

合わせください。 

※参考：ＮＴＴ休止の場合、ＮＴＴ休止工事費（２,０００円（税込２,２００円））がＮＴＴ西日本より請求されます 

■現在お使いの電話番号がポータビリティできない場合がございます。 

・ポータビリティできない主な例 
①ＮＴＴ西日本以外で割り当てられた電話番号の場合（ＮＴＴ以外で発番取得した電話番号） 
②ＮＴＴ西日本の「ひかり電話」で新規に発番取得した電話番号 
③移転（引越し）などにより、利用場所を変更する場合（可能な場合もございます） 
④ご利用予定の電話番号契約を解除、休止等の理由により、すでに電話番号が消失している場合 

６．新たに電話番号を取得する場合のご確認

□新たに電話番号を取得してケーブルプラス電話をご契約いただく場合

ＫＤＤＩより新しい電話番号を提供いたします。（電話番号は選べません） 

７．ａｕケータイとの連携（割引）について

□ａｕケータイをご契約・ご利用中ではありませんか？

ａｕケータイを現在ご契約・ご利用中の場合、下記のようなお得な割引サービスがございます。是非この

機会にあわせてお申込み・ご利用ください。また、これからａｕケータイをご契約・ご検討いただける

お客様につきましては、当社からａｕショップをご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 

□ａｕケータイセット割／ａｕまとめトークについて

ケーブルプラス電話ご契約の連絡先電話番号にａｕケータイをご登録いただき（ご申告・お申込みが

必要です）、ケーブルプラス電話とご登録ａｕケータイの契約者名もしくは登録住所が同じ場合に適用

されます。その他詳細は当社までお問い合わせください。 

□ａｕスマートバリューについて

キャッチインターネットサービスの対象コース（ＨＦＣ５Ｍ、１０Ｍ、２０Ｍコースを除くすべて）とケーブ

ルプラス電話または、ハッピーコース・劇スポコース・フルデジタルコースのいずれかのテレビサービス

を同時にご利用いただき、ａｕスマートフォンを所定の契約条件でご利用中の場合、ａｕへお申込みいた

だくことで割引が適用となります。適用条件の詳細、お申込み方法はａｕまでお問い合わせください。

（当社からａｕショップのご案内は可能ですのでお問い合わせください） 

□ａｕ→自宅割について

割引は、ａｕケータイご契約で登録されている「ご契約者の自宅電話番号（ケーブルプラス電話）」

への通話が対象となります。「請求書送付先電話番号」、「勤務先電話番号」への通話は割引対象と

なりません。ａｕケータイからご自宅への通話のみが対象となりますので、ご注意ください。詳しくは

ａｕまでお問い合わせください。 

８．オプションサービスのご確認

□オプションサービスについて

ケーブルプラス電話では、便利なオプションサービスをご用意しております。お申込みはご加入時の

お申込書類への記入もしくはお客様専用ページから設定をお願いします。 

（ＫＤＤＩから届くご利用ガイドをご参照ください） 
■ＨＦＣサービスからネクストサービスへ移行する際のオプションサービスについて 
キャッチＨＦＣケーブルプラス電話からキャッチネクストケーブルプラス電話への移行時には、
現在利用中のオプションサービスは自動的に引継がれません。キャッチネクストケーブルプラス電話
開通後に改めてお申込みいただく必要がございます。 

５．電話番号ポータビリティのご確認

□電話番号ポータビリティについて

■ＮＴＴ加入電話からケーブルプラス電話へ切替の場合は、ＮＴＴ西日本の電話回線は解約または休止

していただくこととなります。番号ポータビリティをご利用の場合は、ＫＤＤＩが手続きを代行

いたします。（お客様からＮＴＴへ、解約、休止手続きをお申込みいただく必要はありません） 
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■ケーブルプラス電話オプションサービス一覧 

サービス名 月額利用料金 
ＨＦＣ→ネクスト 

引継ぎ可否 

ＫＤＤＩ電話ａｕで着信確認※１ 無料 引継ぎ 

割込通話 ３００円(税込３３０円) 引継ぎ※６ 

発信番号表示※２

番号通知リクエスト

割込番号表示※２

迷惑電話撃退

４００円(税込４４０円) 引継ぎ※６ 

２００円(税込２２０円) 引継ぎ※６ 

１００円(税込１１０円) 引継ぎ※６ 

７００円(税込７７０円) 新規申込必要 

着信転送※３ ５００円(税込５５０円) 新規申込必要 

通話明細書送付 １００円(税込１１０円) 新規申込必要 

ａｕケータイセット割※４ - 新規申込必要 

１０４番号案内 無料 引継ぎ※６ 

発信者番号通知有無 無料 引継ぎ※６ 

ハローページ掲載＋１０４番号案内 無料 新規申込必要 

ハローページ・タウンページ掲載＋１０４番号案内※５ 無料 新規申込必要 

※１：登録したａｕ携帯電話からの利用設定が必要です 
※２：それぞれに対応した機器及び設定が必要です 
※３：無条件転送、話中転送、スケジュール転送の利用ができます。ＮＴＴのボイスワープとは機能が異なります 
※４：ａｕスマートバリューを申込み（適用）されている場合は、非適用となります 
※５：タウンページの掲載は、原則として法人名でのご契約の場合のみとなります。 
※６：オプションサービスの引継ぎは、お申込みの時期により引継ぎできない場合があります。お手数

ですが、ＨＦＣからネクストへの引継が完了した後で、お客様専用ページから受付状況をご確認
いただくようお願いいたします 

９．契約内容の変更・確認

□契約内容の変更・確認について

ケーブルプラス電話をご利用のお客様は、ＫＤＤＩ提供のお客様専用ページでご契約やご請求に

関する照会・各種変更が可能です。 

（ご契約内容の確認、通話明細の確認、オプションサービスの申込／解約、オプションサービスの

設定内容変更、お客様専用ページ設定変更（パスワード変更等）が可能です） 

【ご利用方法】 
キャッチホームページにあるリンクからＫＤＤＩお客様専用ページへアクセスしてください。 
※ログインには、別途ＫＤＤＩからお送りしている「お申込み受付完了および開通手続き開始の

ご案内」に記載されたＩＤとパスワードが必要です 
キャッチホームページ：http://www.katch.co.jp 

１０．故障かな？と思ったら

□ケーブルプラス電話がつながらない場合は下記をご確認ください

■電源プラグ・コード、ケーブルがつながっていますか？ 

電話用端末機（ＥＭＴＡ／ＨＧＷ）、電話機の電源プラグやコード、ケーブルが緩んでいたり、

抜けかかったりしていないか確認してください 

■電話端末機（ＥＭＴＡ／ＨＧＷ）のリセットをお試しください 

電話端末機（ＥＭＴＡ／ＨＧＷ）の電源プラグをコンセントから抜き、１５秒ほどしましたら再度

コンセントに差し込んでください。（リセットには数分かかります）同様に、電話機の電源プラグ

をコンセントから抜き、再度コンセントに差し込んでください。 

■症状が改善されないときは、キャッチまでご連絡ください 

※お申込みの時期によっては引継がれるオプションもございます。キャッチネクストケーブルプラス
電話開通後に、お客様専用ページでオプションの設定状況をご確認の上、追加設定をお願いします。
ご確認・設定方法はＫＤＤＩより届きますご利用ガイドをご参照ください。 
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【ケーブルライン】 

１．ケーブルラインサービス概要

□概要のご確認について

・株式会社キャッチネットワーク(以下キャッチネットワーク)とソフトバンク株式会社(以下ソフトバ

ンク)が提携して提供するIP電話サービスです。

・サービス提供範囲はキャッチネットワークのサービス提供範囲に準じます。

・市内電話・市外電話・国際電話・IP電話（一部プロバイダ提供IP電話サービスを除く）、または携

帯電話・PHSへの通話がご利用いただけるサービスです。 

・当社が指定する端末機器が必要になります。※当社が指定する端末機器以外でのご利用は禁じてお

り、「ケーブルライン」のご利用については一切保証いたしません。 

・「ソフトバンクのIP電話サービス契約約款」に基づきサービス提供されます。 

 https://tm.softbank.jp/help/terms/pdf/ipdenwa.pdf 

・通話明細はWEB上よりご確認いただけます。http://webmeisai.jp/catv/ 

・ご利用料金はソフトバンクが設定する通話料金と月額基本料金を合わせて、キャッチネットワーク

からご請求させていただきます。お支払い方法、お支払い時期についてはキャッチネットワークまで

お問い合わせください。

２．お申込みにあたっての注意事項

□ケーブルラインで提供できないサービスなど

・停電中は「ケーブルライン」をご利用できませんので、ご注意ください。 

・次の緊急特番への発信が可能です。110番（警察）、118番（海上保安）、119番（消防） 

・これらの緊急特番へ発信した場合、回線毎非通知設定であってもお客様の住所・氏名・電話番号を

当該機関へ通知します。「184」を付加して緊急特番へ発信した場合は、当社は緊急通報受理機関にお

客様の住所・氏名・電話番号を通知しませんが、当該機関が人の生命等に差し迫った危険があると判

断した場合は当該機関からの照会に応じる場合があります。※「ご利用場所」は、最寄りの緊急通報

受理機関を特定し、且つ緊急通報受理機関（110番、118番、119番）への通知情報になります。万が一、

「ご利用場所」に誤りがある場合は、緊急車両到着の遅れ等、不都合が生じる可能性がありますので、

必ず「申込書」の宛先に記載されたご住所をご確認ください。 

・次の3桁特番サービスを提供しています。104番（番号案内）、115番（ほっと電報）、117番（時

報）、171番（災害用伝言ダイヤル）、177番（天気予報）、184番（発信者番号非通知）、186番（発

信者番号通知）、188番（消費者ホットライン）、189番（児童相談所全国共通ダイヤル） 

・以下の着信課金サービスへの発信が可能です。 

ソフトバンク株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、楽天コミュニケーション

ズ株式会社、アルテリア・ネットワークス株式会社の提供する着信課金サービス（0120・0800のみ） 

・以下への発信はできません。 

※100番、106番、107番、108番、113番、114番、116番などのNTT西日本が独自に提供するサービス 

※当社以外の事業者識別番号（0077等）で始まるサービス。当社以外の事業者識別番号をダイヤルし

た場合でも「ケーブルライン」の通話となり、「ケーブルライン」の通話料金が適用されます（着信

課金サービス等を除く）。 

※分割課金サービス（0570の一部）、OCNアクセスポイント（0035）、（0990）等の他社サービス。

「0570」で始まる番号は、衛星放送（CS放送、BS放送の双方向サービスなど）や有料オンラインサー

ビス（通信カラオケサービス、公営競技の在宅投票システムなど）等で利用されている場合がありま

す。詳細につきましては、ご利用の各サービス提供会社へお問い合わせください。 

・マイラインおよびマイラインプラスはご利用いただけません。また、122番（固定優先接続解除）の

ダイヤル有無に関わらず、「ケーブルライン」の通話となり、「ケーブルライン」の通話料金が適用

されます。 

・お申し込みをされた電話番号が、当社および他社の定額料金サービスをご利用されている場合、サ

ービス提供会社から定額料金のみを請求されるおそれがあります。これらサービスの継続利用を希望

されない場合には、「ケーブルライン」のお申し込みとは別に、当社および他社の定額料金サービス

の解約手続きをお願いいたします。 

・国際不取扱センターを通じて国際電話の発信・着信を規制されている回線（電話番号）でお申し込

みをされた場合、「ケーブルライン」へのご加入後に国際電話の発信・着信規制が一旦解除されるこ

とがございます。引き続き国際電話の発信・着信を規制される場合には、再度国際不取扱センターへ

のお申し込みが必要です。 
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・ソフトバンクの中継電話サービスをご利用中のお客様が「ケーブルライン」にお申し込みの場合、

申し込まれた回線の当社中継電話サービス、回線単位割引サービス（局番割引スーパー等）について

は解約となり既存の割引サービスは適用されません。ただし、次のサービスについては「ケーブルラ

イン」のお申し込みと同時に自動的に継続いたしますので引き続きご利用いただけます。（かんたん

ダイヤル／クレジットコール／コレクトコール／コレクトコールS／国際クレジットコール） 

３．ＮＴＴからの切換え、番号ポータビリティについて

□電話番号ポータビリティについて

・「ケーブルライン」をお申し込みの際、それまで利用していたＮＴＴ回線は利用休止または解除す

る必要があります。ＮＴＴ加入電話等からの切替の場合は、当社が代行してＮＴＴ加入電話等の解除

または休止のお手続きをさせていただきます。解除された場合は、ＮＴＴ加入電話等への再加入時に、

施設設置負担金等が必要となります。また、受け付けした「ケーブルライン」に係るＮＴＴ回線情報

等がＮＴＴ名義人名等の情報と一致しているかについて、ソフトバンクが代行してＮＴＴ西日本に確

認を行う場合があります。あらかじめご了承ください。 

・「一般番号ポータビリティ」サービスにより、現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用いただけ

ます（一部地域ではご利用いただけません）。また、新規に電話番号を取得する場合は、当社から新

たに電話番号を付与させていただきます。 

・「一般番号ポータビリティ」サービスはご利用にあたり、以下の提供条件があります。 

※番号ポータビリティ提供対象交換機に割り当てられた電話番号であること。 

※ＮＴＴ西日本が契約者に提供する一般加入電話（電話サービス）および、ＩＳＤＮ（総合デジタル

通信サービス）である、またはあったこと。 

※ＮＴＴ西日本が定める電話種類が公衆電話、臨時電話、支店代行電話以外の電話種類であること。 

※現在利用者が使用している電話番号であること。 

・お客様が利用休止等するＮＴＴ西日本の電話サービス等において、利用されているＮＴＴ西日 

本の付加機能等（その電話サービスに重畳しているDSLサービスに係わるDSL等接続専用サービスを含

む。）は全て廃止させていただきます。 

・お客様が利用休止等するＮＴＴ西日本の電話サービス等において、以下のＮＴＴ西日本以外 

の契約会社のサービス等を利用されている場合、利用休止等の工事日までにお客様自らサービス等の

契約会社等に対して、当該サービスの継続利用の可否をご確認していただき、必要に応じて廃止手続

き等を実施していただきます。 

①検針（電気・ガス・水道）、②オフトーク通信サービス（情報提供会社・地方自治体等）、③セキ

ュリティーサービス（警備会社）、④重畳型ＤＳＬサービス、⑤フリーダイヤル等 

・お客様が利用休止等するＮＴＴ西日本の電話サービス等が、ＮＴＴ西日本の通信機器端末等 

のリース料金・割賦代金の課金先電話番号となっている場合、利用休止等の工事日までにお客様自ら

ＮＴＴファイナンス㈱（連絡先：0120-866-612）へ連絡していただき、お支払い方法を変更していた

だきます。 

・お客様が利用休止等するＮＴＴ西日本の電話サービス等において、以下のサービス等を利用されて

いる場合は、ＮＴＴ西日本は以下のとおり取り扱います。お客様がその他の取り扱いをご希望する場

合は、お客様自ら工事日までにNTT東日本・ＮＴＴ西日本の116番に連絡していただき、その旨をお申

し出ください。 

＊ＮＴＴ西日本のレンタル電話機等を利用している場合通信機器端末をＮＴＴ西日本よりレン 

タルにてご利用している場合は、返却もしくは買取のお手続きが必要となりますのでお客様自らＮＴ

Ｔ西日本の116番へご連絡ください。当社からＮＴＴ西日本に本回線の利用休止等について代行して申 

し込み手続きを行いますが、それまでにお客様からご連絡がない場合は、ＮＴＴ西日本から当社に対

し、お客様からＮＴＴ西日本の116番へ連絡が必要な旨、通知する場合があります。 

＊ＮＴＴ西日本の通信機器端末の定額保守料金の課金先電話番号となっている場合、お客様には定額

保守を継続利用していただきます。定額保守料は、ＮＴＴ西日本から発行する電話料金の請求書とは

別の請求書にて毎年お支払いください。 

＊ＮＴＴ西日本の「フレッツ」サービス等料金の課金先電話番号となっている場合ＮＴＴ西日 

本から発行する電話料金の請求書とは別の請求書にて毎月お支払いください。 

＊お客様が利用休止等するNTT西日本の電話サービス等において、代表番号サービス・ダイヤルインサ 

ービス・iナンバーサービスを利用されている場合、代表番号サービス等に関連する電話番号の当該サ

ービスを全て廃止させていただきます。 

– 31 –



・番号ポータビリティ等お申し込みの円滑な実施等のため、ＮＴＴ西日本から当社に対し、ＮＴＴ 

西日本の電話サービス等に関する契約者情報（以下、当社のサービスの利用者に係わる本人性確認結

果、質権の設定または差押えの有無に係わるものに限る。）を提供する場合があります。 

４．ケーブルライン ご利用開始の流れ(概要)

□ご利用開始までの手続き等

 ①お申し込み ： お客様から、キャッチネットワークへお申し込み 

 ②サービスご提供の準備 ： お申し込みいただいた内容に基づきソフトバンクにて「ケーブルライ 

ン」ご提供の準備 

 ③「ケーブルライン」専用機器の設置 ： キャッチネットワークより「ケーブルライン」専用端末 

機器をお客様宅内に設置 

 ④ご利用開始 : キャッチネットワークからのご案内により「ケーブルライン」ご利用開始 

 ⑤WEB明細ログインID、パスワード受け取り ：通話明細をWEBでご確認いただける、WEB明細ログイ 

ンIDとパスワードをご契約者ご住所宛てに送付します。 

５．ケーブルラインサービス料金についてのご説明

□ケーブルラインの料金のご案内

①初期費用／解約時の工事費(一時金) 

費用発生時期 費用項目 料金(1回線毎) 申込 

開通 
○)＊(設新線回

回線工事費 

解約 回線廃止 
弊社で新規に発行された番号 １，０００円（税込１，１００円）

１５，０００円（税込１６，５００円）

３，０００円（税込３，３００円）

番号ポータビリティされた番号

＊NTT東日本・NTT西日本の一般加入電話サービスもしくはINSネットで利用していた電話番号を継続し

て「ケーブルライン」でご利用いただく場合、NTT回線も利用休止に係わる工事費（基本工事費1,000

円（税抜）／工事＋交換機等工事費1,000円（税抜）／回線）が、それぞれNTT東日本・NTT西日本から

お客様宛てに請求されます。 

②基本料金 

ケーブルライン月額基本料金 料金(1回線毎) 申込 

ケーブルライン基本料金 ○１，２９０円（税込１，４１９円）

③付加サービス料金 

サービス名 サービス内容 月額料金 工事費 申込 

番号表示サービス 

かけてきた相手の電話番号（通知できない場合

はその理由）が電話機のディスプレイに表示さ

れるサービス ※ナンバーディスプレイ対応の電

話機/FAX機が必要です。 

４００円
（税込４４０円）

番号通知リクエスト 

サービス 

電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に

対し、通信設備上で「メッセージ」にて応答

し、着信を規制するサービス ※ご利用には番号

表示サービスのお申し込みが必要です。 

２００円
（税込２２０円）

キャッチ電話サービス 

通話中に他の人から電話がかかってきた際、割

込音でお知らせします。電話機のフックボタン

を操作することにより通話中の相手を一時的に

保留してから、後からかかってきた相手と通話

するサービス 

３００円
（税込３３０円） 無料  

着信お断りサービス 

迷惑電話を受けた直後、お客様に電話機から登

録操作を行っていただくことにより、以後、同

じ電話番号からかかってきた場合に着信を規制

するサービス 

６００円
（税込６６０円）

着信転送サービス 
無条件転送：かかってきた電話を契約者があら

かじめ指定した電話番号に転送するサービス 

５００円
（税込５５０円） 無料

無料

無料

無料

２，５００円（税込２，７５０円）
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付加サービスパック① 
上記、5つの付加サービス全てが利用できるサー

ビスパック 
無料  

付加サービスパック② 

「キャッチ電話サービス」、「着信お断りサー

ビス」、「着信転送サービス」の3つの付加サー

ビスが利用できるサービスパック 
無料  

付加サービスパック③ 
「着信転送サービス」以外の4つの付加サービス

が利用できるサービスパック 
無料  

付加サービスパック④ 

「キャッチ電話サービス」、「着信お断りサー

ビス」の2つの付加サービスが利用できるサービ

スパック 
無料  

ホワイトコール24 
ケーブルラインからソフトバンク携帯電話への

国内通話料が24時間無料となるサービスです。 
無料  

※着信転送サービスは無条件転送のみとなっています。 

※お客様ご自身で行われる機能設定操作（カスタマコントロール機能、リモートコントロール機能）

については一部利用できない機能があります。 

※ホワイトコール24のお申し込み、提供条件のご確認は、別紙お申込書をご確認ください。 

④国内通話料金(距離に関係なく全国一律) 

通話先 通話料金(税抜) 

「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」 

「NURO 光 電話」「BBフォン」「BBフォン（M）」

「BBフォン光」「ホワイト光電話」 

無料（終日） 

※通話先がBBフォン、BBフォン（M）の場合、050番号

への発信が無料通話となります。 

国内一般電話 7.99円/3分（終日） 

携帯電話＊ 25円/1分（8時～ 23時）、20円/1分（23時～ 8時） 

PHS 接続毎10円 ＋ 10円/1分（終日） 

国内I P 電話（050） 7.99円/3分（終日） 

＊ホワイトコール24をお申し込みの場合、ソフトバンク携帯電話宛は24時間無料となります。ホワイ

トコール24は別途お申し込みが必要です。 

＊ホワイトコール24と着信転送サービス（付加サービスパック1および2を含む）と併用した場合、転

送先にソフトバンク携帯電話をご指定いただいても転送にかかる通話料は通常通り発生しますので

ご注意ください。 

⑤国際通話料金(例) 

通話先 通話料金(税抜) 

アメリカ（本土、ハワイ、アラスカ） 7.99円/3分 

中国（香港を除く） 32円/1分 

韓国 31円/1分 

※その他、通話先に関しては、http://tm.softbank.jp/consumer/cableline/price_overseas/にてご

確認ください。 

⑥その他料金について 

その他サービス サービス内容と料金(税抜) 

ユニバーサルサービス料 

「ケーブルライン」をご利用いただいているお客様に毎月1電話番号あたり一定額のユ

ニバーサルサービス料をお支払いいただきます。 

※ユニバーサル制度とは、NTT東日本・NTT西日本が提供しているユニバーサルサービ

ス（加入電話、公衆電話、緊急通報などの国民生活に不可欠な電話サービス）を全国

どの世帯でも公平に安定的に利用できる環境を確保するために必要な費用を電話会社

全体で応分に負担する制度のことです。 

※ユニバーサルサービス制度の詳細は、ユニバーサル支援機関である社団法人電気通

信事業者協会のホームページ（www.tca.or.jp）または音声・FAX案内（03-3539-

4830：24時間受付）にてご確認ください。 

※ユニバーサルサービス料についてはユニバーサルサービス支援機関である 
社団法人電気通信事業者協会によって、半年に1回料金見直しが行われるた 

め、その内容に応じてお客様にお支払いいただく料金が変更される場合が 

あります。 最新の情報はソフトバンクホームページにてご確認ください 。
（http://tm.softbank.jp/universal/）

９００円
（税込９９０円）

６３０円
（税込６９３円）

８００円
（税込８８０円）

５３０円
（税込５８３円）

無料
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電話帳掲載料（＊） 

お客様のご希望により、NTTにて発行される「タウンページ」および「ハロー 

ページ」にお客様の電話番号を掲載することができます。 

お申し込みいただいた電話番号の電話帳掲載、104番号案内情報については、 

NTT東日本・NTT西日本以外の番号案内事業者、電話帳発行事業者にもNTT 

東日本・NTT西日本より提供されています。（一部、NTT以外の電話帳発行事業者から

発行される電話帳に掲載されない場合があります。 

1掲載   無料 

2掲載以上 重複掲載料［電話帳発行毎（通常1年毎）1掲載につき500円］ 

※重複掲載料は同じ電話帳に複数のお名前を掲載する場合や、お客様の電話番号地域

以外の電話帳に掲載する場合などに発生します。 

★「ケーブルライン基本料金」、「付加サービス月額料金」は歴月単位のご請求で、電話の開通工事

が完了した翌月利用分から請求させていただきます。解約の場合は電話が解約された月の利用分ま

で請求させていただきます。なお利用料金の日割り計算はいたしません。 

６．ソフトバンク携帯電話との連携（割引）について

□ソフトバンクの携帯電話をご契約・ご利用中ではありませんか？

ソフトバンクの携帯電話を現在ご契約・ご利用中の場合、下記のようなお得な割引サービスがございま

す。是非この機会にあわせてお申込み・ご利用ください。また、これからソフトバンク携帯電話をご契

約・ご検討いただけるお客様につきましては、当社からソフトバンクショップをご紹介いたしますので、

お気軽にお問い合わせください。 

□ホワイトコール２４について

ケーブルラインとソフトバンク携帯間の国内通話料が２４時間無料となるサービスです。ソフトバン

ク携帯から日本全国のケーブルライン、ＢＢフォンへの通話も無料になります。その他詳細は当社ま

でお問い合わせください。 

□おうち割 光セットについて   

ケーブルラインとソフトバンク携帯等を所定の契約条件でご利用の場合に、ソフトバンクのパケット定額料を

割引するサービスです。お申込みはソフトバンクショップでの受付となります。適用条件の詳細、お申込み

方法はソフトバンクまでお問い合わせください。（キャッチネットワークからソフトバンクショップのご

案内は可能ですのでお問い合わせください） 

７．契約内容の変更・確認

□契約内容の変更・確認について

ケーブルラインをご利用のお客様は、ソフトバンク提供の「ケーブルラインｗｅｂ明細ででご契

約やご請求に関する照会が可能です。 

８．故障かな？と思ったら

□ケーブルラインがつながらない場合は下記をご確認ください

■電源プラグ・コード、ケーブルがつながっていますか？ 

電話用端末機（ＷＭＴＡ）、電話機の電源プラグやコード、ケーブルが緩んでいたり、抜けかか

ったりしていないか確認してください 

■電話端末機（ＷＭＴＡ）のリセットをお試しください 

電話端末機（ＷＭＴＡ）の電源プラグをコンセントから抜き、１５秒ほどしましたら再度コンセン

トに差し込んでください。（リセットには数分かかります）同様に、電話機の電源プラグをコンセ

ントから抜き、再度コンセントに差し込んでください。 

■症状が改善されないときは、キャッチまでご連絡ください 
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施工イメージ図（キャッチネクストサービス）

エアコンダクトを使用する場合 壁に穴を開ける場合

ONUへONUへ

壁の穴の大きさ
は直径1cm
程度になります。

回線の引き込みについて!引留金具

電線や電話線と同じように留めます。
※壁面に穴あけしてビス等で固定します。引留金具から引込口
　まで離れている場合には、軒下など支障のないルートへ
　光ファイバーを露出配線します。
※他社が設定した引留金具は使用できません。

光ファイバーのしくみ
地域企業だからできるサポート体制でみなさまの快適なインターネットライフを支えます。

LAN
ケーブル 電話線

クロージャ

アンテナは不要なので
外観スッキリ！！

!

※ご自宅の改修が必要な場合は別途追加費用がかかる場合がございます。

家に複数台テレビがあってもケーブル1本で
家中のテレビを地上デジタル・BSデジタル対応にすることができます。

分配器

テレビ配線
（同軸ケーブル）

ドロップ
ケーブル

（光ファイバー）

宅内光
ケーブル

※デジタルホームターミナルを取付けていただくことでCSデジタル放送をご視聴いただけます。（ハイビジョン画質でのご視聴には対応テレビが必要です。）

V-ONU
（映像用終端装置）

D-ONU
（通信用終端装置）

電話用終端装置

無線LAN
機器

スマートフォン ゲーム機タブレット

デジタル
ホームターミナル

Wi-Fi

地上波・BS・CS
視聴OK!

1台目

地上波・BS
視聴OK!※

2台目以降～

V-ONU用
電源供給器

次世代高速
Wi-Fi

11ac
対応

成端箱

※テレビサービスに
ご加入されない場合
は、V-ONU（映像用
終端装置）の代わり
に成端箱を設置させ
ていただきます。
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約款抜粋
放送サービス契約約款（抜粋）
2017 年 12月1日より、以下の通り改定いたします。

（加入者の単位）
加入契約は引込設備 1回線ごとに締結するものとします。

２ 引込設備 1 回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として各世帯、又は各
企業ごとに加入契約を締結するものとします。

（加入契約の成立）
加入契約は原則として、加入申込者が所定の加入申込書を会社又は代理店に提出した日に成
立するものとします。ただし、会社が審査し本条 2 項に該当する場合は契約を承諾しない場合
があります。なお、加入契約の申込に際し、放送サービスの提供を HFC 施設または光施設の
いずれによるかの判断は会社が行うものとします。

２ 会社は、次の場合には加入契約を承諾しないことがあります。
 （1） 加入申込について、引込設備及び宅内設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困

難な場合。
 （2） 加入申込について、引込設備の設置又は、保守することが著しく高額な場合。
 （3） 加入申込者が放送サービスの料金又は工事費、登録料の支払いを怠る恐れがある場合。
 （4） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを設置する放送サービスの利用に当たり、以下に同意いただけない場

合。
 ・ＫＤＤＩ株式会社が定める「ａｕ ＩＤ利用規約」
 ・別記（第 14 条関係）の提携事業者が定める規約等
 （5） （反社会勢力の排除）第 3 項その他放送サービスに関する会社の業務の遂行上著しい支

障がある場合。
（B－CASカードの取扱いについて）

デジタル放送用 IC カード（以下「B－CAS カード」という。）に関する取扱いについては、B－
CAS社の「B－CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

（放送サービスの種類）
当社が定めるサービスにおけるチャンネルの組み合わせは変更され、またはこれらに含まれている
チャンネルが終了する場合があります。かかる場合、会社はその責任を負いません。

（デジタルペイチャンネルの利用）
加入者はデジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用すること
はできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用することができるものとし、
月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。

（緊急地震速報サービスの利用）
加入者はデジタルベーシックチャンネル、施設利用サービス若しくは地デジ・BS パススルーサービ
スを利用せずに、緊急地震速報サービスのみを利用することはできません。（ただし法人向け緊
急地震速報サービスはこの限りではありません）
2 緊急地震速報サービスは、（放送サービス利用の休止）に定める休止の取扱いはいたしません。
3 本サービスの利用にあたっては、本約款並びに別に定める利用規約を遵守いただきます。

（放送内容の変更等）
会社は、次の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
 （1） 天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
 （2） その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。

（放送サービス利用の休止）
加入者は、1ヶ月以上の増改築、転勤等やむをえない事由が発生した場合、事前に会社へ届
け出て放送サービスの利用を一定期間休止することが出来ます。但し、この休止期間は、1 日
から末日までの 1ヶ月を単位とし 1 回につき12ヶ月を限度とします。なお、12ヶ月を越える場合の
取扱いについて並びに休止事由については、加入者と会社がその都度協議し会社が認めた場
合に限ります。その場合、会社は貸与した機器を休止期間中回収するものとします。
2 デジタルベーシックサービスの休止期間中、施設利用サービスのみをご利用される場合は、会社
が認めた場合に限り会社の幹線利用料として 400 円／月（税込 440 円／月）を加入者が負担
するものとします。ただし、施設利用サービスの加入者はこの限りではありません。
3 加入者は、提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスについて、本条
に定める放送サービスの休止以前に加入者がＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢのリモコンを用い、受信機の
画面上にて解約申込を行うものとします。なお、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用開始と同時に自動的
に提供されるコンテンツサービスについてはこの限りではありません。

（放送サービスの中断）
会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
 （1） 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
 （2） 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、
非常事態又は緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。

（放送サービスの停止）
会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社の定める期間デジタルベーシック
チャンネル、デジタルペイチャンネル、緊急地震速報サービス、施設利用サービス、地デジ・BS
パススルーサービス若しくはその全てを停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合
の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
 （1） 加入契約料金 ( 施設設置負担金 )、利用料金、工事費、登録料、延滞金、その他この約

款の規定によりお支払いいただくことになった債務（以下「債務」といいます）について支
払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。

 （2） （放送サービスの上映及び頒布の禁止）の規定に違反した場合。
2 会社は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、
停止をしようとする日及び期間を加入者に連絡します。

（デジタルホームターミナル）
会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機 1 台ごとにデジタルホームター
ミナル（リモートコントローラーは除く）を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料
金に含まれるものとします。ただし施設利用サービスもしくは地デジ・BS パススルーサービスを除
きます。

（録画機能付デジタルホームターミナル）
会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機 1 台ごとに録画機能付デジタ
ルホームターミナル（リモートコントローラーは除く）を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は
基本利用料金の付加料金とします。
2 会社は、録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・
編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害について
は、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
3 加入者は、録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、故障に備えて、録画・編集したデー
タを他の媒体に移動又は複製するものとし、会社はその責任を負わないものとします。
4 会社は、録画機能付デジタルホームターミナルを修理、交換する場合、録画機能付デジタルホー
ムターミナルを回収します。その際、利用者は、録画・編集したデータについての一切の権利を
放棄するものとし、会社はその補償を行わないものとします。

（C－CASカード）
会社は、C－CAS カードを必要とするデジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームター
ミナル、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを利用する加入者へ、C－CASカードを貸与するものとします。また、
会社は必要に応じて、加入者にC－CASカードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C－CAS カードは会社に帰属し、会社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、
それが行われたことによる会社及び第 3 者に及ぼされた損害及び利益損失については、加入者
が賠償するものとします。
3 加入者が故意または過失によりC－CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損
害分を会社に支払うものとします。

（緊急地震速報専用端末）
会社は、加入者に対し、緊急地震速報サービスを希望するごとに緊急地震速報専用端末を 1

台ずつ貸与するものとします。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者は、取扱説明書等に記載されている方法により、緊急地震速報専用端末の正常動作の
確認を定期的に行うものとします。
4 加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、
また、紛失および修理不能による場合は、別に定める機器損害金を適用し、それぞれ会社に支
払うものとします。
5 加入者は、会社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業、動作テス
ト等の実施に同意し、協力するものとします。
6 外部音声出力端子及び外部機器制御端子付の緊急地震速報専用端末については、その端子
以降に接続される配線及び機器については加入者の負担で設置及び維持するものとします。

（引込設備、宅内設備の設置工事）
会社は、引込設備の設置工事（以下「引込工事または標準工事」といいます）及び必要に応
じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行うものとし、加入者は、宅内設備を自己負担で
設置（以下「宅内工事」といいます）し所有するものとします。なお、加入者は別表記載の引
込工事費または標準工事費および宅内工事費をご負担いただきます。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受けている加入者
の負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内工事は、原則として申込を取り次いだ代理店または、会社指定の業者で実施していただきま
す。また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 加入者は、会社に無断で宅内設備の改変、補修、増設及び機器などを接続する工事はできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設
備の維持管理を行うものとします。
6 緊急地震速報サービスに係る緊急地震速報専用端末の設置については、本条に準じるものとしま
す。

（引込設備、宅内設備の故障等）
加入者は、放送サービスが受信できなくなったときには、会社または申込を取り次いだ代理店に点
検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備、会社が貸与する機器、C－CAS カードに
故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。会社が貸与する機器
以外の宅内設備及び受信機に故障がある場合には、加入者がその負担で故障設備を修理して
いただきます。
3 前項第 1 項から第 2 項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により有線テレビジョン放
送設備、引込設備、会社が貸与する機器、C－CAS カードが滅失、破損した場合には、その
設備の復元、修理等に要する費用は加入者の負担となります。

（設置場所の無償使用等）
会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地、
及び構築物等を加入者の承諾の上必要最小限において無償で使用出来るものとします。なお、
引込設備およびデジタルホームターミナル等の使用に係る電気は加入者が用意するものとし、そ
の電気料金および消耗品は加入者が負担するものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去
及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協
力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前 1項から2項に関して地主、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、
その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。

（加入契約料金（施設設置負担金））
加入者は、加入契約 1 件あたり別表記載の加入契約料金（施設設置負担金）をお支払いいた
だきます。ただし光施設によるものについては、本条は適用除外とします。
2 会社は、加入促進を行うため、別表の加入契約料金（施設設置負担金）を割引くことがあります。
3 家屋に対し予め加入契約料金（施設設置負担金）が付帯されている場合は不要となります。
4 引込設備、宅内設備済み賃貸共同住宅の共同利用施設であって一時加入契約料金を選択され
る場合は別表記載の一時加入契約料金をお支払いただきます。

（登録料）
加入者は、デジタル放送サービスの利用に際し、別表に定められた登録料をデジタルホームター
ミナル、録画機能付デジタルホームターミナル、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ１台ごとに支払うものとします。

（利用料金）
加入者は、放送サービスの利用に際し、別表に定められた利用料金を会社が貸与した機器 1 台
ごとに支払うものとします。
2 放送法に基づくNHK の放送受信料は加入契約料金（施設設置負担金）､登録料及び利用料金
の中には含まれませんので、加入者は別途 NHK と受信契約を結び放送受信料を支払わなけれ
ばなりません。
3 株式会社 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は、加入契約料金（施設設置負担金）、登
録料及び利用料金の中には含まれませんので、株式会社 WOWOW 有料放送サービスの受信
を希望する加入者は株式会社WOWOWと所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 会社は別表の利用料金をその後の社会情勢の変化あるいは提供するサービス内容拡充等により、
改定することがあります。その場合、事前に加入者にお知らせします。

（利用料金の減免）
会社が（引込設備、宅内設備の故障等）の事由により（放送サービスの種類）に定めるすべ
ての放送サービスを 1 日から末日までの 1ヶ月の中で継続して 10 日以上行わなかった場合には、
その月の利用料金は無料とします。
なお、（提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスの利用）に定めるコ
ンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により本条の規定に関わらず利用料金の支払いを
要します。
2 （放送サービス利用の休止）に基づき、放送サービスの休止をした場合、基本利用料金について
は休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間、ペイチャンネル利用
料金については休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。
3 加入者が身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者、聴覚障害者、
または障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第 5 号の障害等級 1 級または 2 級に該当
する重度のし体不自由者で、住民基本台帳にある家族のいずれかが該当する場合、会社が貸
与する機器を受信機に設置して利用する 1 台目の基本利用料金は別表に定める料金となります。
なお、本項に定める減免条件が消滅した場合、加入者は速やかに当社に届け出るものとします。
4 会社が別に提供するキャッチインターネットサービスにおいて５Ｍｂｐｓコースを除くケーブルインター
ネットサービス タイプ１もしくはＦ５Ｍｂｐｓ/２Ｍｂｐｓコース , Ｆ５Ｍｂｐｓコース , Ｆ１００Ｍｂｐｓコース , Ｆ１
Ｇｂｐｓコース, Ｆ５Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ１００Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ３００Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ１Ｇｂｐｓ（Ｌ）
コースおよびＦ３００Ｍｂｐｓコースを除くネクストインターネットサービスを放送サービスと同時に利用し
た場合、1 台目の基本利用料金にあっては別表記載の割引が適用となります。ただし施設利用
サービスにあってはこの限りではありません。
5 KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを同時に利用した場合、 1
台目の基本利用料金若しくは施設利用サービスにあっては別表記載の割引が適用となります。た
だし光施設にあっては、施設利用サービスを除き、本項のみの適用はいたしません。
6 放送サービスの利用に対し（利用料金の減免）4 項と（利用料金の減免）5 項ともに該当する
場合は（利用料金の減免）4項と（利用料金の減免）5項の割引がそれぞれ適用されます。
7 法人向け緊急地震速報サービスについて、本条 4項より6項は適用除外となります。
8 会社が別に提供するキャッチインターネットサービスにおいてネクストインターネットサービスとソフトバ
ンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスを放送サービスと同時に利用した
場合、（利用料金の減免）4 項は適用されず別表記載の割引が適用となります。ただし、施設
利用サービスおよび光共聴施設によるデジタル放送サービスにあってはこの限りではありません。

（利用料金の計算）
基本利用料金は、放送サービスを受け始めた日から支払うものとし、1 日から末日までの 1ヶ月を
単位として計算し、利用期間により 1ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただ
きます。

2 ペイチャンネル利用料金及び緊急地震速報サービス利用料金は、1 日から末日までの 1ヶ月を単
位として計算し、利用期間が 1ヶ月に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
3 コンテンツサービス利用料金は、1日から末日までの 1ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1ヶ月
に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
なお、加入者がコンテンツを利用するときは、STVB または C＋STB のリモコンを用い、受信機
の画面上にて利用申込をするものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込を撤回し、
又は取り消すことはできないものとします。また、コンテンツの利用を申し込んだ時刻から起算して、
会社が別に定める期間が満了する時刻までに限り、何度でも当該コンテンツを利用することがで
きるものとします。
4 加入者が、（au ID の提供）で提供された「au ID」を利用し、STVB または C＋STB の操作
により各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部（物販系コンテンツ等
に関する債権を除く。）は、会社が KDDI 株式会社から au かんたん決済を通じて、その債権
の譲渡を受け、会社の債権としてお支払いいただきます。

（利用料金等の請求及び支払）
会社は、加入契約締結時に加入契約料金（施設設置負担金）、手続きに関する手数料、登録
料を請求するものとし、利用料金（ペイチャンネル利用料金及び緊急地震速報サービス利用料金、
コンテンツサービス利用料金を含む）については、当月分を翌月に請求するものとします。
2 会社は、加入者が加入契約料金 ( 施設設置負担金 )、手続きに関する手数料、工事費、登録料、
（延滞金）に定める延滞金その他の債務が発生した場合、これを前項の利用料金に合算して請
求します。
3 利用料金その他の支払については、会社と加入者の合意の上、金融機関の自動振替、自動払
込もしくはクレジットカードによるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、利用料
金その他の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発
行しないものとします。

（延滞金）
加入者は、加入契約料金（施設設置負担金）、利用料金、工事費､登録料その他の債務を延
滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利 14．5％の延滞金を
会社に支払うものとします。

（放送サービスの上映及び頒布の禁止）
会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、又、対価の有無にかかわらず、
加入者が会社の放送サービスを公に上映すること、又はその複製物等を頒布することを禁止しま
す。

（不正利用の禁止）
加入者は、会社が貸与する機器（デジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームターミ
ナル、STVB または C＋STB）に接続しサービスの提供を受けることのできる受信機は貸与する
機器台数までとします。
 （1） 加入者は、会社が承諾した設置場所以外の場所で会社が貸与する機器を接続してサービ

スの提供を受けることはできません。
 （2） 会社は、加入者が前 1 項又は 2 項に違反した場合、違反した台数に応じた利用料金相当

額を請求できるものとします。
（禁止事項）

会社から貸与されている機器を加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わず、会社が貸与する機器の本体及びコンピュータプログ
ラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が第 1 項又は第 2 項に違反したと認めた場合、本契約を解除し会社が貸与す
る機器の返還請求が出来るものとします。この場合、加入者は会社からの返還請求日より起算し、
10 日以内に返却する義務を負います。尚、会社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るもの
とします。又、期間を経過して会社が貸与する機器の返却がない場合は、これらの代金相当額
を請求出来るものとします。

（損害賠償）
会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を
賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更等、放送サービスの休止、停止、中断等により加入
者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、天災による引込設
備の破損に伴う家屋等への損害、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
3 会社は、（会社が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスの利用）に定めるコンテ
ンツサービスを提供すべき場合において、会社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ
たときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを会社が認知した時刻から起算
して 10 日間以上提供しなかったときは、そのことを会社が認知した時刻以後の利用できなかった
時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について 24 時間毎に日数を計算し、その加入
者に発生した損害とみなし、その額（基本利用料金）に限って賠償します。
この場合において、会社の故意または重大な過失によりコンテンツサービスの提供をしなかったと
きは、本項の規定は適用しません。
4 前項にかかわらず会社は、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用により発生した加入者と第三者間に生じた
損害（第 14 条 1 項の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む。）、及びＳＴ
ＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者間に生じた損害に対し、
いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

（解約）
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日以前に会社に届け出る
ものとします。
2 加入者は、放送法第 150 条の 3 で定める初期契約解除制度に基づき、会社に対して初期契約
解除を申し出ることができます。この場合、申し出より以前に工事が完了している場合、会社は
別表記載の利用料金、手続きに関する手数料、工事費を除き加入者へ請求できないものとします。

（解除）
会社は、（放送サービスの停止）の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約につい
て、加入者が尚その事実を解消しない場合、その他本契約約款に違反したと認められる場合に
は、加入者に通知催告なしに加入契約を解除することができるものとします。
2 加入者は前項により、加入解除となった場合、会社の施設及び会社が貸与する機器の撤去に同
意するものとし且つ会社が撤去のため敷地内へ立入ることを承諾するものとします。
3 会社は、会社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、放送サービスの提供にかかる
会社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で放送サービスを提供できなくなる場合、
加入契約を解除することがあります。この場合には、会社は、そのことを事前に加入者に通知
するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受けている加入者については、
集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、会
社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
5 会社は加入契約を解除した場合、加入者が別途支払った NHK の放送受信料、株式会社
WOWOWの視聴料金等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、会
社は責任を負わないものとします。

（契約終了時の処置）
会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、会社が貸与する機器を撤
去するものとし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物、アンテナ設備
などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また、引込設備、会社
が貸与した機器の撤去に要する別途会社が定める費用は、加入者の負担となります。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他
の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 加入者は、提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスについて、本条
に定める放送サービスの解約又は解除以前に加入者がＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢのリモコンを用い、
受信機の画面上にて解約申込を行うものとします。なお、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用開始と同時
に自動的に提供されるコンテンツサービスについてはこの限りではありません。

（加入契約料金（施設設置負担金）等の返還）

会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合は、原則として加入契約料金（施設設
置負担金）は返還しないものとします。
3 加入契約が解約になった場合において、既に支払われた基本利用料金に過払い金がある場合に
は、これを払戻します。この場合は、別表に定める基本利用料金前納金を支払った加入者の未
経過期間に対し、払戻しする過払い金は、前納金から経過期間に対する月額による基本利用料
金（経過期間が 6ヶ月以上である場合は、該当 6ヶ月分について 6ヶ月分前納金を支払ったもの
とみなして算出した金額とします。）を差引いた残金とします。

（個人情報）
会社は、加入者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律および会社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 会社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
 （1） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。）
 （2） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
 （3） 個々の加入者に有益と思われる会社のサービスまたは会社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお加入者は会社が
別途定める方法で届け出ることによりこの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができ
ます。

 （4） 加入者から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

 （5） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話
すること。

 （6） 加入者の解約日より1 年間を限度として、前 5 号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

 （7） 加入者の視聴、録画したチャンネル日時および番組内容（以下「視聴履歴」といいます）、Ｓ
ＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人
が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守及び新規サービスの開
発を行うこと。

 （8） 加入者の視聴履歴、Ｃ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録を利用し、利用者の嗜好
にあった情報の提供および勧奨するため。「視聴履歴等の取得と利用について」は別に定め
る。

 （9） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対
し、その事実を回答するため。

 （10） 加入者がダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。またそのサ
ポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。

 （11） その他加入者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 会社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先、提携事業者、特定事
業者及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に預託することができるものとしま
す。
4 会社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条（第三者提供の制限）に該当する
場合、会社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 会社は、加入者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工
したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行の
ために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7 会社は、加入者から会社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた
個人情報開示手数料を徴収できるものとします。

（統計情報の取扱い）
会社は、加入者が放送サービスおよび附帯サービスを利用することによって得られる全ての情報
を管理します。
2 前項に定める情報（個人を特定できる情報は含みません）は、会社が統計・集計等を行い、会
社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3 会社は、加入者の本サービス利用に関する視聴率等の統計情報（個人を特定できる情報は含み
ません）を作成することができます。なお、 当該統計情報およびこれらに基づく情報は会社に帰
属し、加入者は如何なる権利も持たないものとします。

（協議事項）
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意を
もって協議の上、その解決にあたるものとします。

クレジットカード支払いに関する特約
①加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカー
ド会社の規約に基づいて支払うものとします。
②加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。
また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者
が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものと
します。
③加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく
会社にその旨を連絡するものとします。
④会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者
の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の
指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

*ご注意
①（利用料金の減免）4項についてはデジタル放送サービスとキャッチインターネットサービスが、
同一暦月において 1日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものと
し、日割計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、
キャッチインターネットサービスを解除、解約、休止などによりサービスが停止された場合は
適用されないものとします。
②（利用料金の減免）5 項についてはデジタル放送サービス若しくは施設利用サービスと
KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスが、同一暦月にお
いて 1日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割計算
は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブルプラ
ス電話サービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないものとし
ます。
③（利用料金の減免）6 項についてはデジタル放送サービスとキャッチインターネットサービスお
よび KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスが、同一暦月
において 1 日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割
計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブ
ルプラス電話サービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないも
のとします。
④基本利用料金には、ペイチャンネル利用料金、NHK 地上契約受信料、NHK 衛星契約
受信料、株式会社WOWOWの料金は含まれておりません。
⑤（利用料金の減免）3 項に該当の加入者は身体障害者手帳のコピーの提出が必要となりま
す。
⑥同一敷地内でデジタルホームターミナルを複数同時に利用する場合の基本利用料金の請求
については、1．デジタル放送サービスの複数コースが混在する場合は、別表で記載され
た利用料金の一番高いコースを1台目の基本利用料金として請求し2台目以降の基本利用
料金については、それぞれ定められた2台目以降の基本利用料金を請求するものとします。
⑦引込工事費または標準工事費、宅内工事費（基準工事）、登録料については会社所定の
固定料金とします。
⑧自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う引込工事または標準工事および宅内工事費

における固定料金範囲外（基準工事外）の工事費などについては追加費用が必要となり
ます。
⑨引込線の変更、会社が貸与する機器の設置場所の変更、家屋の移設、増改築、休止
および再開工事、解約、解除、撤去等に要する別途会社が定める費用は加入者の負担
となります。その場合の引込工事または標準工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並
びに工事の分担は（引込設備、宅内設備の設置工事）によるものとします。

（1） 加入者
⑩録画機能付デジタルホームターミナルは、設置した日より最低 6ヶ月間利用していただきます。
最低利用期間内に解約もしくは、録画機能付デジタルホームターミナルを使用しない他の
コースへ変更があった場合、解除料として、解約日もしくはコース変更日の属する月と、そ
の翌月から当該最低利用期間満了日の属する月の未経過分に対し、楽録 500 円 /月（税
込 550円 /月）、楽録 1T 600 円 /月（税込 660円 /月）、楽録ブルーレイ2,000 円 /月（税
込 2,200 円 /月）を乗じた金額をお支払いいただきます。
⑪STVB は、キャッチインターネットサービスのうちネクストインターネットを同時利用する場合に
のみ提供いたします。また STVB は設置した日より最低 6 か月間利用していただきます。
最低利用期間内に解約もしくは、STVB を使用しない他のコースへ変更があった場合、
解除料として、解約日もしくはコース変更日の属する月と、その翌月から当該最低利用期間
満了日の属する月の未経過分に対し、1,560 円 / 月（税込 1,716 円 / 月）を乗じた金額を
お支払いいただきます。
⑫加入者は、最低視聴年齢を定めて提供されるチャンネルサービス（以下「最低視聴年齢
制限サービス」といいます）の視聴を申込する場合においては、20 歳以上である加入者
が当社の定める視聴申込書類を当社に提出しなければ当該視聴契約は成立しません。
⑬消費税相当額は、1円未満切り捨てで計算します。なお、税抜額に基づき計算した合計額と、
実際のご請求金額が異なる場合があります。また、税法の改正により消費税等の税率が
変動した場合は、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算するもの
とします。

2 加入者は、最低視聴年齢制限サービスを視聴する場合においては、加入者の同一世帯におけ
る最低視聴年齢に満たない者の年齢および暗証番号を事前にデジタルホームターミナルに登録
し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号を入力しなければなりません。
3 加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないように、厳格に管理しなければ
なりません。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定する本サービスを利用したことに起
因する不利益については、当社は、一切の責任を負わないものとします。
（経過措置）施設利用サービスにあっては地上アナログ波電波障害対策世帯に対してのみ提供
できるものとし、平成 25 年 7月31日までの間、利用料金を徴収しないものとします。

（反社会勢力の排除）
加入者は、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの
とします。
 （1） 暴力団
 （2） 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
 （3） 暴力団準構成員
 （4） 暴力団関係企業
 （5） 総会屋等
 （6） 社会運動等標ぼうゴロ
 （7） 特殊知能暴力集団等
 （8） 前各号の共生者
 （9） その他前各号に準ずる者
2 加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確
約するものとします。
 （1） 暴力的な要求行為
 （2） 法的な責任を超えた不当な要求
 （3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 （4） 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて会社の信用を毀損し、業務を妨害する行

為
 （5） その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、放送サービスを締結すること、または継続することが不適切であ
ると会社が認める場合、会社は責任等を負うことなく、加入者の申込みを承諾しないこと、また
は催告なしに放送サービスの契約を解除することができるものとします。
 （1） 加入者が第 1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
 （2） 加入者が第 2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
 （3） 加入者が第 1 項または第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した

とき
 （4） 加入者が前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回

答をしたとき

（本契約約款は抜粋であり、全文を閲覧されたい方は、キャッチホームページまたは当社窓口で
ご覧ください。）　
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2017 年 12月1日より、以下の通り改定いたします。

（加入者の単位）
加入契約は引込設備 1回線ごとに締結するものとします。

２ 引込設備 1 回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として各世帯、又は各
企業ごとに加入契約を締結するものとします。

（加入契約の成立）
加入契約は原則として、加入申込者が所定の加入申込書を会社又は代理店に提出した日に成
立するものとします。ただし、会社が審査し本条 2 項に該当する場合は契約を承諾しない場合
があります。なお、加入契約の申込に際し、放送サービスの提供を HFC 施設または光施設の
いずれによるかの判断は会社が行うものとします。

２ 会社は、次の場合には加入契約を承諾しないことがあります。
 （1） 加入申込について、引込設備及び宅内設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困

難な場合。
 （2） 加入申込について、引込設備の設置又は、保守することが著しく高額な場合。
 （3） 加入申込者が放送サービスの料金又は工事費、登録料の支払いを怠る恐れがある場合。
 （4） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを設置する放送サービスの利用に当たり、以下に同意いただけない場

合。
 ・ＫＤＤＩ株式会社が定める「ａｕ ＩＤ利用規約」
 ・別記（第 14 条関係）の提携事業者が定める規約等
 （5） （反社会勢力の排除）第 3 項その他放送サービスに関する会社の業務の遂行上著しい支

障がある場合。
（B－CASカードの取扱いについて）

デジタル放送用 IC カード（以下「B－CAS カード」という。）に関する取扱いについては、B－
CAS社の「B－CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

（放送サービスの種類）
当社が定めるサービスにおけるチャンネルの組み合わせは変更され、またはこれらに含まれている
チャンネルが終了する場合があります。かかる場合、会社はその責任を負いません。

（デジタルペイチャンネルの利用）
加入者はデジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用すること
はできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用することができるものとし、
月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。

（緊急地震速報サービスの利用）
加入者はデジタルベーシックチャンネル、施設利用サービス若しくは地デジ・BS パススルーサービ
スを利用せずに、緊急地震速報サービスのみを利用することはできません。（ただし法人向け緊
急地震速報サービスはこの限りではありません）
2 緊急地震速報サービスは、（放送サービス利用の休止）に定める休止の取扱いはいたしません。
3 本サービスの利用にあたっては、本約款並びに別に定める利用規約を遵守いただきます。

（放送内容の変更等）
会社は、次の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
 （1） 天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
 （2） その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。

（放送サービス利用の休止）
加入者は、1ヶ月以上の増改築、転勤等やむをえない事由が発生した場合、事前に会社へ届
け出て放送サービスの利用を一定期間休止することが出来ます。但し、この休止期間は、1 日
から末日までの 1ヶ月を単位とし 1 回につき12ヶ月を限度とします。なお、12ヶ月を越える場合の
取扱いについて並びに休止事由については、加入者と会社がその都度協議し会社が認めた場
合に限ります。その場合、会社は貸与した機器を休止期間中回収するものとします。
2 デジタルベーシックサービスの休止期間中、施設利用サービスのみをご利用される場合は、会社
が認めた場合に限り会社の幹線利用料として 400 円／月（税込 440 円／月）を加入者が負担
するものとします。ただし、施設利用サービスの加入者はこの限りではありません。
3 加入者は、提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスについて、本条
に定める放送サービスの休止以前に加入者がＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢのリモコンを用い、受信機の
画面上にて解約申込を行うものとします。なお、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用開始と同時に自動的
に提供されるコンテンツサービスについてはこの限りではありません。

（放送サービスの中断）
会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
 （1） 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
 （2） 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、
非常事態又は緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。

（放送サービスの停止）
会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社の定める期間デジタルベーシック
チャンネル、デジタルペイチャンネル、緊急地震速報サービス、施設利用サービス、地デジ・BS
パススルーサービス若しくはその全てを停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合
の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
 （1） 加入契約料金 ( 施設設置負担金 )、利用料金、工事費、登録料、延滞金、その他この約

款の規定によりお支払いいただくことになった債務（以下「債務」といいます）について支
払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。

 （2） （放送サービスの上映及び頒布の禁止）の規定に違反した場合。
2 会社は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、
停止をしようとする日及び期間を加入者に連絡します。

（デジタルホームターミナル）
会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機 1 台ごとにデジタルホームター
ミナル（リモートコントローラーは除く）を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料
金に含まれるものとします。ただし施設利用サービスもしくは地デジ・BS パススルーサービスを除
きます。

（録画機能付デジタルホームターミナル）
会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機 1 台ごとに録画機能付デジタ
ルホームターミナル（リモートコントローラーは除く）を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は
基本利用料金の付加料金とします。
2 会社は、録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・
編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害について
は、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
3 加入者は、録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、故障に備えて、録画・編集したデー
タを他の媒体に移動又は複製するものとし、会社はその責任を負わないものとします。
4 会社は、録画機能付デジタルホームターミナルを修理、交換する場合、録画機能付デジタルホー
ムターミナルを回収します。その際、利用者は、録画・編集したデータについての一切の権利を
放棄するものとし、会社はその補償を行わないものとします。

（C－CASカード）
会社は、C－CAS カードを必要とするデジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームター
ミナル、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを利用する加入者へ、C－CASカードを貸与するものとします。また、
会社は必要に応じて、加入者にC－CASカードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C－CAS カードは会社に帰属し、会社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、
それが行われたことによる会社及び第 3 者に及ぼされた損害及び利益損失については、加入者
が賠償するものとします。
3 加入者が故意または過失によりC－CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損
害分を会社に支払うものとします。

（緊急地震速報専用端末）
会社は、加入者に対し、緊急地震速報サービスを希望するごとに緊急地震速報専用端末を 1

台ずつ貸与するものとします。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者は、取扱説明書等に記載されている方法により、緊急地震速報専用端末の正常動作の
確認を定期的に行うものとします。
4 加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、
また、紛失および修理不能による場合は、別に定める機器損害金を適用し、それぞれ会社に支
払うものとします。
5 加入者は、会社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業、動作テス
ト等の実施に同意し、協力するものとします。
6 外部音声出力端子及び外部機器制御端子付の緊急地震速報専用端末については、その端子
以降に接続される配線及び機器については加入者の負担で設置及び維持するものとします。

（引込設備、宅内設備の設置工事）
会社は、引込設備の設置工事（以下「引込工事または標準工事」といいます）及び必要に応
じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行うものとし、加入者は、宅内設備を自己負担で
設置（以下「宅内工事」といいます）し所有するものとします。なお、加入者は別表記載の引
込工事費または標準工事費および宅内工事費をご負担いただきます。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受けている加入者
の負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内工事は、原則として申込を取り次いだ代理店または、会社指定の業者で実施していただきま
す。また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 加入者は、会社に無断で宅内設備の改変、補修、増設及び機器などを接続する工事はできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設
備の維持管理を行うものとします。
6 緊急地震速報サービスに係る緊急地震速報専用端末の設置については、本条に準じるものとしま
す。

（引込設備、宅内設備の故障等）
加入者は、放送サービスが受信できなくなったときには、会社または申込を取り次いだ代理店に点
検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備、会社が貸与する機器、C－CAS カードに
故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。会社が貸与する機器
以外の宅内設備及び受信機に故障がある場合には、加入者がその負担で故障設備を修理して
いただきます。
3 前項第 1 項から第 2 項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により有線テレビジョン放
送設備、引込設備、会社が貸与する機器、C－CAS カードが滅失、破損した場合には、その
設備の復元、修理等に要する費用は加入者の負担となります。

（設置場所の無償使用等）
会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地、
及び構築物等を加入者の承諾の上必要最小限において無償で使用出来るものとします。なお、
引込設備およびデジタルホームターミナル等の使用に係る電気は加入者が用意するものとし、そ
の電気料金および消耗品は加入者が負担するものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去
及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協
力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前 1項から2項に関して地主、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、
その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。

（加入契約料金（施設設置負担金））
加入者は、加入契約 1 件あたり別表記載の加入契約料金（施設設置負担金）をお支払いいた
だきます。ただし光施設によるものについては、本条は適用除外とします。
2 会社は、加入促進を行うため、別表の加入契約料金（施設設置負担金）を割引くことがあります。
3 家屋に対し予め加入契約料金（施設設置負担金）が付帯されている場合は不要となります。
4 引込設備、宅内設備済み賃貸共同住宅の共同利用施設であって一時加入契約料金を選択され
る場合は別表記載の一時加入契約料金をお支払いただきます。

（登録料）
加入者は、デジタル放送サービスの利用に際し、別表に定められた登録料をデジタルホームター
ミナル、録画機能付デジタルホームターミナル、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ１台ごとに支払うものとします。

（利用料金）
加入者は、放送サービスの利用に際し、別表に定められた利用料金を会社が貸与した機器 1 台
ごとに支払うものとします。
2 放送法に基づくNHK の放送受信料は加入契約料金（施設設置負担金）､登録料及び利用料金
の中には含まれませんので、加入者は別途 NHK と受信契約を結び放送受信料を支払わなけれ
ばなりません。
3 株式会社 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は、加入契約料金（施設設置負担金）、登
録料及び利用料金の中には含まれませんので、株式会社 WOWOW 有料放送サービスの受信
を希望する加入者は株式会社WOWOWと所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 会社は別表の利用料金をその後の社会情勢の変化あるいは提供するサービス内容拡充等により、
改定することがあります。その場合、事前に加入者にお知らせします。

（利用料金の減免）
会社が（引込設備、宅内設備の故障等）の事由により（放送サービスの種類）に定めるすべ
ての放送サービスを 1 日から末日までの 1ヶ月の中で継続して 10 日以上行わなかった場合には、
その月の利用料金は無料とします。
なお、（提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスの利用）に定めるコ
ンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により本条の規定に関わらず利用料金の支払いを
要します。
2 （放送サービス利用の休止）に基づき、放送サービスの休止をした場合、基本利用料金について
は休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間、ペイチャンネル利用
料金については休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。
3 加入者が身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者、聴覚障害者、
または障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第 5 号の障害等級 1 級または 2 級に該当
する重度のし体不自由者で、住民基本台帳にある家族のいずれかが該当する場合、会社が貸
与する機器を受信機に設置して利用する 1 台目の基本利用料金は別表に定める料金となります。
なお、本項に定める減免条件が消滅した場合、加入者は速やかに当社に届け出るものとします。
4 会社が別に提供するキャッチインターネットサービスにおいて５Ｍｂｐｓコースを除くケーブルインター
ネットサービス タイプ１もしくはＦ５Ｍｂｐｓ/２Ｍｂｐｓコース , Ｆ５Ｍｂｐｓコース , Ｆ１００Ｍｂｐｓコース , Ｆ１
Ｇｂｐｓコース, Ｆ５Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ１００Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ３００Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ１Ｇｂｐｓ（Ｌ）
コースおよびＦ３００Ｍｂｐｓコースを除くネクストインターネットサービスを放送サービスと同時に利用し
た場合、1 台目の基本利用料金にあっては別表記載の割引が適用となります。ただし施設利用
サービスにあってはこの限りではありません。
5 KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを同時に利用した場合、 1
台目の基本利用料金若しくは施設利用サービスにあっては別表記載の割引が適用となります。た
だし光施設にあっては、施設利用サービスを除き、本項のみの適用はいたしません。
6 放送サービスの利用に対し（利用料金の減免）4 項と（利用料金の減免）5 項ともに該当する
場合は（利用料金の減免）4項と（利用料金の減免）5項の割引がそれぞれ適用されます。
7 法人向け緊急地震速報サービスについて、本条 4項より6項は適用除外となります。
8 会社が別に提供するキャッチインターネットサービスにおいてネクストインターネットサービスとソフトバ
ンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスを放送サービスと同時に利用した
場合、（利用料金の減免）4 項は適用されず別表記載の割引が適用となります。ただし、施設
利用サービスおよび光共聴施設によるデジタル放送サービスにあってはこの限りではありません。

（利用料金の計算）
基本利用料金は、放送サービスを受け始めた日から支払うものとし、1 日から末日までの 1ヶ月を
単位として計算し、利用期間により 1ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただ
きます。

2 ペイチャンネル利用料金及び緊急地震速報サービス利用料金は、1 日から末日までの 1ヶ月を単
位として計算し、利用期間が 1ヶ月に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
3 コンテンツサービス利用料金は、1日から末日までの 1ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1ヶ月
に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
なお、加入者がコンテンツを利用するときは、STVB または C＋STB のリモコンを用い、受信機
の画面上にて利用申込をするものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込を撤回し、
又は取り消すことはできないものとします。また、コンテンツの利用を申し込んだ時刻から起算して、
会社が別に定める期間が満了する時刻までに限り、何度でも当該コンテンツを利用することがで
きるものとします。
4 加入者が、（au ID の提供）で提供された「au ID」を利用し、STVB または C＋STB の操作
により各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部（物販系コンテンツ等
に関する債権を除く。）は、会社が KDDI 株式会社から au かんたん決済を通じて、その債権
の譲渡を受け、会社の債権としてお支払いいただきます。

（利用料金等の請求及び支払）
会社は、加入契約締結時に加入契約料金（施設設置負担金）、手続きに関する手数料、登録
料を請求するものとし、利用料金（ペイチャンネル利用料金及び緊急地震速報サービス利用料金、
コンテンツサービス利用料金を含む）については、当月分を翌月に請求するものとします。
2 会社は、加入者が加入契約料金 ( 施設設置負担金 )、手続きに関する手数料、工事費、登録料、
（延滞金）に定める延滞金その他の債務が発生した場合、これを前項の利用料金に合算して請
求します。
3 利用料金その他の支払については、会社と加入者の合意の上、金融機関の自動振替、自動払
込もしくはクレジットカードによるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、利用料
金その他の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発
行しないものとします。

（延滞金）
加入者は、加入契約料金（施設設置負担金）、利用料金、工事費､登録料その他の債務を延
滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利 14．5％の延滞金を
会社に支払うものとします。

（放送サービスの上映及び頒布の禁止）
会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、又、対価の有無にかかわらず、
加入者が会社の放送サービスを公に上映すること、又はその複製物等を頒布することを禁止しま
す。

（不正利用の禁止）
加入者は、会社が貸与する機器（デジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームターミ
ナル、STVB または C＋STB）に接続しサービスの提供を受けることのできる受信機は貸与する
機器台数までとします。
 （1） 加入者は、会社が承諾した設置場所以外の場所で会社が貸与する機器を接続してサービ

スの提供を受けることはできません。
 （2） 会社は、加入者が前 1 項又は 2 項に違反した場合、違反した台数に応じた利用料金相当

額を請求できるものとします。
（禁止事項）

会社から貸与されている機器を加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わず、会社が貸与する機器の本体及びコンピュータプログ
ラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が第 1 項又は第 2 項に違反したと認めた場合、本契約を解除し会社が貸与す
る機器の返還請求が出来るものとします。この場合、加入者は会社からの返還請求日より起算し、
10 日以内に返却する義務を負います。尚、会社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るもの
とします。又、期間を経過して会社が貸与する機器の返却がない場合は、これらの代金相当額
を請求出来るものとします。

（損害賠償）
会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を
賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更等、放送サービスの休止、停止、中断等により加入
者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、天災による引込設
備の破損に伴う家屋等への損害、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
3 会社は、（会社が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスの利用）に定めるコンテ
ンツサービスを提供すべき場合において、会社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ
たときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを会社が認知した時刻から起算
して 10 日間以上提供しなかったときは、そのことを会社が認知した時刻以後の利用できなかった
時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について 24 時間毎に日数を計算し、その加入
者に発生した損害とみなし、その額（基本利用料金）に限って賠償します。
この場合において、会社の故意または重大な過失によりコンテンツサービスの提供をしなかったと
きは、本項の規定は適用しません。
4 前項にかかわらず会社は、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用により発生した加入者と第三者間に生じた
損害（第 14 条 1 項の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む。）、及びＳＴ
ＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者間に生じた損害に対し、
いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

（解約）
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日以前に会社に届け出る
ものとします。
2 加入者は、放送法第 150 条の 3 で定める初期契約解除制度に基づき、会社に対して初期契約
解除を申し出ることができます。この場合、申し出より以前に工事が完了している場合、会社は
別表記載の利用料金、手続きに関する手数料、工事費を除き加入者へ請求できないものとします。

（解除）
会社は、（放送サービスの停止）の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約につい
て、加入者が尚その事実を解消しない場合、その他本契約約款に違反したと認められる場合に
は、加入者に通知催告なしに加入契約を解除することができるものとします。
2 加入者は前項により、加入解除となった場合、会社の施設及び会社が貸与する機器の撤去に同
意するものとし且つ会社が撤去のため敷地内へ立入ることを承諾するものとします。
3 会社は、会社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、放送サービスの提供にかかる
会社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で放送サービスを提供できなくなる場合、
加入契約を解除することがあります。この場合には、会社は、そのことを事前に加入者に通知
するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受けている加入者については、
集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、会
社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
5 会社は加入契約を解除した場合、加入者が別途支払った NHK の放送受信料、株式会社
WOWOWの視聴料金等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、会
社は責任を負わないものとします。

（契約終了時の処置）
会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、会社が貸与する機器を撤
去するものとし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物、アンテナ設備
などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また、引込設備、会社
が貸与した機器の撤去に要する別途会社が定める費用は、加入者の負担となります。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他
の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 加入者は、提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスについて、本条
に定める放送サービスの解約又は解除以前に加入者がＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢのリモコンを用い、
受信機の画面上にて解約申込を行うものとします。なお、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用開始と同時
に自動的に提供されるコンテンツサービスについてはこの限りではありません。

（加入契約料金（施設設置負担金）等の返還）

会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合は、原則として加入契約料金（施設設
置負担金）は返還しないものとします。
3 加入契約が解約になった場合において、既に支払われた基本利用料金に過払い金がある場合に
は、これを払戻します。この場合は、別表に定める基本利用料金前納金を支払った加入者の未
経過期間に対し、払戻しする過払い金は、前納金から経過期間に対する月額による基本利用料
金（経過期間が 6ヶ月以上である場合は、該当 6ヶ月分について 6ヶ月分前納金を支払ったもの
とみなして算出した金額とします。）を差引いた残金とします。

（個人情報）
会社は、加入者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律および会社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 会社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
 （1） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。）
 （2） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
 （3） 個々の加入者に有益と思われる会社のサービスまたは会社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお加入者は会社が
別途定める方法で届け出ることによりこの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができ
ます。

 （4） 加入者から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

 （5） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話
すること。

 （6） 加入者の解約日より1 年間を限度として、前 5 号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

 （7） 加入者の視聴、録画したチャンネル日時および番組内容（以下「視聴履歴」といいます）、Ｓ
ＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人
が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守及び新規サービスの開
発を行うこと。

 （8） 加入者の視聴履歴、Ｃ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録を利用し、利用者の嗜好
にあった情報の提供および勧奨するため。「視聴履歴等の取得と利用について」は別に定め
る。

 （9） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対
し、その事実を回答するため。

 （10） 加入者がダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。またそのサ
ポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。

 （11） その他加入者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 会社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先、提携事業者、特定事
業者及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に預託することができるものとしま
す。
4 会社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条（第三者提供の制限）に該当する
場合、会社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 会社は、加入者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工
したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行の
ために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7 会社は、加入者から会社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた
個人情報開示手数料を徴収できるものとします。

（統計情報の取扱い）
会社は、加入者が放送サービスおよび附帯サービスを利用することによって得られる全ての情報
を管理します。
2 前項に定める情報（個人を特定できる情報は含みません）は、会社が統計・集計等を行い、会
社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3 会社は、加入者の本サービス利用に関する視聴率等の統計情報（個人を特定できる情報は含み
ません）を作成することができます。なお、 当該統計情報およびこれらに基づく情報は会社に帰
属し、加入者は如何なる権利も持たないものとします。

（協議事項）
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意を
もって協議の上、その解決にあたるものとします。

クレジットカード支払いに関する特約
①加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカー
ド会社の規約に基づいて支払うものとします。
②加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。
また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者
が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものと
します。
③加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく
会社にその旨を連絡するものとします。
④会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者
の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の
指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

*ご注意
①（利用料金の減免）4項についてはデジタル放送サービスとキャッチインターネットサービスが、
同一暦月において 1日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものと
し、日割計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、
キャッチインターネットサービスを解除、解約、休止などによりサービスが停止された場合は
適用されないものとします。
②（利用料金の減免）5 項についてはデジタル放送サービス若しくは施設利用サービスと
KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスが、同一暦月にお
いて 1日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割計算
は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブルプラ
ス電話サービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないものとし
ます。
③（利用料金の減免）6 項についてはデジタル放送サービスとキャッチインターネットサービスお
よび KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスが、同一暦月
において 1 日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割
計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブ
ルプラス電話サービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないも
のとします。
④基本利用料金には、ペイチャンネル利用料金、NHK 地上契約受信料、NHK 衛星契約
受信料、株式会社WOWOWの料金は含まれておりません。
⑤（利用料金の減免）3 項に該当の加入者は身体障害者手帳のコピーの提出が必要となりま
す。
⑥同一敷地内でデジタルホームターミナルを複数同時に利用する場合の基本利用料金の請求
については、1．デジタル放送サービスの複数コースが混在する場合は、別表で記載され
た利用料金の一番高いコースを1台目の基本利用料金として請求し2台目以降の基本利用
料金については、それぞれ定められた2台目以降の基本利用料金を請求するものとします。
⑦引込工事費または標準工事費、宅内工事費（基準工事）、登録料については会社所定の
固定料金とします。
⑧自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う引込工事または標準工事および宅内工事費

における固定料金範囲外（基準工事外）の工事費などについては追加費用が必要となり
ます。
⑨引込線の変更、会社が貸与する機器の設置場所の変更、家屋の移設、増改築、休止
および再開工事、解約、解除、撤去等に要する別途会社が定める費用は加入者の負担
となります。その場合の引込工事または標準工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並
びに工事の分担は（引込設備、宅内設備の設置工事）によるものとします。

（1） 加入者
⑩録画機能付デジタルホームターミナルは、設置した日より最低 6ヶ月間利用していただきます。
最低利用期間内に解約もしくは、録画機能付デジタルホームターミナルを使用しない他の
コースへ変更があった場合、解除料として、解約日もしくはコース変更日の属する月と、そ
の翌月から当該最低利用期間満了日の属する月の未経過分に対し、楽録 500 円 /月（税
込 550円 /月）、楽録 1T 600 円 /月（税込 660円 /月）、楽録ブルーレイ2,000 円 /月（税
込 2,200 円 /月）を乗じた金額をお支払いいただきます。
⑪STVB は、キャッチインターネットサービスのうちネクストインターネットを同時利用する場合に
のみ提供いたします。また STVB は設置した日より最低 6 か月間利用していただきます。
最低利用期間内に解約もしくは、STVB を使用しない他のコースへ変更があった場合、
解除料として、解約日もしくはコース変更日の属する月と、その翌月から当該最低利用期間
満了日の属する月の未経過分に対し、1,560 円 / 月（税込 1,716 円 / 月）を乗じた金額を
お支払いいただきます。
⑫加入者は、最低視聴年齢を定めて提供されるチャンネルサービス（以下「最低視聴年齢
制限サービス」といいます）の視聴を申込する場合においては、20 歳以上である加入者
が当社の定める視聴申込書類を当社に提出しなければ当該視聴契約は成立しません。
⑬消費税相当額は、1円未満切り捨てで計算します。なお、税抜額に基づき計算した合計額と、
実際のご請求金額が異なる場合があります。また、税法の改正により消費税等の税率が
変動した場合は、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算するもの
とします。

2 加入者は、最低視聴年齢制限サービスを視聴する場合においては、加入者の同一世帯におけ
る最低視聴年齢に満たない者の年齢および暗証番号を事前にデジタルホームターミナルに登録
し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号を入力しなければなりません。
3 加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないように、厳格に管理しなければ
なりません。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定する本サービスを利用したことに起
因する不利益については、当社は、一切の責任を負わないものとします。
（経過措置）施設利用サービスにあっては地上アナログ波電波障害対策世帯に対してのみ提供
できるものとし、平成 25 年 7月31日までの間、利用料金を徴収しないものとします。

（反社会勢力の排除）
加入者は、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの
とします。
 （1） 暴力団
 （2） 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
 （3） 暴力団準構成員
 （4） 暴力団関係企業
 （5） 総会屋等
 （6） 社会運動等標ぼうゴロ
 （7） 特殊知能暴力集団等
 （8） 前各号の共生者
 （9） その他前各号に準ずる者
2 加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確
約するものとします。
 （1） 暴力的な要求行為
 （2） 法的な責任を超えた不当な要求
 （3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 （4） 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて会社の信用を毀損し、業務を妨害する行

為
 （5） その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、放送サービスを締結すること、または継続することが不適切であ
ると会社が認める場合、会社は責任等を負うことなく、加入者の申込みを承諾しないこと、また
は催告なしに放送サービスの契約を解除することができるものとします。
 （1） 加入者が第 1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
 （2） 加入者が第 2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
 （3） 加入者が第 1 項または第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した

とき
 （4） 加入者が前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回

答をしたとき

（本契約約款は抜粋であり、全文を閲覧されたい方は、キャッチホームページまたは当社窓口で
ご覧ください。）　

放送サービス契約約款（抜粋）
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2017 年 12月1日より、以下の通り改定いたします。

（加入者の単位）
加入契約は引込設備 1回線ごとに締結するものとします。

２ 引込設備 1 回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として各世帯、又は各
企業ごとに加入契約を締結するものとします。

（加入契約の成立）
加入契約は原則として、加入申込者が所定の加入申込書を会社又は代理店に提出した日に成
立するものとします。ただし、会社が審査し本条 2 項に該当する場合は契約を承諾しない場合
があります。なお、加入契約の申込に際し、放送サービスの提供を HFC 施設または光施設の
いずれによるかの判断は会社が行うものとします。

２ 会社は、次の場合には加入契約を承諾しないことがあります。
 （1） 加入申込について、引込設備及び宅内設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困

難な場合。
 （2） 加入申込について、引込設備の設置又は、保守することが著しく高額な場合。
 （3） 加入申込者が放送サービスの料金又は工事費、登録料の支払いを怠る恐れがある場合。
 （4） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを設置する放送サービスの利用に当たり、以下に同意いただけない場

合。
 ・ＫＤＤＩ株式会社が定める「ａｕ ＩＤ利用規約」
 ・別記（第 14 条関係）の提携事業者が定める規約等
 （5） （反社会勢力の排除）第 3 項その他放送サービスに関する会社の業務の遂行上著しい支

障がある場合。
（B－CASカードの取扱いについて）

デジタル放送用 IC カード（以下「B－CAS カード」という。）に関する取扱いについては、B－
CAS社の「B－CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

（放送サービスの種類）
当社が定めるサービスにおけるチャンネルの組み合わせは変更され、またはこれらに含まれている
チャンネルが終了する場合があります。かかる場合、会社はその責任を負いません。

（デジタルペイチャンネルの利用）
加入者はデジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用すること
はできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用することができるものとし、
月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。

（緊急地震速報サービスの利用）
加入者はデジタルベーシックチャンネル、施設利用サービス若しくは地デジ・BS パススルーサービ
スを利用せずに、緊急地震速報サービスのみを利用することはできません。（ただし法人向け緊
急地震速報サービスはこの限りではありません）
2 緊急地震速報サービスは、（放送サービス利用の休止）に定める休止の取扱いはいたしません。
3 本サービスの利用にあたっては、本約款並びに別に定める利用規約を遵守いただきます。

（放送内容の変更等）
会社は、次の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
 （1） 天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
 （2） その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。

（放送サービス利用の休止）
加入者は、1ヶ月以上の増改築、転勤等やむをえない事由が発生した場合、事前に会社へ届
け出て放送サービスの利用を一定期間休止することが出来ます。但し、この休止期間は、1 日
から末日までの 1ヶ月を単位とし 1 回につき12ヶ月を限度とします。なお、12ヶ月を越える場合の
取扱いについて並びに休止事由については、加入者と会社がその都度協議し会社が認めた場
合に限ります。その場合、会社は貸与した機器を休止期間中回収するものとします。
2 デジタルベーシックサービスの休止期間中、施設利用サービスのみをご利用される場合は、会社
が認めた場合に限り会社の幹線利用料として 400 円／月（税込 440 円／月）を加入者が負担
するものとします。ただし、施設利用サービスの加入者はこの限りではありません。
3 加入者は、提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスについて、本条
に定める放送サービスの休止以前に加入者がＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢのリモコンを用い、受信機の
画面上にて解約申込を行うものとします。なお、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用開始と同時に自動的
に提供されるコンテンツサービスについてはこの限りではありません。

（放送サービスの中断）
会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
 （1） 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
 （2） 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、
非常事態又は緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。

（放送サービスの停止）
会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社の定める期間デジタルベーシック
チャンネル、デジタルペイチャンネル、緊急地震速報サービス、施設利用サービス、地デジ・BS
パススルーサービス若しくはその全てを停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合
の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
 （1） 加入契約料金 ( 施設設置負担金 )、利用料金、工事費、登録料、延滞金、その他この約

款の規定によりお支払いいただくことになった債務（以下「債務」といいます）について支
払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。

 （2） （放送サービスの上映及び頒布の禁止）の規定に違反した場合。
2 会社は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、
停止をしようとする日及び期間を加入者に連絡します。

（デジタルホームターミナル）
会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機 1 台ごとにデジタルホームター
ミナル（リモートコントローラーは除く）を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料
金に含まれるものとします。ただし施設利用サービスもしくは地デジ・BS パススルーサービスを除
きます。

（録画機能付デジタルホームターミナル）
会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機 1 台ごとに録画機能付デジタ
ルホームターミナル（リモートコントローラーは除く）を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は
基本利用料金の付加料金とします。
2 会社は、録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・
編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害について
は、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
3 加入者は、録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、故障に備えて、録画・編集したデー
タを他の媒体に移動又は複製するものとし、会社はその責任を負わないものとします。
4 会社は、録画機能付デジタルホームターミナルを修理、交換する場合、録画機能付デジタルホー
ムターミナルを回収します。その際、利用者は、録画・編集したデータについての一切の権利を
放棄するものとし、会社はその補償を行わないものとします。

（C－CASカード）
会社は、C－CAS カードを必要とするデジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームター
ミナル、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを利用する加入者へ、C－CASカードを貸与するものとします。また、
会社は必要に応じて、加入者にC－CASカードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C－CAS カードは会社に帰属し、会社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、
それが行われたことによる会社及び第 3 者に及ぼされた損害及び利益損失については、加入者
が賠償するものとします。
3 加入者が故意または過失によりC－CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損
害分を会社に支払うものとします。

（緊急地震速報専用端末）
会社は、加入者に対し、緊急地震速報サービスを希望するごとに緊急地震速報専用端末を 1

台ずつ貸与するものとします。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者は、取扱説明書等に記載されている方法により、緊急地震速報専用端末の正常動作の
確認を定期的に行うものとします。
4 加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、
また、紛失および修理不能による場合は、別に定める機器損害金を適用し、それぞれ会社に支
払うものとします。
5 加入者は、会社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業、動作テス
ト等の実施に同意し、協力するものとします。
6 外部音声出力端子及び外部機器制御端子付の緊急地震速報専用端末については、その端子
以降に接続される配線及び機器については加入者の負担で設置及び維持するものとします。

（引込設備、宅内設備の設置工事）
会社は、引込設備の設置工事（以下「引込工事または標準工事」といいます）及び必要に応
じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行うものとし、加入者は、宅内設備を自己負担で
設置（以下「宅内工事」といいます）し所有するものとします。なお、加入者は別表記載の引
込工事費または標準工事費および宅内工事費をご負担いただきます。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受けている加入者
の負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内工事は、原則として申込を取り次いだ代理店または、会社指定の業者で実施していただきま
す。また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 加入者は、会社に無断で宅内設備の改変、補修、増設及び機器などを接続する工事はできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設
備の維持管理を行うものとします。
6 緊急地震速報サービスに係る緊急地震速報専用端末の設置については、本条に準じるものとしま
す。

（引込設備、宅内設備の故障等）
加入者は、放送サービスが受信できなくなったときには、会社または申込を取り次いだ代理店に点
検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備、会社が貸与する機器、C－CAS カードに
故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。会社が貸与する機器
以外の宅内設備及び受信機に故障がある場合には、加入者がその負担で故障設備を修理して
いただきます。
3 前項第 1 項から第 2 項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により有線テレビジョン放
送設備、引込設備、会社が貸与する機器、C－CAS カードが滅失、破損した場合には、その
設備の復元、修理等に要する費用は加入者の負担となります。

（設置場所の無償使用等）
会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地、
及び構築物等を加入者の承諾の上必要最小限において無償で使用出来るものとします。なお、
引込設備およびデジタルホームターミナル等の使用に係る電気は加入者が用意するものとし、そ
の電気料金および消耗品は加入者が負担するものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去
及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協
力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前 1項から2項に関して地主、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、
その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。

（加入契約料金（施設設置負担金））
加入者は、加入契約 1 件あたり別表記載の加入契約料金（施設設置負担金）をお支払いいた
だきます。ただし光施設によるものについては、本条は適用除外とします。
2 会社は、加入促進を行うため、別表の加入契約料金（施設設置負担金）を割引くことがあります。
3 家屋に対し予め加入契約料金（施設設置負担金）が付帯されている場合は不要となります。
4 引込設備、宅内設備済み賃貸共同住宅の共同利用施設であって一時加入契約料金を選択され
る場合は別表記載の一時加入契約料金をお支払いただきます。

（登録料）
加入者は、デジタル放送サービスの利用に際し、別表に定められた登録料をデジタルホームター
ミナル、録画機能付デジタルホームターミナル、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ１台ごとに支払うものとします。

（利用料金）
加入者は、放送サービスの利用に際し、別表に定められた利用料金を会社が貸与した機器 1 台
ごとに支払うものとします。
2 放送法に基づくNHK の放送受信料は加入契約料金（施設設置負担金）､登録料及び利用料金
の中には含まれませんので、加入者は別途 NHK と受信契約を結び放送受信料を支払わなけれ
ばなりません。
3 株式会社 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は、加入契約料金（施設設置負担金）、登
録料及び利用料金の中には含まれませんので、株式会社 WOWOW 有料放送サービスの受信
を希望する加入者は株式会社WOWOWと所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 会社は別表の利用料金をその後の社会情勢の変化あるいは提供するサービス内容拡充等により、
改定することがあります。その場合、事前に加入者にお知らせします。

（利用料金の減免）
会社が（引込設備、宅内設備の故障等）の事由により（放送サービスの種類）に定めるすべ
ての放送サービスを 1 日から末日までの 1ヶ月の中で継続して 10 日以上行わなかった場合には、
その月の利用料金は無料とします。
なお、（提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスの利用）に定めるコ
ンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により本条の規定に関わらず利用料金の支払いを
要します。
2 （放送サービス利用の休止）に基づき、放送サービスの休止をした場合、基本利用料金について
は休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間、ペイチャンネル利用
料金については休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。
3 加入者が身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者、聴覚障害者、
または障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第 5 号の障害等級 1 級または 2 級に該当
する重度のし体不自由者で、住民基本台帳にある家族のいずれかが該当する場合、会社が貸
与する機器を受信機に設置して利用する 1 台目の基本利用料金は別表に定める料金となります。
なお、本項に定める減免条件が消滅した場合、加入者は速やかに当社に届け出るものとします。
4 会社が別に提供するキャッチインターネットサービスにおいて５Ｍｂｐｓコースを除くケーブルインター
ネットサービス タイプ１もしくはＦ５Ｍｂｐｓ/２Ｍｂｐｓコース , Ｆ５Ｍｂｐｓコース , Ｆ１００Ｍｂｐｓコース , Ｆ１
Ｇｂｐｓコース, Ｆ５Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ１００Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ３００Ｍｂｐｓ（Ｌ）コース, Ｆ１Ｇｂｐｓ（Ｌ）
コースおよびＦ３００Ｍｂｐｓコースを除くネクストインターネットサービスを放送サービスと同時に利用し
た場合、1 台目の基本利用料金にあっては別表記載の割引が適用となります。ただし施設利用
サービスにあってはこの限りではありません。
5 KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを同時に利用した場合、 1
台目の基本利用料金若しくは施設利用サービスにあっては別表記載の割引が適用となります。た
だし光施設にあっては、施設利用サービスを除き、本項のみの適用はいたしません。
6 放送サービスの利用に対し（利用料金の減免）4 項と（利用料金の減免）5 項ともに該当する
場合は（利用料金の減免）4項と（利用料金の減免）5項の割引がそれぞれ適用されます。
7 法人向け緊急地震速報サービスについて、本条 4項より6項は適用除外となります。
8 会社が別に提供するキャッチインターネットサービスにおいてネクストインターネットサービスとソフトバ
ンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスを放送サービスと同時に利用した
場合、（利用料金の減免）4 項は適用されず別表記載の割引が適用となります。ただし、施設
利用サービスおよび光共聴施設によるデジタル放送サービスにあってはこの限りではありません。

（利用料金の計算）
基本利用料金は、放送サービスを受け始めた日から支払うものとし、1 日から末日までの 1ヶ月を
単位として計算し、利用期間により 1ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただ
きます。

2 ペイチャンネル利用料金及び緊急地震速報サービス利用料金は、1 日から末日までの 1ヶ月を単
位として計算し、利用期間が 1ヶ月に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
3 コンテンツサービス利用料金は、1日から末日までの 1ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1ヶ月
に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
なお、加入者がコンテンツを利用するときは、STVB または C＋STB のリモコンを用い、受信機
の画面上にて利用申込をするものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込を撤回し、
又は取り消すことはできないものとします。また、コンテンツの利用を申し込んだ時刻から起算して、
会社が別に定める期間が満了する時刻までに限り、何度でも当該コンテンツを利用することがで
きるものとします。
4 加入者が、（au ID の提供）で提供された「au ID」を利用し、STVB または C＋STB の操作
により各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部（物販系コンテンツ等
に関する債権を除く。）は、会社が KDDI 株式会社から au かんたん決済を通じて、その債権
の譲渡を受け、会社の債権としてお支払いいただきます。

（利用料金等の請求及び支払）
会社は、加入契約締結時に加入契約料金（施設設置負担金）、手続きに関する手数料、登録
料を請求するものとし、利用料金（ペイチャンネル利用料金及び緊急地震速報サービス利用料金、
コンテンツサービス利用料金を含む）については、当月分を翌月に請求するものとします。
2 会社は、加入者が加入契約料金 ( 施設設置負担金 )、手続きに関する手数料、工事費、登録料、
（延滞金）に定める延滞金その他の債務が発生した場合、これを前項の利用料金に合算して請
求します。
3 利用料金その他の支払については、会社と加入者の合意の上、金融機関の自動振替、自動払
込もしくはクレジットカードによるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、利用料
金その他の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発
行しないものとします。

（延滞金）
加入者は、加入契約料金（施設設置負担金）、利用料金、工事費､登録料その他の債務を延
滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利 14．5％の延滞金を
会社に支払うものとします。

（放送サービスの上映及び頒布の禁止）
会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、又、対価の有無にかかわらず、
加入者が会社の放送サービスを公に上映すること、又はその複製物等を頒布することを禁止しま
す。

（不正利用の禁止）
加入者は、会社が貸与する機器（デジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームターミ
ナル、STVB または C＋STB）に接続しサービスの提供を受けることのできる受信機は貸与する
機器台数までとします。
 （1） 加入者は、会社が承諾した設置場所以外の場所で会社が貸与する機器を接続してサービ

スの提供を受けることはできません。
 （2） 会社は、加入者が前 1 項又は 2 項に違反した場合、違反した台数に応じた利用料金相当

額を請求できるものとします。
（禁止事項）

会社から貸与されている機器を加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わず、会社が貸与する機器の本体及びコンピュータプログ
ラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が第 1 項又は第 2 項に違反したと認めた場合、本契約を解除し会社が貸与す
る機器の返還請求が出来るものとします。この場合、加入者は会社からの返還請求日より起算し、
10 日以内に返却する義務を負います。尚、会社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るもの
とします。又、期間を経過して会社が貸与する機器の返却がない場合は、これらの代金相当額
を請求出来るものとします。

（損害賠償）
会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を
賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更等、放送サービスの休止、停止、中断等により加入
者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、天災による引込設
備の破損に伴う家屋等への損害、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
3 会社は、（会社が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスの利用）に定めるコンテ
ンツサービスを提供すべき場合において、会社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ
たときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを会社が認知した時刻から起算
して 10 日間以上提供しなかったときは、そのことを会社が認知した時刻以後の利用できなかった
時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について 24 時間毎に日数を計算し、その加入
者に発生した損害とみなし、その額（基本利用料金）に限って賠償します。
この場合において、会社の故意または重大な過失によりコンテンツサービスの提供をしなかったと
きは、本項の規定は適用しません。
4 前項にかかわらず会社は、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用により発生した加入者と第三者間に生じた
損害（第 14 条 1 項の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む。）、及びＳＴ
ＶＢまたはＣ＋ＳＴＢを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者間に生じた損害に対し、
いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

（解約）
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日以前に会社に届け出る
ものとします。
2 加入者は、放送法第 150 条の 3 で定める初期契約解除制度に基づき、会社に対して初期契約
解除を申し出ることができます。この場合、申し出より以前に工事が完了している場合、会社は
別表記載の利用料金、手続きに関する手数料、工事費を除き加入者へ請求できないものとします。

（解除）
会社は、（放送サービスの停止）の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約につい
て、加入者が尚その事実を解消しない場合、その他本契約約款に違反したと認められる場合に
は、加入者に通知催告なしに加入契約を解除することができるものとします。
2 加入者は前項により、加入解除となった場合、会社の施設及び会社が貸与する機器の撤去に同
意するものとし且つ会社が撤去のため敷地内へ立入ることを承諾するものとします。
3 会社は、会社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、放送サービスの提供にかかる
会社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で放送サービスを提供できなくなる場合、
加入契約を解除することがあります。この場合には、会社は、そのことを事前に加入者に通知
するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受けている加入者については、
集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、会
社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
5 会社は加入契約を解除した場合、加入者が別途支払った NHK の放送受信料、株式会社
WOWOWの視聴料金等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、会
社は責任を負わないものとします。

（契約終了時の処置）
会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、会社が貸与する機器を撤
去するものとし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物、アンテナ設備
などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また、引込設備、会社
が貸与した機器の撤去に要する別途会社が定める費用は、加入者の負担となります。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他
の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 加入者は、提携事業者が提供するＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢ向けコンテンツサービスについて、本条
に定める放送サービスの解約又は解除以前に加入者がＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢのリモコンを用い、
受信機の画面上にて解約申込を行うものとします。なお、ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの利用開始と同時
に自動的に提供されるコンテンツサービスについてはこの限りではありません。

（加入契約料金（施設設置負担金）等の返還）

会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合は、原則として加入契約料金（施設設
置負担金）は返還しないものとします。
3 加入契約が解約になった場合において、既に支払われた基本利用料金に過払い金がある場合に
は、これを払戻します。この場合は、別表に定める基本利用料金前納金を支払った加入者の未
経過期間に対し、払戻しする過払い金は、前納金から経過期間に対する月額による基本利用料
金（経過期間が 6ヶ月以上である場合は、該当 6ヶ月分について 6ヶ月分前納金を支払ったもの
とみなして算出した金額とします。）を差引いた残金とします。

（個人情報）
会社は、加入者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律および会社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 会社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
 （1） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。）
 （2） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
 （3） 個々の加入者に有益と思われる会社のサービスまたは会社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお加入者は会社が
別途定める方法で届け出ることによりこの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができ
ます。

 （4） 加入者から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

 （5） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話
すること。

 （6） 加入者の解約日より1 年間を限度として、前 5 号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

 （7） 加入者の視聴、録画したチャンネル日時および番組内容（以下「視聴履歴」といいます）、Ｓ
ＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人
が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守及び新規サービスの開
発を行うこと。

 （8） 加入者の視聴履歴、Ｃ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録を利用し、利用者の嗜好
にあった情報の提供および勧奨するため。「視聴履歴等の取得と利用について」は別に定め
る。

 （9） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対
し、その事実を回答するため。

 （10） 加入者がダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。またそのサ
ポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。

 （11） その他加入者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 会社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先、提携事業者、特定事
業者及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に預託することができるものとしま
す。
4 会社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条（第三者提供の制限）に該当する
場合、会社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 会社は、加入者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工
したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行の
ために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7 会社は、加入者から会社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた
個人情報開示手数料を徴収できるものとします。

（統計情報の取扱い）
会社は、加入者が放送サービスおよび附帯サービスを利用することによって得られる全ての情報
を管理します。
2 前項に定める情報（個人を特定できる情報は含みません）は、会社が統計・集計等を行い、会
社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3 会社は、加入者の本サービス利用に関する視聴率等の統計情報（個人を特定できる情報は含み
ません）を作成することができます。なお、 当該統計情報およびこれらに基づく情報は会社に帰
属し、加入者は如何なる権利も持たないものとします。

（協議事項）
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意を
もって協議の上、その解決にあたるものとします。

クレジットカード支払いに関する特約
①加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカー
ド会社の規約に基づいて支払うものとします。
②加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。
また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者
が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものと
します。
③加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく
会社にその旨を連絡するものとします。
④会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者
の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の
指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

*ご注意
①（利用料金の減免）4項についてはデジタル放送サービスとキャッチインターネットサービスが、
同一暦月において 1日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものと
し、日割計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、
キャッチインターネットサービスを解除、解約、休止などによりサービスが停止された場合は
適用されないものとします。
②（利用料金の減免）5 項についてはデジタル放送サービス若しくは施設利用サービスと
KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスが、同一暦月にお
いて 1日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割計算
は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブルプラ
ス電話サービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないものとし
ます。
③（利用料金の減免）6 項についてはデジタル放送サービスとキャッチインターネットサービスお
よび KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスが、同一暦月
において 1 日から末日までの 1ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割
計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブ
ルプラス電話サービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないも
のとします。
④基本利用料金には、ペイチャンネル利用料金、NHK 地上契約受信料、NHK 衛星契約
受信料、株式会社WOWOWの料金は含まれておりません。
⑤（利用料金の減免）3 項に該当の加入者は身体障害者手帳のコピーの提出が必要となりま
す。
⑥同一敷地内でデジタルホームターミナルを複数同時に利用する場合の基本利用料金の請求
については、1．デジタル放送サービスの複数コースが混在する場合は、別表で記載され
た利用料金の一番高いコースを1台目の基本利用料金として請求し2台目以降の基本利用
料金については、それぞれ定められた2台目以降の基本利用料金を請求するものとします。
⑦引込工事費または標準工事費、宅内工事費（基準工事）、登録料については会社所定の
固定料金とします。
⑧自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う引込工事または標準工事および宅内工事費

における固定料金範囲外（基準工事外）の工事費などについては追加費用が必要となり
ます。
⑨引込線の変更、会社が貸与する機器の設置場所の変更、家屋の移設、増改築、休止
および再開工事、解約、解除、撤去等に要する別途会社が定める費用は加入者の負担
となります。その場合の引込工事または標準工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並
びに工事の分担は（引込設備、宅内設備の設置工事）によるものとします。

（1） 加入者
⑩録画機能付デジタルホームターミナルは、設置した日より最低 6ヶ月間利用していただきます。
最低利用期間内に解約もしくは、録画機能付デジタルホームターミナルを使用しない他の
コースへ変更があった場合、解除料として、解約日もしくはコース変更日の属する月と、そ
の翌月から当該最低利用期間満了日の属する月の未経過分に対し、楽録 500 円 /月（税
込 550円 /月）、楽録 1T 600 円 /月（税込 660円 /月）、楽録ブルーレイ2,000 円 /月（税
込 2,200 円 /月）を乗じた金額をお支払いいただきます。
⑪STVB は、キャッチインターネットサービスのうちネクストインターネットを同時利用する場合に
のみ提供いたします。また STVB は設置した日より最低 6 か月間利用していただきます。
最低利用期間内に解約もしくは、STVB を使用しない他のコースへ変更があった場合、
解除料として、解約日もしくはコース変更日の属する月と、その翌月から当該最低利用期間
満了日の属する月の未経過分に対し、1,560 円 / 月（税込 1,716 円 / 月）を乗じた金額を
お支払いいただきます。
⑫加入者は、最低視聴年齢を定めて提供されるチャンネルサービス（以下「最低視聴年齢
制限サービス」といいます）の視聴を申込する場合においては、20 歳以上である加入者
が当社の定める視聴申込書類を当社に提出しなければ当該視聴契約は成立しません。
⑬消費税相当額は、1円未満切り捨てで計算します。なお、税抜額に基づき計算した合計額と、
実際のご請求金額が異なる場合があります。また、税法の改正により消費税等の税率が
変動した場合は、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算するもの
とします。

2 加入者は、最低視聴年齢制限サービスを視聴する場合においては、加入者の同一世帯におけ
る最低視聴年齢に満たない者の年齢および暗証番号を事前にデジタルホームターミナルに登録
し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号を入力しなければなりません。
3 加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないように、厳格に管理しなければ
なりません。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定する本サービスを利用したことに起
因する不利益については、当社は、一切の責任を負わないものとします。
（経過措置）施設利用サービスにあっては地上アナログ波電波障害対策世帯に対してのみ提供
できるものとし、平成 25 年 7月31日までの間、利用料金を徴収しないものとします。

（反社会勢力の排除）
加入者は、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの
とします。
 （1） 暴力団
 （2） 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
 （3） 暴力団準構成員
 （4） 暴力団関係企業
 （5） 総会屋等
 （6） 社会運動等標ぼうゴロ
 （7） 特殊知能暴力集団等
 （8） 前各号の共生者
 （9） その他前各号に準ずる者
2 加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確
約するものとします。
 （1） 暴力的な要求行為
 （2） 法的な責任を超えた不当な要求
 （3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 （4） 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて会社の信用を毀損し、業務を妨害する行

為
 （5） その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、放送サービスを締結すること、または継続することが不適切であ
ると会社が認める場合、会社は責任等を負うことなく、加入者の申込みを承諾しないこと、また
は催告なしに放送サービスの契約を解除することができるものとします。
 （1） 加入者が第 1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
 （2） 加入者が第 2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
 （3） 加入者が第 1 項または第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した

とき
 （4） 加入者が前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回

答をしたとき

（本契約約款は抜粋であり、全文を閲覧されたい方は、キャッチホームページまたは当社窓口で
ご覧ください。）　
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2017 年 12月21日より、以下の通り改定いたします。

（申込の承諾）
当社は、キャッチインターネット申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾するものとします。
ただし、当社が審査し次項の規定に定める内容に該当する場合は、申込を承諾しない場合があ
ります。
2 当社は、次の場合には、キャッチインターネット申込を承諾しないことがあります。
 （1） キャッチインターネット契約者回線にあっては、それを設置し、又は保守することが技術上著

しく困難なとき。
 （2） キャッチインターネット申込みをした者がキャッチインターネットサービスの料金又は工事に関す

る費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 （３）（反社会勢力の排除）その他、当社の業務の遂行上支障があるとき。

（最低利用期間）
当社が提供するサービスについては、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、契約者回線の提供を開始した日から起算して3ヶ月間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、
料金表に規定する額を支払っていただきます。

（品目の変更）
契約者は、当社が別に定めるところによりサービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、（申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。

（契約者回線の移転）
契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、（申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。

（契約者回線の利用休止）
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線（利用開始後 30 日以上経過したものに
限ります。以下この条において同じとします。）の利用休止（休止再開を条件に、契約者回線を
撤去すること。以下同じとします。）を行います。
2 契約者回線の利用休止期間（当該契約者回線を利用できないようにした日から、利用できるよう
にした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）は、30日を超えるものとし、1 年を限度
とします。なお、1 年を越える場合の利用休止の取り扱いについては、当社が認めた場合に限り
ます。
3 利用休止期間または前項の最長期間が満了したとき、利用休止は終了し、本サービスの提供が
再開されます。なお、正当な理由が認められる場合を除き、再開後 1 年以内に再度の利用休
止はできません。
4 当社は、契約者回線の利用を休止している契約者から再利用の請求があった場合には、（申込
の承諾）の規定に準じて取り扱います。

（契約者が行う契約の解除）
契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ取扱所に書面により通知してい
ただきます。
2 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたし
ます。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、
契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

（当社が行う契約の解除）
当社は、次の場合には、その契約者回線に係る契約を解除することがあります。
 （1） （利用停止）第 1 項の規定により利用停止された契約者回線について、契約者がなおその

事実を解消しないとき。
 （2） その契約者回線が（申込の承諾）第 2項第 3号の規定に該当することとなったとき。
 （3） 電力・電話の無電柱化等、当社、契約者いずれの責めに帰すべからざる理由により当社

電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービスの継続ができない
とき。

2 当社は、契約者が（利用停止）第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実
が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかか
わらず、契約者回線の利用停止をしないでその契約者回線に係る契約を解除することがありま
す。
3 当社は、前 2 項の規定によりその契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを
お知らせします。
4 第 1 項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いた
します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、
契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

（施設の所有区分）
当社及び契約者の施設所有区分は次の通りとします。
 （1） 取扱所交換設備から保安器出力端子、若しくは成端箱までの施設は、当社の施設とします。
 （2） 接続機器を除き、保安器出力端子、若しくは成端箱以降の施設は契約者の施設とします。

また、契約者は設置の際の使用機器、工法について、当社の指示に従っていただきます。
 （3） 集合住宅等の共同引込の場合は、接続機器を除き、契約者施設室内のテレビ端子以降を

契約者の施設とします。なお、契約者施設室内のテレビ端子以前の施設については、別途
締結する集合住宅等導入に関する契約によります。

（接続機器の提供等）
当社は、当社接続機器を、原則として、契約者が指定する場所に設置します。
2 契約者は、接続機器の交換は請求できません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありま
せん。
3 契約者は、契約の解除があったときは、接続機器を当社に返還していただきます。

（当社の電気通信回線の接続）
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介
して、契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をす
ることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、そ
の接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するた
めの事項について記載した当社所定の書面を取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る
電気通信回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合を除いて、その請
求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信に
ついて、その品質を保証しません。

（利用中止）
当社は、次の場合には、サービスの利用を中止することがあります。
 （1） 当社電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
 （2） （サービスの利用の制限）の規定により、サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社
が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありま
せん。
（注）本条第 2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
 （1） 当社ホームページへの掲載
 （2） 電子メール若しくは郵便による通知

（利用停止）
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3ヶ月以内で当社が定める期間（サービスの
料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなったサービスの料金、工事
に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）
が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、そのサービスの利用を
停止することがあります。
 （1） 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
 （2） （利用に係る契約者の義務）又は（他人に使用させる場合の契約者の義務）の規定に違反

したとき。
2 当社は、前項の規定により、サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、利
用停止する日及び期間を契約者にお知らせします。

（サービスの利用の制限）
1 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設
備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
2 当社は、サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用い
て行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
3 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、
当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童
ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、キャッチインターネット契約者の接続先
サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
4 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報
についても閲覧できない状態に置く場合があります。
5 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを
対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合
に限り行います。

（料金及び工事に関する費用）
当社が提供するサービスの料金、手続きに関する料金は、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するサービスの工事に関する費用は、工事費とし、別に定めるところによります。

（利用料金の減免）
ＫＤＤＩ株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを同時に利用した場合、
別表記載の定額利用料から別表記載の割引を致します。
但し、キャッチインターネットサービス契約のうち、ネクストインターネットについては光共聴施設を除
き本条は適用されないものとします。
また 1 のキャッチインターネットサービス契約のうちケーブルインターネットおよび光共聴施設におけ
るネクストインターネットに対し、当社が提供する放送サービスも同時に利用した場合は適用となり
ません。
2  1 のキャッチインターネットサービス契約のうちネクストインターネットに対し、ＫＤＤＩ株式会社より当社
を介して提供するケーブルプラス電話サービスの契約を複数締結する場合、別表記載の定額利
用料から別表記載の割引を致します。

（料金の支払義務）
契約者は、その契約に基づいて当社がサービスの提供を開始した翌日又は付加機能の提供を開
始した日（接続機器の提供についてはその提供を開始した日）から起算して契約の解除（接続
機器についてはその廃止があった日）又は付加機能の契約の解除があった日までの期間（提供
を開始した日と解除等があった日と同一の日である場合は、1日間とします。）について、料金表に
規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりサービスを利用することができない状態が生じたと
きの料金の支払いは、次によります。
 （1） 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
 ア 利用の一時中断をしたとき。
 イ 利用停止があったとき。

 （2） 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、サービスを利用できな
かった期間中の料金を支払っていただきます。

（手続きに関する料金の支払義務）
契約者は、サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定す
る手続きに関する料金の支払いを要します。

（付加機能に関する料金の支払義務）
契約者は、サービスに係る付加機能の提供の申込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表
に規定する付加機能に関する料金の支払いを要します。

（工事費の支払義務）
契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別に規定する
工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解
除等」といいます。）があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が
支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその工事
に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担
して頂きます。この場合において、負担を要する額は、その費用の額に消費税相当額を加算し
た額とします。

（料金の計算等）
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表に定めるところによ
ります。

（割増金）
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、
その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消費税相当額
を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

（遅延損害金）
契約者は、料金その他の債務（遅延損害金を除きます。）について支払期日を経過してもなお
支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、
年 14.5% の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法により支払って
いただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この
限りでありません。

（契約者の切分責任）
契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、
契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設
備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、サービス取扱所において当社
が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、
契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通
信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負
担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

（責任の制限）
当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしな
かったときは、そのサービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全て
の通信に著しい支障を生じ、全く利用できない状態と同じ程度の状態を含みます。以下この条に
おいて同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、（料金の支払義務）第 2 項
第 2 号の表の 1 欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠
償します。
2 前項の場合において、当社は、サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻
以後のその状態が連続した時間（（料金の支払義務）第 2 項第 2 号の表の 1 欄に規定する時
間の倍数である部分に限ります。）に対応するそのサービスに係る料金額（そのサービスの一部
が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額）を発生した損害とみなし、その額
に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりサービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しま
せん。
（注）本条第 2 項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の
算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。

（免責）
当社は、サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たっ
て、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得な
い理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。

（承諾の限界）
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困
難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その
請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した契約者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の規定がある場合には、その定めるところによります。

（利用に係る契約者の義務）
契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、
若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないことを守っていただきます。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定す
る日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 別途定めるキャッチインターネットサービス利用規約を遵守いただきます。

（他人に使用させる場合の契約者の義務）
契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、
前条のほか次のことを守っていただきます。
 （1） 契約者は、前条の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当

社が契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対しての
責任を負っていただきます。

 （2） 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費
用のうち、その電気通信設備を使用する者の使用によるものについて、当社に対して支払
いの責任を負っていただきます。

（契約者回線の設置場所の提供等）
当社は、当社電気通信設備を設置する為に必要最小限の範囲において、契約者が所有、もし
くは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させていただきます。
2 契約者は、契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内にお
いて、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望すると
きは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
3 契約者は、契約の締結について賃貸借人その他利害関係人がある場合、事前に必要な承諾を
得るものとし、契約に関し責任を負っていただきます。

（契約者からの電気の提供）
当社が契約に基づき設置する接続機器に必要な電気は、契約者から提供していただきます。ま
た当社が契約に基づき設置する電気通信設備に伴い電気が必要な場合は契約者に提供してい
ただきます。

（通信の秘密）
当社は、電気通信事業法第 4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条（令状による捜索）その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関す
る法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行
われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとし
ます。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条
（発信者情報の開示請求等）に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該
開示請求の範囲で第 1項の守秘義務を負わないものとします。

（個人情報）
当社は、契約者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。

 （1） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守・サポート対応等を含みます）
 （2） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
 （3） 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が
別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることがで
きます。

 （4） 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

 （5） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話
すること。

 （6） 契約者の解約日より1 年間を限度として、前 5 号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

 （7） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個
人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守及び新規サービスの
開発を行うこと。

 （8） Ｃ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録を利用し、利用者の嗜好にあった情報の提供
および勧奨するため。「視聴履歴等の取得と利用について」は別に定める。

 （9） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対
し、その事実を回答するため。

 （10）契約者がＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢにダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理
をするため。またそのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。

 （11）その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができる
ものとします。
4 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示、提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律第 23条（第三者提供の制限）に該当する場合、
当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工
したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規サービスの開発等、業務の遂行のた
めに利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することが
あります。
7 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別途定める手数料
を徴収できるものとします。

（反社会勢力の排除）
加入者は、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの
とします。
 （1） 暴力団
 （2） 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
 （3） 暴力団準構成員
 （4） 暴力団関係企業
 （5） 総会屋等
 （6） 社会運動等標ぼうゴロ
 （7） 特殊知能暴力集団等
 （8） 前各号の共生者
 （9） その他前各号に準ずる者
2 加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確
約するものとします。
 （1） 暴力的な要求行為
 （2） 法的な責任を超えた不当な要求
 （3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 （4） 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて会社の信用を毀損し、業務を妨害する行

為
 （５） その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、放送サービスを締結すること、または継続することが不適切であ
ると会社が認める場合、会社は責任等を負うことなく、加入者の申込みを承諾しないこと、また
は催告なしに放送サービスの契約を解除することができるものとします。
 （1） 加入者が第 1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
 （2） 加入者が第 2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
 （3） 加入者が第 1 項または第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した

とき
 （4） 加入者が前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答

をしたとき

（本契約約款は抜粋であり、全文を閲覧されたい方は、キャッチホームページまたは当社窓口でご
覧ください。）　

Net契約約款（抜粋）

1 契約者の責めによらない理由により、その
サービスを全く利用できない状態（その契
約に係る電気通信設備による全ての通信に
著しい支障が生じ、全く利用できない状態と
同程度の状態となる場合を含みます。以下
同じとします。）が生じた場合（2 欄又は 3
欄に該当する場合を除きます。）に、そのこ
とを当社が知った時刻から起算して、24 時
間以上その状態が連続したとき。

そのことを当社が知った時刻以降の利用でき
なかった時間（24 時間の倍数である部分に
限ります。）に対応するサービス（サービスの
一部を利用できなかった場合は、その部分に
限ります）についての料金

2 当社の故意又は重大な過失によりそのサー
ビスを全く利用できない状態が生じたとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用でき
なかった時間について、その時間に対応する
そのサービス（そのサービスの一部を利用で
きなかった場合は、その部分に限ります。）に
ついての料金

3 契約者回線の移転又は接続機器の移転に
伴って、サービスを利用できなくなった期間
が生じたとき（契約者の都合によりサービス
を利用しなかった場合であって、その契約
者回線等を保留したときを除きます。）。

利用できなくなった日から起算し、再び利用で
きる状態とした日の前日までの日数に対応する
そのサービス（そのサービスの一部を利用で
きなかった場合は、その部分に限ります。）に
ついての料金

区別 支払いを要しない料金
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2017 年 12月21日より、以下の通り改定いたします。

（申込の承諾）
当社は、キャッチインターネット申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾するものとします。
ただし、当社が審査し次項の規定に定める内容に該当する場合は、申込を承諾しない場合があ
ります。
2 当社は、次の場合には、キャッチインターネット申込を承諾しないことがあります。
 （1） キャッチインターネット契約者回線にあっては、それを設置し、又は保守することが技術上著

しく困難なとき。
 （2） キャッチインターネット申込みをした者がキャッチインターネットサービスの料金又は工事に関す

る費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 （３）（反社会勢力の排除）その他、当社の業務の遂行上支障があるとき。

（最低利用期間）
当社が提供するサービスについては、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、契約者回線の提供を開始した日から起算して3ヶ月間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、
料金表に規定する額を支払っていただきます。

（品目の変更）
契約者は、当社が別に定めるところによりサービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、（申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。

（契約者回線の移転）
契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、（申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。

（契約者回線の利用休止）
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線（利用開始後 30 日以上経過したものに
限ります。以下この条において同じとします。）の利用休止（休止再開を条件に、契約者回線を
撤去すること。以下同じとします。）を行います。
2 契約者回線の利用休止期間（当該契約者回線を利用できないようにした日から、利用できるよう
にした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）は、30日を超えるものとし、1 年を限度
とします。なお、1 年を越える場合の利用休止の取り扱いについては、当社が認めた場合に限り
ます。
3 利用休止期間または前項の最長期間が満了したとき、利用休止は終了し、本サービスの提供が
再開されます。なお、正当な理由が認められる場合を除き、再開後 1 年以内に再度の利用休
止はできません。
4 当社は、契約者回線の利用を休止している契約者から再利用の請求があった場合には、（申込
の承諾）の規定に準じて取り扱います。

（契約者が行う契約の解除）
契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ取扱所に書面により通知してい
ただきます。
2 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたし
ます。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、
契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

（当社が行う契約の解除）
当社は、次の場合には、その契約者回線に係る契約を解除することがあります。
 （1） （利用停止）第 1 項の規定により利用停止された契約者回線について、契約者がなおその

事実を解消しないとき。
 （2） その契約者回線が（申込の承諾）第 2項第 3号の規定に該当することとなったとき。
 （3） 電力・電話の無電柱化等、当社、契約者いずれの責めに帰すべからざる理由により当社

電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービスの継続ができない
とき。

2 当社は、契約者が（利用停止）第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実
が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかか
わらず、契約者回線の利用停止をしないでその契約者回線に係る契約を解除することがありま
す。
3 当社は、前 2 項の規定によりその契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを
お知らせします。
4 第 1 項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いた
します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、
契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

（施設の所有区分）
当社及び契約者の施設所有区分は次の通りとします。
 （1） 取扱所交換設備から保安器出力端子、若しくは成端箱までの施設は、当社の施設とします。
 （2） 接続機器を除き、保安器出力端子、若しくは成端箱以降の施設は契約者の施設とします。

また、契約者は設置の際の使用機器、工法について、当社の指示に従っていただきます。
 （3） 集合住宅等の共同引込の場合は、接続機器を除き、契約者施設室内のテレビ端子以降を

契約者の施設とします。なお、契約者施設室内のテレビ端子以前の施設については、別途
締結する集合住宅等導入に関する契約によります。

（接続機器の提供等）
当社は、当社接続機器を、原則として、契約者が指定する場所に設置します。
2 契約者は、接続機器の交換は請求できません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありま
せん。
3 契約者は、契約の解除があったときは、接続機器を当社に返還していただきます。

（当社の電気通信回線の接続）
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介
して、契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をす
ることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、そ
の接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するた
めの事項について記載した当社所定の書面を取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る
電気通信回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合を除いて、その請
求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信に
ついて、その品質を保証しません。

（利用中止）
当社は、次の場合には、サービスの利用を中止することがあります。
 （1） 当社電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
 （2） （サービスの利用の制限）の規定により、サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社
が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありま
せん。
（注）本条第 2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
 （1） 当社ホームページへの掲載
 （2） 電子メール若しくは郵便による通知

（利用停止）
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3ヶ月以内で当社が定める期間（サービスの
料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなったサービスの料金、工事
に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）
が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、そのサービスの利用を
停止することがあります。
 （1） 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
 （2） （利用に係る契約者の義務）又は（他人に使用させる場合の契約者の義務）の規定に違反

したとき。
2 当社は、前項の規定により、サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、利
用停止する日及び期間を契約者にお知らせします。

（サービスの利用の制限）
1 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設
備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
2 当社は、サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用い
て行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
3 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、
当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童
ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、キャッチインターネット契約者の接続先
サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
4 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報
についても閲覧できない状態に置く場合があります。
5 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを
対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合
に限り行います。

（料金及び工事に関する費用）
当社が提供するサービスの料金、手続きに関する料金は、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するサービスの工事に関する費用は、工事費とし、別に定めるところによります。

（利用料金の減免）
ＫＤＤＩ株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを同時に利用した場合、
別表記載の定額利用料から別表記載の割引を致します。
但し、キャッチインターネットサービス契約のうち、ネクストインターネットについては光共聴施設を除
き本条は適用されないものとします。
また 1 のキャッチインターネットサービス契約のうちケーブルインターネットおよび光共聴施設におけ
るネクストインターネットに対し、当社が提供する放送サービスも同時に利用した場合は適用となり
ません。
2  1 のキャッチインターネットサービス契約のうちネクストインターネットに対し、ＫＤＤＩ株式会社より当社
を介して提供するケーブルプラス電話サービスの契約を複数締結する場合、別表記載の定額利
用料から別表記載の割引を致します。

（料金の支払義務）
契約者は、その契約に基づいて当社がサービスの提供を開始した翌日又は付加機能の提供を開
始した日（接続機器の提供についてはその提供を開始した日）から起算して契約の解除（接続
機器についてはその廃止があった日）又は付加機能の契約の解除があった日までの期間（提供
を開始した日と解除等があった日と同一の日である場合は、1日間とします。）について、料金表に
規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりサービスを利用することができない状態が生じたと
きの料金の支払いは、次によります。
 （1） 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
 ア 利用の一時中断をしたとき。
 イ 利用停止があったとき。

 （2） 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、サービスを利用できな
かった期間中の料金を支払っていただきます。

（手続きに関する料金の支払義務）
契約者は、サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定す
る手続きに関する料金の支払いを要します。

（付加機能に関する料金の支払義務）
契約者は、サービスに係る付加機能の提供の申込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表
に規定する付加機能に関する料金の支払いを要します。

（工事費の支払義務）
契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別に規定する
工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解
除等」といいます。）があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が
支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその工事
に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担
して頂きます。この場合において、負担を要する額は、その費用の額に消費税相当額を加算し
た額とします。

（料金の計算等）
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表に定めるところによ
ります。

（割増金）
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、
その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消費税相当額
を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

（遅延損害金）
契約者は、料金その他の債務（遅延損害金を除きます。）について支払期日を経過してもなお
支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、
年 14.5% の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法により支払って
いただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この
限りでありません。

（契約者の切分責任）
契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、
契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設
備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、サービス取扱所において当社
が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、
契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通
信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負
担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

（責任の制限）
当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしな
かったときは、そのサービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全て
の通信に著しい支障を生じ、全く利用できない状態と同じ程度の状態を含みます。以下この条に
おいて同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、（料金の支払義務）第 2 項
第 2 号の表の 1 欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠
償します。
2 前項の場合において、当社は、サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻
以後のその状態が連続した時間（（料金の支払義務）第 2 項第 2 号の表の 1 欄に規定する時
間の倍数である部分に限ります。）に対応するそのサービスに係る料金額（そのサービスの一部
が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額）を発生した損害とみなし、その額
に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりサービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しま
せん。
（注）本条第 2 項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の
算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。

（免責）
当社は、サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たっ
て、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得な
い理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。

（承諾の限界）
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困
難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その
請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した契約者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の規定がある場合には、その定めるところによります。

（利用に係る契約者の義務）
契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、
若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないことを守っていただきます。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定す
る日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 別途定めるキャッチインターネットサービス利用規約を遵守いただきます。

（他人に使用させる場合の契約者の義務）
契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、
前条のほか次のことを守っていただきます。
 （1） 契約者は、前条の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当

社が契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対しての
責任を負っていただきます。

 （2） 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費
用のうち、その電気通信設備を使用する者の使用によるものについて、当社に対して支払
いの責任を負っていただきます。

（契約者回線の設置場所の提供等）
当社は、当社電気通信設備を設置する為に必要最小限の範囲において、契約者が所有、もし
くは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させていただきます。
2 契約者は、契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内にお
いて、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望すると
きは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
3 契約者は、契約の締結について賃貸借人その他利害関係人がある場合、事前に必要な承諾を
得るものとし、契約に関し責任を負っていただきます。

（契約者からの電気の提供）
当社が契約に基づき設置する接続機器に必要な電気は、契約者から提供していただきます。ま
た当社が契約に基づき設置する電気通信設備に伴い電気が必要な場合は契約者に提供してい
ただきます。

（通信の秘密）
当社は、電気通信事業法第 4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条（令状による捜索）その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関す
る法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行
われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとし
ます。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条
（発信者情報の開示請求等）に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該
開示請求の範囲で第 1項の守秘義務を負わないものとします。

（個人情報）
当社は、契約者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。

 （1） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守・サポート対応等を含みます）
 （2） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
 （3） 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が
別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることがで
きます。

 （4） 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

 （5） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話
すること。

 （6） 契約者の解約日より1 年間を限度として、前 5 号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

 （7） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個
人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守及び新規サービスの
開発を行うこと。

 （8） Ｃ＋ＳＴＢの使用状況並びに操作に関する記録を利用し、利用者の嗜好にあった情報の提供
および勧奨するため。「視聴履歴等の取得と利用について」は別に定める。

 （9） ＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対
し、その事実を回答するため。

 （10）契約者がＳＴＶＢまたはＣ＋ＳＴＢにダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理
をするため。またそのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。

 （11）その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができる
ものとします。
4 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示、提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律第 23条（第三者提供の制限）に該当する場合、
当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工
したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規サービスの開発等、業務の遂行のた
めに利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することが
あります。
7 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別途定める手数料
を徴収できるものとします。

（反社会勢力の排除）
加入者は、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの
とします。
 （1） 暴力団
 （2） 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
 （3） 暴力団準構成員
 （4） 暴力団関係企業
 （5） 総会屋等
 （6） 社会運動等標ぼうゴロ
 （7） 特殊知能暴力集団等
 （8） 前各号の共生者
 （9） その他前各号に準ずる者
2 加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確
約するものとします。
 （1） 暴力的な要求行為
 （2） 法的な責任を超えた不当な要求
 （3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 （4） 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて会社の信用を毀損し、業務を妨害する行

為
 （５） その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、放送サービスを締結すること、または継続することが不適切であ
ると会社が認める場合、会社は責任等を負うことなく、加入者の申込みを承諾しないこと、また
は催告なしに放送サービスの契約を解除することができるものとします。
 （1） 加入者が第 1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
 （2） 加入者が第 2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
 （3） 加入者が第 1 項または第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した

とき
 （4） 加入者が前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答

をしたとき

（本契約約款は抜粋であり、全文を閲覧されたい方は、キャッチホームページまたは当社窓口でご
覧ください。）　

Net契約約款（抜粋）
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第1章　総則

第1条（利用規約）
この利用規約は、株式会社キャッチネットワーク（以下「キャッチ」といいます。）が提供する
キャッチインターネットサービス（以下「サービス」といいます。）を、キャッチインターネットサービ
ス契約約款に規定するキャッチインターネット契約者（以下「会員」といいます。）が利用する
際の一切に適用します。

第2条（本規約の範囲）
1. キャッチが会員に対して発する第4条所定の通知は、この規約の一部を構成するものとしま
す。
2. キャッチが、この規約本文の他に別途定める各サービスの利用規約および各サービス冒頭の
「ご案内」、「ご利用上の注意」等で規定する各サービスの利用上の決まりおよびその他の利
用条件等の告知（以下、併せて「利用規約等」といいます。）も、名目の如何にかかわらず、こ
の会員規約の一部を構成するものとします。
3.この規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先
して適用されるものとします。

第3条（本規約の変更）
1. キャッチは、会員の了承を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合には、
サービスの利用条件は、変更後の規約によります。
2. 変更後の規約については、キャッチが別途定める場合を除いて、ホームページ等のオンライン
上（以下「オンライン上」といいます。）に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第4条（キャッチからの通知）
1. キャッチは、オンライン上の表示その他キャッチが適当と判断する方法により、会員に対し随時
必要な事項を通知します。
2. 前項の通知は、キャッチが当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するも
のとします。
 

第2章　会員の義務

第5条（利用環境の整備）
1. 会員は、キャッチ又は関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コン
ピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものと
します。

第6条（自己責任の原則）
1. 会員は、自己のキャッチインターネット契約者回線によりサービスを利用してなされた一切の行
為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
2. 会員は、サービスの利用に伴い、他者（国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同
様とします。）から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解
決するものとします。
3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直
接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決する
ものとします。
4. 会員は、サービスの利用によりキャッチまたは他者に対して損害を与えた場合（会員が、この
会員規約上の義務を履行しないことにより他者またはキャッチが損害を被った場合を含みま
す。）、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5. キャッチは、会員がサービスの利用を通じて得た情報について、正確性、合法性及び会員が
意図する利用目的への適合性、有用性等に関し、いかなる保証責任も負いません。

第7条（IDおよびパスワードの管理責任）
1. 会員は、自己のID（メールアカウント等、契約により会員に割り当てられる特定の記号）およびこ
れに対応するパスワード（IDとの組み合わせにより、個人認証を行うに足りる記号を含みます。
以下同じとします。）ならびに、個人認証を条件としてサービスを利用する権利を、キャッチが
別途定める場合を除き、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、
自己のIDおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の責任を持つも
のとします。
2. キャッチは、会員のIDおよびこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって当該
会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いま
せん。パスワードを失念した場合、会員は直ちにキャッチに申し出るものとし、キャッチの指示に
従うものとします。また、当該IDおよびこれに対応するパスワードによりなされたサービスの利
用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担す
るものとします。

第8条（禁止事項）
会員はサービス上で以下の行為を行わないものとします。
 （1） キャッチ、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、

又は侵害するおそれのある行為（著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避
するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます）。

 （2） 他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵
害するおそれのある行為。

 （3） 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を
毀損する行為。

 （4） 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る
情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。
犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。

 （5） わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を
送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその
送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。

 （6） ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
 （7） 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
 （8） インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に

基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁
止に違反する行為。

 （9） アクセス可能なキャッチ又は他者の情報を改ざん、消去する行為。
 （10） キャッチ又は他者になりすます行為。（詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を

行う行為を含みます。）
 （11） 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
 （12） 選挙の事前運動、選挙運動（これらに類似する行為を含みます。）および公職選挙

法に抵触する行為。
 （13） 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪

感を抱く電子メール（そのおそれのある電子メールを含みます。嫌がらせメール）を
送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する
行為および当該依頼に応じて転送する行為。

 （14） 他者の設備またはサービス用設備（キャッチがサービスを提供するために用意する通
信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同
様とします。）に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃もしくは大量のメー
ル送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為（与えるおそれのある行
為を含む）。

キャッチインターネットサービス利用規約
 （15） サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等

を流通させる行為。
 （16） 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段（いわゆるフィッシング及びこれに類す

る手段を含みます。）により他者の個人情報を取得する行為。
 （17） 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている

場合に、当該手続きを履行せずにサービス又は提携サービスを利用する行為。その
他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。

 （18） キャッチの商号、商標又はロゴマーク等を用いて、当該会員とキャッチ間の提携関係
の存在又はキャッチによる当該会員に対する代理権の付与を誤認させる行為。

 （19） 上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反する行為（暴力を助長し、
誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を
募る行為等を含みます。）。サービスの運営を妨害する行為。他の会員又は第三者が
主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等の
ようにキャッチ、提携先、又は他者に不利益を与える行為。

 （20） 上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合を含みま
す。）が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第3章　ホームページ公開機能の利用

第9条（公開について）
キャッチは、他の会員又は第三者により為された改竄、消去その他理由の如何を問わず会員
が登録したホームページの保全に関し、一切責任を負わないものとします。 

第10条（キャッチによる閲覧）
キャッチは、他の会員又は第三者からサービスに基づき登録されたホームページに関しキャッ
チに対しクレーム、請求等が為され、かつキャッチが必要と認めた場合及びその他キャッチが
必要と認めた場合に限り、当該ホームページを閲覧することがあります

第11条（営業活動）
1. 会員はサービスを通じて営業活動を行う場合は、自己が登録するホームページのトップページ
上に自己の氏名及び電話番号（通話可能で真正なものに限ります。）を明示するものとします。
2. 前項に基づいて営業活動を行う場合であっても、会員はサービスを通じて次の行為を行わな
いものとします。
 （1） 犯罪に関係する行為。 
 （2） 他者の営業活動を妨害する行為。  
 （3） 特定商取引に関する法律による通信販売（販売の対象が、同法に定める指定商品・

指定権利・指定役務に該当しないものも違反とみなします。）又は連鎖販売取引の規
制に違反し、もしくは違反に相当する行為。 

 （4） 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。 
 （5） 個人情報の収集を目的とする行為。 
 （6） その他営業活動の取り締まり、規制に係る各種法令、規則又は行政指導等に違反す

る行為。 
3. 会員は、第1項に基づくサービスの利用により知り得た他の会員又は第三者に係る住所、氏名
及び電話番号等の個人情報をサービスの利用目的以外の目的のために使用しないとともに、
他に開示又は漏洩しないものとします。
4. 会員は、第1項に基づくサービスの利用により他の会員又は第三者との間で紛争が生じた場
合は、前二項の定めを遵守したか否かにかかわらず、自己の費用と責任で当該紛争を解決す
るものとします。会員は、当該紛争が生じたことによりキャッチが損害を被った場合は、キャッチ
が被った損害を賠償するものとします。

第4章　運　営

第12条（会員規約違反等への対処）
1. キャッチは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれがある場合、会員によるサー
ビスの利用に関し他者からキャッチにクレーム・請求等が為され、かつキャッチが必要と認めた
場合、またはその他の理由でサービスの運営上不適当とキャッチが判断した場合は、当該会
員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
 （1） 会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同様の行

為を繰り返さないことを要求します。
 （2） 他者との間で、クレーム・請求等の解消のための当事者間の協議（裁判外紛争解決

手続きを含みます。）を行うことを要求します。
 （3） 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
 （4） 会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または閲覧できない状態

に置きます。
 （5） サービス提供を一時停止し、または契約を解除します。
2. 前項の規定は第6条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3. 会員は、第1項の規定はキャッチに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないこと
を承諾します。また、会員は、キャッチが第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に
起因する結果に関し、キャッチを免責するものとします。
4. 会員は、第1項の第4号および第5号の措置は、キャッチの裁量により事前に通知なく行われる
ことを承諾します。

附　則
1.この会員規約は2001年7月1日から実施します。
2.この会員規約は2004年12月1日から改定、実施します。
3.この会員規約は2007年4月1日から改定、実施します。
4.この会員規約は2012年4月1日から改定、実施します。
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第１条 総則
本規約は、株式会社キャッチネットワーク（以下「当社」といいます）と、「ケーブルプラス電話サー
ビス契約約款」（以下「ＫＤＤＩ：ケーブルプラス電話約款」といいます）を承諾し、ＫＤＤＩ株式会
社（以下「ＫＤＤＩ」といいます）より当社を介してケーブルプラス電話サービス（以下「ケーブ
ルプラス電話」といいます）の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等に
ついて適用されます。

２ 当社及びＫＤＤＩがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規
約の一部を構成するものとします。

３ 本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先し
て適用されるものとします。

第２条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後
の規約によります。

２ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

第３条 用語
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意
味に従います。

第４条 本サービスの内容
本サービスの内容は、次のとおりとします。
（１） 端末設備貸出サービス

当社からケーブルプラス電話の提供を受けるために必要となる約款別記１８で定める端末設
備を契約者（第５条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、
同様とします。）に貸与するサービス

（２） 工事サービス
ケーブルプラス電話の提供を受けるために必要な電話接続回線の引込、屋内配線、終端装
置の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス

第５条 契約の成立
本サービスの申込みをする者は、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を
記入のうえ、当社に対し当社所定の申し込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申
込者との間で、本規約を契約内容とする契約が成立します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
１） 電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
２） 申し込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
３） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第６条 端末設備貸出サービス
当社は、第５条の規定に従い契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービス
に関する契約条項」に基づき、第４条第１項で定める端末設備貸出サービスを契約者に提供し
ます。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、契約者は直ちに
端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める
損害金を請求します。

第７条 工事サービス
当社は、第５条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続
回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部（以下「工
事サービス」という）を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行な
うものとします。

２ 施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有ま
たは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用で
きるものとします。この場合において、地主、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあ
らかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うも
のとします。

３ 契約者は、電話接続回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます）又は建物内に
おいて、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用する
ことを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。

４ 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
５ 契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は
線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設
備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による
場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。

第８条 ＫＤＤＩ提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、ＫＤＤＩ：ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他
の債務に係る債権が、ＫＤＤＩの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債
権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社及びＫ
ＤＤＩが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾し
たものとします。

第９条 料金
適用条件（料金額）
第７条１項に定める設備の設置に伴う料金（以下「設置料金」といいます）は契約者負担とし、
その額は別に定める事とします。
また、ＫＤＤＩが提供するケーブルプラス電話に係る料金はＫＤＤＩ：ケーブルプラス電話サービス契
約約款に定めるところによります。

２ 決済条件
設置料金および前条に基づきＫＤＤＩが当社に債権譲渡した料金（以下両者を併せて「本利用
料金」といいます）の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、
クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の
金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないも
のとします。
本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求につ
いては当社指定締日で行うことといたします。

３ 割増金
契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消
費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割
増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。

４ 延滞利息
契約者が、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支
払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5% の割合
で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいた
だきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りで
はありません。

５ ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。

第１０条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないこ

とを確認のうえ、当社に申告していただきます。
２ 前項の申告に基づき、当社は当社及びＫＤＤＩの設備の修理または対応（以下「サポート」とい
います）のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応でき
ない又は相応の時間を要する場合があります。

３ 第１項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社
またはＫＤＤＩの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社
は前項のサポートの責を負いません。

第１１条 契約者による契約の解除
契約者が、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知してい
ただきます。

２ 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたしま
す。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契
約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第１２条 当社による契約の解除
当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
１） 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支
払わない恐れのあるとき。

２） 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
３） 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若
しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。

４） 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通
信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。

５） 工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場
合。

６） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません

２ 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する
日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。

３ 第 1 項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いた
します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、
契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第１３条 承諾の限界
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難
であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支
払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行
上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通
知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

第１４条 個人情報
当社は、契約者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。

２当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
（１） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。）
（２） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
（３） 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が
別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることがで
きます。

（４） 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

（５） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電
話すること。

（６） 契約者の解約日より１年間を限度として、前５号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

（７） その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
３ 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができる
ものとします。

４ 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示提供しないものとします。

５ 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律　第 23 条（第三者提供の制限）に該当す
る場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。

６ 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加
工したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂
行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあ
ります。

７ 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた
個人情報開示手数料を徴収できるものとします。

第１５条 協議
契約者及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠
意をもって協議の上解決するものとします。

クレジットカード支払いに関する特約
①契約者は、契約者が支払うべき本利用料金を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジッ
トカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
②契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。ま
た、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届
け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
③契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当
社にその旨を連絡するものとします。
④当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の
指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定し
たクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

附則
本規約は平成 19 年 3 月1 日から施行します。

附則
本改正規約は平成 21 年 1 月1 日から施行します。

附則
本改正規約は平成 24 年 4月1 日から施行します。 

【別紙】

端末設備貸出サービスに関する契約条項

１．ホームゲートウェイ機器の貸出
（１） 当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している１のケーブルプラス電話契約につ

き、１の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器（タイプ１（ＨＦＣサービス）では「ＥＭＴＡ」、
タイプ２（光サービス）では「ＨＧＷ：ホームゲートウェイ」と呼び、通信プロトコル変換及びＩＰルー
ティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。）
を無償で貸与します。

２．ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
（１） 当社は、前項に基づき契約者に貸与するホームゲートウェイ機器を契約者が指定した設置

場所（但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。）に設置し、その
設置した日から契約者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとしま
す。

（２） 契約者は、ホームゲートウェイ機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方
法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。

（３） ホームゲートウェイ機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ
機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとし
ます。

（４） 当社は契約者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えてい
ることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性および契約者の使用目的への適合性
については一切担保しません。

３．ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
（１） 契約者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するもの

とします。
（２） 契約者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のため

の担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又は契約
者が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転
してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲー
トウェイ機器を使用してはならないものとします。

（３） 契約者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その
旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の
機能を有する正常なホームゲートウェイ機器（以下「代品」といいます。）を提供し、契約者は、
故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器（以下「故障品」といいます。）を当社に返
却するものとします。

（４） 前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に
故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者に対し、別表「ホームゲートウェイ機器購
入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。

４．責任の範囲
（１） 当社およびＫＤＤＩ株式会社（以下「当社等」といいます。）は、当社等の責めに帰すべき

事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った
場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損
害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありま
せん。

（２） 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器
その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料
に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失があ
る場合は、この限りではありません。

（３） 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被っ
た損害について、その責任を一切負わないものとします。

（４） 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用する
ことができない状態（ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる
場合を含みます。）が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して２４時間
以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時
間（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その
日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないもの
とします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用で
きない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間に
ついて、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを
要しないものとします。

 

【別表】
　●第９条の１に定める料金額

　●第１４条の７に定める個人情報開示手数料

　●ホームゲートウェイ機器購入代金相当額（１端末ごとに）
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第１条 総則
本規約は、株式会社キャッチネットワーク（以下「当社」といいます）と、「ケーブルプラス電話サー
ビス契約約款」（以下「ＫＤＤＩ：ケーブルプラス電話約款」といいます）を承諾し、ＫＤＤＩ株式会
社（以下「ＫＤＤＩ」といいます）より当社を介してケーブルプラス電話サービス（以下「ケーブ
ルプラス電話」といいます）の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等に
ついて適用されます。

２ 当社及びＫＤＤＩがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規
約の一部を構成するものとします。

３ 本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先し
て適用されるものとします。

第２条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後
の規約によります。

２ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

第３条 用語
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意
味に従います。

第４条 本サービスの内容
本サービスの内容は、次のとおりとします。
（１） 端末設備貸出サービス

当社からケーブルプラス電話の提供を受けるために必要となる約款別記１８で定める端末設
備を契約者（第５条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、
同様とします。）に貸与するサービス

（２） 工事サービス
ケーブルプラス電話の提供を受けるために必要な電話接続回線の引込、屋内配線、終端装
置の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス

第５条 契約の成立
本サービスの申込みをする者は、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を
記入のうえ、当社に対し当社所定の申し込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申
込者との間で、本規約を契約内容とする契約が成立します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
１） 電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
２） 申し込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
３） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第６条 端末設備貸出サービス
当社は、第５条の規定に従い契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービス
に関する契約条項」に基づき、第４条第１項で定める端末設備貸出サービスを契約者に提供し
ます。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、契約者は直ちに
端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める
損害金を請求します。

第７条 工事サービス
当社は、第５条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続
回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部（以下「工
事サービス」という）を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行な
うものとします。

２ 施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有ま
たは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用で
きるものとします。この場合において、地主、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあ
らかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うも
のとします。

３ 契約者は、電話接続回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます）又は建物内に
おいて、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用する
ことを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。

４ 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
５ 契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は
線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設
備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による
場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。

第８条 ＫＤＤＩ提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、ＫＤＤＩ：ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他
の債務に係る債権が、ＫＤＤＩの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債
権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社及びＫ
ＤＤＩが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾し
たものとします。

第９条 料金
適用条件（料金額）
第７条１項に定める設備の設置に伴う料金（以下「設置料金」といいます）は契約者負担とし、
その額は別に定める事とします。
また、ＫＤＤＩが提供するケーブルプラス電話に係る料金はＫＤＤＩ：ケーブルプラス電話サービス契
約約款に定めるところによります。

２ 決済条件
設置料金および前条に基づきＫＤＤＩが当社に債権譲渡した料金（以下両者を併せて「本利用
料金」といいます）の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、
クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の
金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないも
のとします。
本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求につ
いては当社指定締日で行うことといたします。

３ 割増金
契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消
費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割
増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。

４ 延滞利息
契約者が、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支
払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5% の割合
で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいた
だきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りで
はありません。

５ ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。

第１０条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないこ

とを確認のうえ、当社に申告していただきます。
２ 前項の申告に基づき、当社は当社及びＫＤＤＩの設備の修理または対応（以下「サポート」とい
います）のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応でき
ない又は相応の時間を要する場合があります。

３ 第１項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社
またはＫＤＤＩの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社
は前項のサポートの責を負いません。

第１１条 契約者による契約の解除
契約者が、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知してい
ただきます。

２ 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたしま
す。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契
約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第１２条 当社による契約の解除
当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
１） 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支
払わない恐れのあるとき。

２） 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
３） 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若
しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。

４） 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通
信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。

５） 工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場
合。

６） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません

２ 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する
日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。

３ 第 1 項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いた
します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、
契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第１３条 承諾の限界
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難
であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支
払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行
上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通
知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

第１４条 個人情報
当社は、契約者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。

２当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
（１） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。）
（２） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
（３） 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が
別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることがで
きます。

（４） 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

（５） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電
話すること。

（６） 契約者の解約日より１年間を限度として、前５号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

（７） その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
３ 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができる
ものとします。

４ 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示提供しないものとします。

５ 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律　第 23 条（第三者提供の制限）に該当す
る場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。

６ 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加
工したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂
行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあ
ります。

７ 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた
個人情報開示手数料を徴収できるものとします。

第１５条 協議
契約者及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠
意をもって協議の上解決するものとします。

クレジットカード支払いに関する特約
①契約者は、契約者が支払うべき本利用料金を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジッ
トカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
②契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。ま
た、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届
け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
③契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当
社にその旨を連絡するものとします。
④当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の
指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定し
たクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

附則
本規約は平成 19 年 3 月1 日から施行します。

附則
本改正規約は平成 21 年 1 月1 日から施行します。

附則
本改正規約は平成 24 年 4月1 日から施行します。 

【別紙】

端末設備貸出サービスに関する契約条項

１．ホームゲートウェイ機器の貸出
（１） 当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している１のケーブルプラス電話契約につ

き、１の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器（タイプ１（ＨＦＣサービス）では「ＥＭＴＡ」、
タイプ２（光サービス）では「ＨＧＷ：ホームゲートウェイ」と呼び、通信プロトコル変換及びＩＰルー
ティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。）
を無償で貸与します。

２．ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
（１） 当社は、前項に基づき契約者に貸与するホームゲートウェイ機器を契約者が指定した設置

場所（但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。）に設置し、その
設置した日から契約者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとしま
す。

（２） 契約者は、ホームゲートウェイ機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方
法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。

（３） ホームゲートウェイ機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ
機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとし
ます。

（４） 当社は契約者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えてい
ることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性および契約者の使用目的への適合性
については一切担保しません。

３．ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
（１） 契約者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するもの

とします。
（２） 契約者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のため

の担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又は契約
者が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転
してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲー
トウェイ機器を使用してはならないものとします。

（３） 契約者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その
旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の
機能を有する正常なホームゲートウェイ機器（以下「代品」といいます。）を提供し、契約者は、
故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器（以下「故障品」といいます。）を当社に返
却するものとします。

（４） 前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に
故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者に対し、別表「ホームゲートウェイ機器購
入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。

４．責任の範囲
（１） 当社およびＫＤＤＩ株式会社（以下「当社等」といいます。）は、当社等の責めに帰すべき

事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った
場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損
害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありま
せん。

（２） 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器
その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料
に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失があ
る場合は、この限りではありません。

（３） 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被っ
た損害について、その責任を一切負わないものとします。

（４） 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用する
ことができない状態（ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる
場合を含みます。）が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して２４時間
以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時
間（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その
日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないもの
とします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用で
きない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間に
ついて、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを
要しないものとします。

 

【別表】
　●第９条の１に定める料金額

　●第１４条の７に定める個人情報開示手数料

　●ホームゲートウェイ機器購入代金相当額（１端末ごとに）

ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約

区分

本サービスの
加入時

本サービスの
解約時

ケーブルプラス
電話契約者

他サービス
未契約者

他サービス
既契約者

撤去工事

新規工事 

追加工事

１ケーブルプラス
接続回線ごと

１ケーブルプラス
接続回線ごと

１ケーブルプラス
接続回線ごと 

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

対象者 工事内容 単位
戸建 集合住宅
建物形態

会社所定料金個人情報開示手数料
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第１条 総則
本規約は、株式会社キャッチネットワーク（以下「当社」といいます）と、ソフトバンク株式会社
の定める「IP 電話サービス契約約款」（以下「ソフトバンク：ケーブルラインサービス約款」とい
います）を承諾し、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」といいます）より当社を介してケー
ブルラインサービス（以下「ケーブルライン」といいます）の提供を受ける者との間における、設
備の設置、料金の請求等について適用されます。

２ 当社及びソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこ
の規約の一部を構成するものとします。

３ 本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先し
て適用されるものとします。

第２条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後
の規約によります。

２ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

第３条 用語
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意
味に従います。

第４条 本サービスの内容
本サービスの内容は、次のとおりとします。
（１） 端末設備貸出サービス

当社からケーブルラインの提供を受けるために必要となるケーブルラインサービス約款で定め
る端末設備を契約者（第６条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいま
す。以下、同様とします。）に貸与するサービス

（２） 工事サービス
ケーブルラインの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置の
設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス

第５条 提供条件
本サービスは、当社が別に定めるインターネット契約約款のうちネクストインターネットの契約者に
限り提供するものとします。ただし 1 のキャッチインターネット契約に対し、ＫＤＤＩ株式会社より当社
を介して提供するケーブルプラス電話サービスとの同時利用は出来ないものとします。

第６条 契約の成立
本サービスの申込みをする者は、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を
記入のうえ、当社に対し当社所定の申し込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申
込者との間で、本規約を契約内容とする契約が成立します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
１）電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
２）申し込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
３）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第７条 端末設備貸出サービス
当社は、第６条の規定に従い契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービス
に関する契約条項」に基づき、第４条第１項で定める端末設備貸出サービスを契約者に提供し
ます。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、契約者は直ちに
端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める
損害金を請求します。

第８条 工事サービス
当社は、第６条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続
回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部（以下「工
事サービス」という）を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行な
うものとします。

２ 施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有ま
たは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用で
きるものとします。この場合において、地主、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあ
らかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うも
のとします。

３ 契約者は、電話接続回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます）又は建物内に
おいて、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用する
ことを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。

４ 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
５ 契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は
線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設
備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による
場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。

第９条 ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、ソフトバンク：ケーブルラインサービス約款の規定により支払いを要することとなった料
金その他の債務に係る債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結
果当社が当該債権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。また、この場合、契約者は、
当社及びソフトバンクが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略する
ことにつき承諾したものとします。

第 10 条 料金
適用条件（料金額）
第９条１項に定める設備の設置に伴う料金（以下「設置料金」といいます）は契約者負担とし、
その額は別に定める事とします。
また、ソフトバンクが提供するケーブルラインに係る料金はソフトバンク：ケーブルラインサービス約
款に定めるところによります。

２ 決済条件
設置料金および前条に基づきソフトバンクが当社に債権譲渡した料金（以下両者を併せて「本
利用料金」といいます）の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、
クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の
金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないも
のとします。
本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求につ
いては当社指定締日で行うことといたします。

３ 割増金
契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消
費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割
増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。

４ 延滞利息
契約者が、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支
払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5% の割合
で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいた
だきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りで
はありません。

５ ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。

第１１条 サポート
契約者がケーブルラインを利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確
認のうえ、当社に申告していただきます。

２ 前項の申告に基づき、当社は当社及びソフトバンクの設備の修理または対応（以下「サポート」
といいます）のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応
できない又は相応の時間を要する場合があります。

３ 第１項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社
またはソフトバンクの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、
当社は前項のサポートの責を負いません。

第１２条 契約者による契約の解除
契約者が、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知してい
ただきます。

２ 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたしま
す。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契
約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第１３条 当社による契約の解除
当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
１） 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支
払わない恐れのあるとき。

２） 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
３） 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若
しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。

４） 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通
信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。

５） 工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場
合。

６） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません

２ 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する
日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。

３ 第 1 項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いた
します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、
契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第１４条 承諾の限界
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難
であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支
払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行
上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通
知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

第１５条 個人情報
当社は、契約者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。

２ 当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
（１） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。）
（２） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
（３） 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が
別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることがで
きます。

（４） 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

（５） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電
話すること。

（６） 契約者の解約日より１年間を限度として、前５号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

（７） その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
３ 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができる
ものとします。

４ 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示提供しないものとします。

５ 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条（第三者提供の制限）に該当する
場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。

６ 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加
工したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂
行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあ
ります。

７ 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた
個人情報開示手数料を徴収できるものとします。

第１６条 協議
契約者及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠
意をもって協議の上解決するものとします。

クレジットカード支払いに関する特約
①契約者は、契約者が支払うべき本利用料金を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジッ
トカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
②契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。ま
た、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届
け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
③ 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当
社にその旨を連絡するものとします。
④当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の
指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定し
たクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

附則
本規約は平成 28 年 4 月25日から施行します。

【別紙】

端末設備貸出サービスに関する契約条項

１．ホームゲートウェイ機器の貸出
（１） 当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している１のケーブルライン契約につき、１

の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器（「ＷＭＴＡ」と呼び、通信プロトコル変換及
びＩＰルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といい
ます。）を無償で貸与します。

２．ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
（１） 当社は、前項に基づき契約者に貸与するホームゲートウェイ機器を契約者が指定した設置

場所（但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。）に設置し、その
設置した日から契約者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとしま
す。

（２） 契約者は、ホームゲートウェイ機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方
法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。

（３） ホームゲートウェイ機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ
機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとし
ます。

（４） 当社は契約者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えてい
ることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性および契約者の使用目的への適合性
については一切担保しません。

３．ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
（１） 契約者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するもの

とします。
（２） 契約者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のため

の担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又は契約
者が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転
してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲー
トウェイ機器を使用してはならないものとします。

（３） 契約者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その
旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の
機能を有する正常なホームゲートウェイ機器（以下「代品」といいます。）を提供し、契約者は、
故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器（以下「故障品」といいます。）を当社に返
却するものとします。

（４） 前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に
故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者に対し、別表「ホームゲートウェイ機器購
入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。

４．責任の範囲
（１） 当社およびソフトバンク株式会社（以下「当社等」といいます。）は、当社等の責めに帰す

べき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被っ
た場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその
損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではあり
ません。

（２） 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器
その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料
に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失があ
る場合は、この限りではありません。

（３） 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被っ
た損害について、その責任を一切負わないものとします。

（４） 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用する
ことができない状態（ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる
場合を含みます。）が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して２４時間
以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時
間（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その
日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないもの
とします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用で
きない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間に
ついて、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを
要しないものとします。

 

【別表】
　●第１０条の１に定める料金額

　●第１５条の７に定める個人情報開示手数料

　●ホームゲートウェイ機器購入代金相当額（１端末ごとに）
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第１条 総則
本規約は、株式会社キャッチネットワーク（以下「当社」といいます）と、ソフトバンク株式会社
の定める「IP 電話サービス契約約款」（以下「ソフトバンク：ケーブルラインサービス約款」とい
います）を承諾し、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」といいます）より当社を介してケー
ブルラインサービス（以下「ケーブルライン」といいます）の提供を受ける者との間における、設
備の設置、料金の請求等について適用されます。

２ 当社及びソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこ
の規約の一部を構成するものとします。

３ 本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先し
て適用されるものとします。

第２条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後
の規約によります。

２ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

第３条 用語
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意
味に従います。

第４条 本サービスの内容
本サービスの内容は、次のとおりとします。
（１） 端末設備貸出サービス

当社からケーブルラインの提供を受けるために必要となるケーブルラインサービス約款で定め
る端末設備を契約者（第６条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいま
す。以下、同様とします。）に貸与するサービス

（２） 工事サービス
ケーブルラインの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置の
設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス

第５条 提供条件
本サービスは、当社が別に定めるインターネット契約約款のうちネクストインターネットの契約者に
限り提供するものとします。ただし 1 のキャッチインターネット契約に対し、ＫＤＤＩ株式会社より当社
を介して提供するケーブルプラス電話サービスとの同時利用は出来ないものとします。

第６条 契約の成立
本サービスの申込みをする者は、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を
記入のうえ、当社に対し当社所定の申し込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申
込者との間で、本規約を契約内容とする契約が成立します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
１）電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
２）申し込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
３）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第７条 端末設備貸出サービス
当社は、第６条の規定に従い契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービス
に関する契約条項」に基づき、第４条第１項で定める端末設備貸出サービスを契約者に提供し
ます。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、契約者は直ちに
端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める
損害金を請求します。

第８条 工事サービス
当社は、第６条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続
回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部（以下「工
事サービス」という）を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行な
うものとします。

２ 施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有ま
たは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用で
きるものとします。この場合において、地主、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあ
らかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うも
のとします。

３ 契約者は、電話接続回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます）又は建物内に
おいて、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用する
ことを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。

４ 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
５ 契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は
線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設
備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による
場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。

第９条 ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、ソフトバンク：ケーブルラインサービス約款の規定により支払いを要することとなった料
金その他の債務に係る債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結
果当社が当該債権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。また、この場合、契約者は、
当社及びソフトバンクが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略する
ことにつき承諾したものとします。

第 10 条 料金
適用条件（料金額）
第９条１項に定める設備の設置に伴う料金（以下「設置料金」といいます）は契約者負担とし、
その額は別に定める事とします。
また、ソフトバンクが提供するケーブルラインに係る料金はソフトバンク：ケーブルラインサービス約
款に定めるところによります。

２ 決済条件
設置料金および前条に基づきソフトバンクが当社に債権譲渡した料金（以下両者を併せて「本
利用料金」といいます）の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、
クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の
金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないも
のとします。
本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求につ
いては当社指定締日で行うことといたします。

３ 割増金
契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消
費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割
増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。

４ 延滞利息
契約者が、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支
払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5% の割合
で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいた
だきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りで
はありません。

５ ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。

第１１条 サポート
契約者がケーブルラインを利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確
認のうえ、当社に申告していただきます。

２ 前項の申告に基づき、当社は当社及びソフトバンクの設備の修理または対応（以下「サポート」
といいます）のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応
できない又は相応の時間を要する場合があります。

３ 第１項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社
またはソフトバンクの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、
当社は前項のサポートの責を負いません。

第１２条 契約者による契約の解除
契約者が、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知してい
ただきます。

２ 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたしま
す。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契
約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第１３条 当社による契約の解除
当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
１） 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支
払わない恐れのあるとき。

２） 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
３） 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若
しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。

４） 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通
信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。

５） 工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場
合。

６） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません

２ 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する
日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。

３ 第 1 項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いた
します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、
契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第１４条 承諾の限界
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難
であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支
払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行
上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通
知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

第１５条 個人情報
当社は、契約者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を個人情報の保護に関する法
律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。

２ 当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
（１） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。）
（２） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
（３） 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス

等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が
別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることがで
きます。

（４） 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、
または電話すること。

（５） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電
話すること。

（６） 契約者の解約日より１年間を限度として、前５号に定める利用目的の範囲内において個人情
報を取り扱うこと。

（７） その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
３ 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができる
ものとします。

４ 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個
人情報を開示提供しないものとします。

５ 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条（第三者提供の制限）に該当する
場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。

６ 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加
工したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂
行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあ
ります。

７ 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた
個人情報開示手数料を徴収できるものとします。

第１６条 協議
契約者及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠
意をもって協議の上解決するものとします。

クレジットカード支払いに関する特約
①契約者は、契約者が支払うべき本利用料金を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジッ
トカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
②契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。ま
た、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届
け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
③ 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当
社にその旨を連絡するものとします。
④当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の
指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定し
たクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

附則
本規約は平成 28 年 4 月25日から施行します。

【別紙】

端末設備貸出サービスに関する契約条項

１．ホームゲートウェイ機器の貸出
（１） 当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している１のケーブルライン契約につき、１

の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器（「ＷＭＴＡ」と呼び、通信プロトコル変換及
びＩＰルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といい
ます。）を無償で貸与します。

２．ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
（１） 当社は、前項に基づき契約者に貸与するホームゲートウェイ機器を契約者が指定した設置

場所（但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。）に設置し、その
設置した日から契約者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとしま
す。

（２） 契約者は、ホームゲートウェイ機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方
法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。

（３） ホームゲートウェイ機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ
機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとし
ます。

（４） 当社は契約者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えてい
ることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性および契約者の使用目的への適合性
については一切担保しません。

３．ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
（１） 契約者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するもの

とします。
（２） 契約者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のため

の担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又は契約
者が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転
してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲー
トウェイ機器を使用してはならないものとします。

（３） 契約者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その
旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の
機能を有する正常なホームゲートウェイ機器（以下「代品」といいます。）を提供し、契約者は、
故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器（以下「故障品」といいます。）を当社に返
却するものとします。

（４） 前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に
故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者に対し、別表「ホームゲートウェイ機器購
入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。

４．責任の範囲
（１） 当社およびソフトバンク株式会社（以下「当社等」といいます。）は、当社等の責めに帰す

べき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被っ
た場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその
損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではあり
ません。

（２） 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器
その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料
に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失があ
る場合は、この限りではありません。

（３） 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被っ
た損害について、その責任を一切負わないものとします。

（４） 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用する
ことができない状態（ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる
場合を含みます。）が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して２４時間
以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時
間（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その
日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないもの
とします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用で
きない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間に
ついて、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを
要しないものとします。

 

【別表】
　●第１０条の１に定める料金額

　●第１５条の７に定める個人情報開示手数料

　●ホームゲートウェイ機器購入代金相当額（１端末ごとに）

ケーブルラインサービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約

区分

本サービスの
加入時

本サービスの
解約時

ケーブルライン
契約者

他サービス
未契約者

他サービス
既契約者

撤去工事

新規工事 

追加工事

１ケーブルライン
接続回線ごと

１ケーブルライン
接続回線ごと

１ケーブルライン
接続回線ごと 

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

別に定める
実費相当額

対象者 工事内容 単位
戸建 集合住宅
建物形態

会社所定料金個人情報開示手数料

税抜額２５，０００円ホームゲートウェイ機器購入代金相当額
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株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ

ＣＡＴＶ専用Ｂ ＣＡＳカード使用許諾契約約款（ＫＢ０００８Ｈ）

お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等（以下「ＣＡＴＶ用受信機器」といいます）には、デジタ

ル放送を受信するためのＩＣカード（ＣＡＴＶ専用Ｂ－ＣＡＳカード） 以下「カード」といいます が添付されています。

このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（Ｂ－ＣＡＳ社）（以下｢当社｣といいます）が一

般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（以下「ＪＣＴＡ」といいます）と契約し、ＪＣＴＡを経由してご加入のケーブルテ

レビ局 以下「ＣＡＴＶ会社」といいます に配布しているものです。

当社は、このカードを、この約款の契約（ＣＡＴＶ専用Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約）に基づいてお客様に貸与します。

お客様がＣＡＴＶ会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの

約款を必ずお読みください。

第１条（カードの使用目的）

このカードには、ＣＡＴＶ用受信機器を制御する集積回

路 ＩＣ が内蔵されており、ご加入のＣＡＴＶ会社がカ

ードの使用を認めたＣＡＴＶ用受信機器において、ご加

入のＣＡＴＶ会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、

ＢＳデジタル放送および 度ＣＳデジタル放送の再送

信、ならびに著作権保護に対応した自主放送（以下まと

めて「放送サービス」といいます）を受信する目的で使

用されます。

第２条（カードの所有権と使用許諾）

このカードの所有権は、当社に帰属します。

２ この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方

がこのカードを使用できます。

第３条（カードの管理）

お客様は、このカードをＣＡＴＶ用受信機器に常時装着

した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障お

よび破損することのないように十分注意してください。

第４条（カードの故障交換等）

カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご

加入のＣＡＴＶ会社に連絡してください。ＣＡＴＶ会社

は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを

交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、

別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償

交換、それ以外の場合は無償での交換となります。

① カードの使用を開始してから、３年以上経過している

場合｡

② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因する

ものである場合。

２ 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カー

ドの故障により、第１条の放送サービスが受信できない

ことによる損害が生じても、当社はその責任を負いませ

ん。

第５条（カードの破損、紛失、盗難等および再発行）

カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカー

ドを使用できなくなった場合、ご加入のＣＡＴＶ会社に

連絡してください。ＣＡＴＶ会社は所定の手続きに基づ

いてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、

別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきま

す。

第６条（カードの交換依頼）

カードの不具合やシステム変更（バージョンアップ）等、

当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加

入のＣＡＴＶ会社を通じてお客様にカード交換をお願い

することがあります。

第７条（不要になったカードの処置等）

ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要と

なった場合は、ご加入のＣＡＴＶ会社にカードを返却し

てください。カードの返却があった場合、この契約は終

了します。

第８条（禁止事項）

このカードを、第１条のカードの使用目的に反して、ご

加入のＣＡＴＶ会社がカードの使用を認めたＣＡＴＶ用

受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のＣ

ＡＴＶ会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用

することはできません。

２ カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、また

はカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻

案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用

されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を

行うことはできません。

３ カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできませ

ん。

４ カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡す

ることはできません。

第９条（損害賠償）

お客様が第８条に違反する行為を行い当社に損害を与え

た場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求するこ

とがあります。

第１０条（約款の変更）

この約款は変更することがあります。この約款の変更事

項または新しい約款については、当社のホームページ

に掲載します。

別表 カード再発行費用

第４条第１項および第５条に規定するカード再発行費用

２,１６０円（消費税込み）以下でＣＡＴＶ会社の定め

による

２ 前項のカード再発行費用は、ご加入のＣＡＴＶ会社へお

支払いいただきます。

Ｂ－ＣＡＳカード

（地上デジタル専用）

Ｂ－ＣＡＳカード

（地上デジタル専用）

ＣＡＴＶ専用
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